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平成28年第２回中城村議会臨時会（第１日目） 

招 集 年 月 日 平成28年５月27日（金） 

招 集 の 場 所 中 城 村 議 会 議 事 堂 

開 会 ・ 散 会 ・ 

閉 会 等 日 時 

開  会 平成28年５月27日  （午後２時20分） 

閉  会 平成28年５月27日  （午後４時07分） 

応 招 議 員 

 

 

（ 出 席 議 員 ） 

議 席 番 号 氏   名 議 席 番 号 氏   名 

１ 番 石 原 昌 雄 ９ 番 新 垣 德 正 

２ 番 外 間 博 則 10 番 安 里 ヨシ子 

３ 番 大 城 常 良 11 番 欠   員 

４ 番 欠   員 12 番 新 垣 博 正 

５ 番 欠   席 13 番 仲 座   勇 

６ 番 新 垣 貞 則 14 番 新 垣 善 功 

７ 番 金 城   章 15 番 宮 城 重 夫 

８ 番 伊 佐 則 勝 16 番 與那覇 朝 輝 

欠 席 議 員 ５ 番 仲 松 正 敏   

会議録署名議員 14 番 新 垣 善 功 15 番 宮 城 重 夫 

職 務 のた め 本会 議 
に 出 席 し た 者 議会事務局長 知 名   勉 議 事 係 長 比 嘉   保 

地方自治法第121 

条の規定による 

本 会 議 出 席 者 

村 長 浜 田 京 介 
企 業 立 地 ・ 
観光推進課長 屋 良 朝 次 

副 村 長 比 嘉 正 豊 都市建設課長 新 垣   正 

教 育 長 呉 屋 之 雄 
農 林 水 産 課 長 兼 
農業委員会事務局長 津 覇 盛 之 

総 務 課 長 新 垣 親 裕 教育総務課長 名 幸   孝 

会 計 管 理者 比 嘉 義 人 
生涯学習課長兼 
生涯学習係長 金 城   勉 

税 務 課 長 稲 嶺 盛 昌   

福 祉 課 長 仲 松 範 三   

健康保険課長 比 嘉 健 治   

企 画 課 長 與 儀   忍   
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議 事 日 程 第 １ 号 

日 程 件 名 

第 １ 

第 ２ 

第 ３ 

第 ４ 

第 ５ 

第 ６ 

第 ７ 

 

第 ８ 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

承認第２号 専決処分の承認を求めることについて 

承認第３号 専決処分の承認を求めることについて 

承認第４号 専決処分の承認を求めることについて 

承認第５号 専決処分の承認を求めることについて 

意見書第５号 元米軍海兵隊兵士によるうるま市でおきた女性殺害事件に対する厳正な

対応と真相究明、在沖米軍の撤退を求める意見書 

決議第４号 元米軍海兵隊兵士によるうるま市でおきた女性殺害事件に対する厳正な対

応と真相究明、在沖米軍の撤退を求める決議 
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○議長 與那覇朝輝 皆さん、こんにちは。で

は、ただいまより平成28年第２回中城村議会臨

時会を開催いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

  （１４時２０分） 

 報告いたします。５番 仲松正敏議員より欠

席届が提出されておりますので、報告いたしま

す。それから教育総務課主幹も異動で安田智さ

んとなっておりますが、本日は県の教育委員会

の学校訪問があって、その対応のため、欠席と

なっておりますので、報告しておきます。 

 また、平成28年５月20日付、11番 新垣光栄

議員より辞職の願いが届いており、５月23日付

許可したので報告します。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第

120条の規定により、14番 新垣善功議員及び

15番 宮城重夫議員を指名します。 

 日程第２ 会期決定の件を議題といたします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は本日５月27

日のみにしたいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、会期は本日５月27日の１日間に決

定しました。 

 日程第３ 承認第２号 専決処分の承認を求

めることについて（平成27年度中城村一般会計

補正予算（第７号））を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 承認第２号 専決処分の承

認を求めることについて御提案申し上げます。 

 

 

承認第２号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したの

で同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

 

 平成28年５月27日提出 

中城村長  浜 田 京 介 

 

提案理由 

 議会を開く暇がないため平成27年度中城村一般会計補正予算（第７号）を専決処分したので報

告します。 
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中城村告示第26号 

 

専 決 処 分 書 

 

 平成27年度中城村一般会計補正予算（第７号）を地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条

第１項の規定に基づき別紙のとおり専決処分する。 

 

 平成28年３月31日 

中城村長  浜 田 京 介 

 

平成27年度中城村一般会計補正予算（第７号） 

 

 平成27年度中城村一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ18,606千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ8,455,001千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

 

  平成28年３月31日 提出 

中城村長  浜 田 京 介 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

14 国庫支出金   1,345,099 18,606 1,363,705 

  ２ 国庫補助金 617,818 18,606 636,424 

歳 入 合 計  8,436,395 18,606 8,455,001 
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（歳 出） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

２ 総務費   1,867,597 19,778 1,887,375 

  １ 総務管理費 1,712,741 19,778 1,732,519 

４ 衛生費   775,654 △1,172 774,482 

  ２ 清掃費 385,512 △1,172 384,340 

歳 出 合 計  8,436,395 18,606 8,455,001 

 

 第２表 繰 越 明 許 費 

款 項 事  業  名 金 額 

２ 総務費 １ 総務管理費 
地域公共交通からのまちづくり
支援事業 

千円 

19,778 

 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１４時３２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時３７分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 平成27年度中城村一般

会計補正予算（第７号）、それについて質疑し

たいと思います。 

 ６ページの２款総務費の５目企画費の７節、

そちらのほうに臨時傭人料ということで、167

万1,000円、それはどういう内容のものなのか、

その１点教えていただけますか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 臨時傭人料167万1,000円につきましては、補

助金自体をデマンド交通の運営経費に充てると

ころですけれども、それについての諸事務を行

うための臨時でございます。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今の課長がおっしゃっ

たデマンドタクシーの事務の臨時ということで

すね。その上のほうも保険料と社会保険料とあ

るんですけれども、その方の分の内訳になると

いうことですね。わかりました。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 これで大城常良議員の質

疑を終わります。 

 ほかにありますか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す承認第２号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第２号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認め、こ

れで討論を終わります。 
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 これから承認第２号 専決処分の承認を求め

ることについて（平成27年度中城村一般会計補

正予算（第７号））を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり承認する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第２号 専決処分の承認を求

めることについて（平成27年度中城村一般会計

補正予算（第７号））は原案のとおり承認され

ました。 

 次に、日程第４ 承認第３号 専決処分の承

認を求めることについて（中城村税条例の一部

を改正する条例）を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 承認第３号 専決処分の承

認を求めることについて御提案申し上げます。 

 

承認第３号 

 

    専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分した

ので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 平成28年５月27日提出 

中城村長  浜 田 京 介 

 

提 案 理 由 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、

同年４月１日から施行されました。それに伴い中城村税条例の一部を改正する必要が生じたた

め専決処分しましたので報告します。 

 

中城村告示第21号 

 

専 決 処 分 書 

 

 中城村税条例の一部を改正する条例を地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規

定に基づき別紙のとおり専決処分する。 

 

平成28年３月31日 

中城村長  浜 田 京 介 
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中城村税条例の一部を改正する条例について 

 中城村税条例（昭和47年中城村条例37号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （災害等による期限の延長） 

第18条の２ 村長は、広範囲にわたる災害その他

やむを得ない理由により、法又はこの条例に定

める申告、申請、請求その他書類の提出（審査

請求に関するものを除く。）又は納付若しくは

納入（以下本条中「申告等」という。）に関す

る期限までにこれらの行為をすることができな

いと認める場合には、地域、期日その他必要な

事項を指定して当該期限を延長するものとす

る。 

２～５ （略） 

 

第56条 法第348条第２項第９号、第９号の２若

しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定

資産（独立行政法人労働者健康安全機構が設置

する医療関係者の養成所において直接教育の用

に供するものに限る。）について同項本文の規

定の適用を受けようとする者は、土地について

は第１号及び第２号に、家屋については第３号

及び第４号に、償却資産については第５号及び

第６号に掲げる事項を記載した申告書を、当該

土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私

立学校法（昭和24年法律第270号）第64条第４

項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法

人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を

設置するもの、医療法（昭和23年法律第205

号）第31条の公的医療機関の開設者、令第49条

の10第１項に規定する医療法人、公益社団法人

若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利

型法人（法人税法第２条第９号の２に規定する

非営利型法人をいう。以下この条において同

じ。）に該当するものに限る。）若しくは一般財

団法人（非営利型法人に該当するものに限

る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康 

 （災害等による期限の延長） 

第18条の２ 村長は、広範囲にわたる災害その他

やむを得ない理由により、法又はこの条例に定

める申告、申請、請求その他書類の提出（不服

申立に関するものを除く。）又は納付若しくは

納入（以下本条中「申告等」という。）に関す

る期限までにこれらの行為をすることができな

いと認める場合には、地域、期日その他必要な

事項を指定して当該期限を延長するものとす

る。 

２～５ （略） 

 

第56条 法第348条第２項第９号、第９号の２又

は第12号の固定資産について同項本文の規定の

適用を受けようとする者は、土地については第

１号及び第２号に、家屋については第３号及び

第４号に、償却資産については第５号及び第６

号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土

地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立

学校法（昭和24年法律第270号）第64条第４項

の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、

宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置

するもの、医療法（昭和23年法律第205号）第

31条の公的医療機関の開設者、令第49条の10第

１項に規定する医療法人、公益社団法人若しく

は公益財団法人、一般社団法人（非営利型法人

（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利

型法人をいう。以下この条において同じ。）に

該当するものに限る。）若しくは一般財団法人

（非営利型法人に該当するものに限る。）、社会

福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、

健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若し

くは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共

済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生 
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改正後 改正前 

 安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合

連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国

家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、

歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技

師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を

設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団

法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若

しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館

法（昭和26年法律第285号）第２条第１項の博

物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは

公益財団法人で学術の研究を目的とするもの

（以下この条において「学校法人等」とい

う。）の所有に属しないものである場合におい

ては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法

人等に無料で使用させていることを証明する書

面を添付して、村長に提出しなければならな

い。 

 (１)～(６) （略） 

 

 （固定資産税の非課税の規定の適用を受けなく

なった固定資産の所有者がすべき申告） 

第59条 法第348条第２項第３号、第９号から第

10号の10まで、第11号の３から第11号の５ま

で、第12号又は第16号の固定資産として同項本

文の規定の適用を受けていた固定資産につい

て、当該各号に掲げる用途に供しないことと

なった場合又は有料で使用させることとなった

場合においては、当該固定資産の所有者は、そ

の旨を直ちに村長に申告しなければならない。 

 

   附 則 

 （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める

割合） 

第６条の２ （略） 

２・３ （略） 

４ 法附則第15条第２項第７号に規定する条例で 

 士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学

療法士若しくは作業療法士の養成所を設置する

もの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図

書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公

益財団法人若しくは宗教法人で博物館法（昭和

26年法律第285号）第２条第１項の博物館を設

置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団

法人で学術の研究を目的とするもの（以下この

条において「学校法人等」という。）の所有に

属しないものである場合においては当該土地、

家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使

用させていることを証明する書面を添付して、

村長に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 (１)～(６) （略） 

 

 （固定資産税の非課税の規定の適用を受けなく

なった固定資産の所有者がすべき申告） 

第59条 法第348条第２項第３号、第９号から第

10号の10まで、第11号の３から第11号の５まで

又は第12号の固定資産として同項本文の規定の

適用を受けていた固定資産について、当該各号

に掲げる用途に供しないこととなった場合又は

有料で使用させることとなった場合において

は、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに

村長に申告しなければならない。 

 

   附 則 

 （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める

割合） 

第６条の２ （略） 

２・３ （略） 

４ 法附則第15条第２項第６号に規定する条例で 
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改正後 改正前 

 定める割合は４分の３とする。 

５ 法附則第15条第29項に規定する条例で定める

割合は２分の１とする。 

６ （略） 

７ （略） 

８ 法附則第15条第33項第１号イに規定する設備

について同号に規定する条例で定める割合は３

分の２とする。 

９ 法附則第15条第33項第１号ロに規定する設備

について同号に規定する条例で定める割合は３

分の２とする。 

10 法附則第15条第33項第２号イに規定する設備

について同号に規定する条例で定める割合は３

分の２とする。 

11 法附則第15条第33項第２号ロに規定する設備

について同号に規定する条例で定める割合は３

分の２とする。 

12 法附則第15条第33項第２号ハに規定する設備

について同号に規定する条例で定める割合は３

分の２とする。 

13 （略） 

14 （略） 

 

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第６条の３ （略） 

２～７ （略） 

８ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修住

宅又は同条第10項の熱損失防止改修専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする

者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工

事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第７条第９

項各号に掲げる書類を添付して村長に提出しな

ければならない。 

 (１)～(４) （略） 

 定める割合は４分の３とする。 

 

 

５ （略） 

６ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ （略） 

８ （略） 

 

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第６条の３ （略） 

２～７ （略） 

８ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修住

宅又は同条第10項の熱損失防止改修専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする

者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工

事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第７条第９

項各号に掲げる書類を添付して村長に提出しな

ければならない。 

 (１)～(４) （略） 
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改正後 改正前 

 (５) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令

附則第12条第36項に規定する補助金等 

 (６) （略） 

９ （略） 

 (５) 熱損失防止改修工事に要した費用 

 

 (６) （略） 

９ （略） 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、改正後の中城村税条例（以下「新条例」という。）の規定は、

平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、

なお従前の例による。 

２ 新条例附則第６条の２第５項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得され、又は改良される

地方税法等の一部を改正する等の法律（平成28年法律第13号）第１条の規定による改正後の地方税

法（昭和25年法律第226号。以下「新法」という。）附則第15条第29項に規定する償却資産に対して

課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

３ 新条例附則第６条の２第８項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得される新法附則第15条

第33項第１号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用

する。 

４ 新条例附則第６条の２第９項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得される新法附則第15条

第33項第１号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用

する。 

５ 新条例附則第６条の２第10項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得される新法附則第15条

第33項第２号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用

する。 

６ 新条例附則第６条の２第11項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得される新法附則第15条

第33項第２号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用

する。 

７ 新条例附則第６条の２第12項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得される新法附則第15条

第33項第２号ハに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用

する。 

８ 新条例附則第６条の３第８項第５号の規定は、平成28年４月１日以後に改修される新法附則第15条

の９第９項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第10項に規定する区分所有に係る家屋に対して

課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 
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 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 この件に関しまして、担

当課長より補足説明があるとのことでございま

すので、休憩して説明をいたします。 

 休憩します。 

休 憩（１４時４３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時５１分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「質疑なし」と認め質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す承認第３号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第３号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認め、こ

れで討論を終わります。 

 これから承認第３号 専決処分の承認を求め

ることについて（中城村税条例の一部を改正す

る条例）を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり承認する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第３号 専決処分の承認を求

めることについて（中城村税条例の一部を改正

する条例）は原案のとおり承認されました。 

 日程第５ 承認第４号 専決処分の承認を求

めることについて（中城村国民健康保険税条例

の一部を改正する条例）を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 承認第４号 専決処分の承

認を求めることについて御提案申し上げます。 

 

 

承認第４号 

 

    専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定によって別紙のとおり専決処分した

ので同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

 

 平成28年５月27日 

中城村長   浜 田 京 介 

 

提 案 理 由 

 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、中城村国民健康保険税条例の一部を改正し、平成

28年４月１日から適用する必要が生じたため、専決処分しましたので報告します。 
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中城村告示第27号 

 

専 決 処 分 書 

 

 中城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法（昭和22年法律第67号）第179

条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分する。 

 

平成28年３月31日 

中城村長  浜 田 京 介 

 

   中城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 中城村国民健康保険税条例（昭和47年中城村条例第71号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （課税額） 

第２条 （略） 

２ 前項の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健

康保険の被保険者につき算定した所得割額及び

資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平

等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

540,000円を超える場合においては、基礎課税

額は540,000円とする。 

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯

主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世

帯に属する被保険者につき算定した所得割額及

び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別

平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が190,000円を超える場合においては、後期高

齢者支援金等課税額は、190,000円とする。 

 （保険税の減額） 

第17条 次の各号に掲げる保険税の納税義務者に

対して課する保険税の額は、第２条第２項本文

の基礎課税額からイ及びロに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が540,000円を

超える場合には540,000円）同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からハ及びニに掲げ 

 （課税額） 

第２条 （略） 

２ 前項の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健

康保険の被保険者につき算定した所得割額及び

資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平

等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

520,000円を超える場合においては、基礎課税

額は520,000円とする。 

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯

主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世

帯に属する被保険者につき算定した所得割額及

び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別

平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が170,000円を超える場合においては、後期高

齢者支援金等課税額は、170,000円とする。 

 （保険税の減額） 

第17条 次の各号に掲げる保険税の納税義務者に

対して課する保険税の額は、第２条第２項本文

の基礎課税額からイ及びロに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が520,000円を

超える場合には520,000円）同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からハ及びニに掲げ 

 



― 13 ― 

改正後 改正前 

 る額を減額して得た額（当該減額して得た額が

190,000円を超える場合は190,000円）並びに同

条第４項本文の介護納付金課税額からホ及びヘ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が160,000円を超える場合には160,000円）

の合算額とする。 

 (１) （略） 

 (２) 法第703条の５に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、330,000円に被

保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

265,000円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当するものを除

く。） 

イ～ヘ （略） 

 (３) 法第703条の５に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、330,000円に被

保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

480,000円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前２号に該当する者を除

く。） 

 る額を減額して得た額（当該減額して得た額が

170,000円を超える場合は170,000円）並びに同

条第４項本文の介護納付金課税額からホ及びヘ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が160,000円を超える場合には160,000円）

の合算額とする。 

 (１) （略） 

 (２) 法第703条の５に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、330,000円に被

保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

260,000円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当するものを除

く。） 

イ～ヘ （略） 

 (３) 法第703条の５に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、330,000円に被

保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

470,000円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前２号に該当する者を除

く。） 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の中城村国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民

健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 御参照いただきますようお願いいたします。

以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 これから質疑を行います。 

 休憩します。 

休 憩（１４時５４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時５８分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「質疑なし」と認め質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す承認第４号は、会議規則第39条第３項の規定
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によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第４号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認め、こ

れで討論を終わります。 

 これから承認第４号 専決処分の承認を求め

ることについて（中城村国民健康保険税条例の

一部を改正する条例）を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり承認する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第４号 専決処分の承認を求

めることについて（中城村国民健康保険税条例

の一部を改正する条例）は原案のとおり承認さ

れました。 

 日程第６ 承認第５号 専決処分の承認を求

めることについて（中城村固定資産評価審査委

員会条例の一部を改正する条例）を議題としま

す。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 承認第５号 専決処分の承

認を求めることについて御提案申し上げます。 

 

 

承認第５号 

 

    専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分した

ので、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

 

 平成28年５月27日 

中城村長   浜 田 京 介 

 

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、

同年４月１日から施行されました。それに伴い中城村固定資産評価審査委員会条例の一部を改

正する必要が生じたため専決処分しましたので報告します。 

 

中城村告示第27-2号 

 

専 決 処 分 書 

 

 中城村固定資産評価審査委員会条例（昭和47年中城村条例第53号）の一部を改正する条例を地 
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方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定に基づき別紙のとおり専決処分する。 

 

平成28年３月31日 

中城村長  浜 田 京 介 

 

中城村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

 

第１条による改正 中城村固定資産評価審査委員会条例（昭和47年中城村条例第53号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （議事についての調書） 

第10条 書記は、第７条から第９条までに規定す

るものの外、委員会の議事について調書を作成

しなければならない。 

２ 略 

 （議事についての調書） 

第10条 書記は、前３条       に規定す

るものの外、委員会の議事について調書を作成

しなければならない。 

２ 略 

 

第２条による改正 中城村固定資産評価審査委員会条例（平成28年中城村条例第13号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

   附 則 

１ 略 

 （適用区分） 

２ 改正後の固定資産評価審査委員会条例第４条

第２項、第３項及び第６項、第６条第２項、第

３項及び第５項、第10条、第11条並びに第13条

第１項の規定は、平成28年４月１日以後に地方

税法（昭和25年法律第226号）第411条第２項の

規定による公示若しくは同法第419条第３項の

規定による公示（同法第420条の更正に基づく

納税通知書の交付がされた場合には当該納税通

知書の交付）又は同法第417条第１項後段の規

定による通知（以下この項において「公示等」

という。）がされる場合について適用し、同日

前に公示等がされた場合           

                      

   附 則 

１ 略 

 （適用区分） 

２ 改正後の固定資産評価審査委員会条例第４条

第２項、第３項及び第６項、第６条第２項、第

３項及び第５項、第10条、第11条並びに第13条

第１項の規定は、平成28年度以後の年度分の固

定資産税に係る固定資産について固定資産課税

台帳に登録された価格に係る審査の申出    

                      

                      

                      

                      

           について適用し、平成

27年度までの固定資産税に係る固定資産につい

て固定資産課税台帳に登録された価格に係る審 
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改正後 改正前 

                      

               については、

なお従前の例による。 

査の申出（申出期間の初日が平成28年４月１日

以後である審査の申出を除く。）については、

なお従前の例による。 

 

   附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 これから質疑を行います。 

 休憩します。 

休 憩（１５時０１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１５時０４分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「質疑なし」と認め質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す承認第５号、会議規則第39条第３項の規定に

よって委員会付託を省略したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第５号は委員会付託を省略し

ます。 

 次に討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認め、こ

れで討論を終わります。 

 これから承認第５号 専決処分の承認を求め

ることについて（中城村固定資産評価審査委員

会条例の一部を改正する条例）を採決いたしま

す。 

 お諮りします。本案は原案のとおり承認する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第５号 専決処分の承認を求

めることについて（中城村固定資産評価審査委

員会条例の一部を改正する条例）は原案のとお

り承認されました。 

 休憩します。 

休 憩（１５時０６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１５時５２分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 本日の会議時間は議案審議の時間に要したた

め、午後４時30分まで延長いたします。 

 それでは日程第７ 意見書第５号 元米軍海

兵隊兵士によるうるま市でおきた女性殺害事件

に対する厳正な対応と真相究明、在沖米軍の撤

退を求める意見書及び日程第８ 決議第４号 

元米軍海兵隊兵士によるうるま市でおきた女性

殺害事件に対する厳正な対応と真相究明、在沖

米軍の撤退を求める決議を一括議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。安

里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 皆様こんにちは。

意見書第５号と決議第４号を読み上げて、提案

したいと思います。 
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意見書第５号 

平成28年５月27日 

 

中城村議会 

議 長  與那覇 朝 輝 殿 

 

提出者 

中城村議会議員  安 里 ヨシ子 

賛成者 

中城村議会議員  新 垣 德 正 

中城村議会議員  新 垣 博 正 

 

元米海兵隊兵士によるうるま市でおきた女性殺害事件に対する 

厳正な対応と真相究明、在沖米軍の撤退を求める意見書 

 

 上記の議案を、別紙のとおり、会議規則第14条第２項の規定により提出します。 

 

提案理由 

 平成28年４月28日から行方不明となっていた、うるま市在住の女性が遺体で発見され、元海兵

隊員の米関係者が去る５月19日に死体遺棄容疑で逮捕されるという凶悪事件が発生し、県民に恐

怖と衝撃を与えた。 

 元海兵隊員の米軍関係者によるこのような蛮行は、人として許すことのできない万死に値する

ものであり、県民の生命をないがしろにしたものとして、断じて許せるものではない。遺族の悔

しさや悲しみは計り知れず、県民から激しい怒りの声が噴出している。 

 本村議会は、村民、県民の人権、生命を守る立場から、元海兵隊員の米軍関係者による許しが

たい事件に関し、激しい怒りをこめて厳重に抗議する。 

 よって、本案を提出する。 

 

元米海兵隊兵士によるうるま市でおきた女性殺害事件に対する 

厳正な対応と真相究明、在沖米軍の撤退を求める意見書（案） 

 

 2016年４月末から行方不明になっていた女性が遺体で発見され、５月19日元海兵隊員で軍属の

男性が容疑者として逮捕された。この痛ましい現実に、県民は過去の様々な米軍犯罪が一つ一つ

よみがえり、度重なる米軍重大事件に対し大きな怒りがわきあがる。 

 今回の被害者の女性がどれほどの恐怖と苦しみの中でその尊い命が奪われ無残にも捨て去られ

た事を思う時、我々県民の胸は締め付けられ、荒ぶるような心を鎮めることはできません。 
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 今年３月中旬、那覇市内のホテルで女性が米兵による性暴力の被害に遭ったときに、在沖米軍

のローレンス・ニコルソン四軍調整官は、「沖縄にいる米軍人、家族、軍属の合計５万人を代表

する」と発言して、翁長知事に謝罪を行っており、あれから２か月しか経っていないにも関わら

ず、綱紀粛正・再発防止の約束は、また反故にされ、その責任も果たされないまま今回の事件が

起こっています。 

 基地軍隊がこの沖縄に存在し続ける限り、このような事件事故は終わることがなく、沖縄の全

基地閉鎖撤去以外にその解決の道はないものと確信する。 

 

 よって本村議会は、今回の女性殺害事件に関し大きな憤りをもって抗議し、沖縄県の全基地閉

鎖・撤去を求める。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

平成28年５月27日 

沖縄県中城村議会 

 

（宛先） 

 衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣 

 外務大臣   防衛大臣    沖縄及び北方対策担当大臣 

 沖縄防衛局長 

 

 

決議第４号 

平成28年５月27日 

 

中城村議会 

議 長  與那覇 朝 輝 殿 

 

提出者 

中城村議会議員  安 里 ヨシ子 

賛成者 

中城村議会議員  新 垣 德 正 

中城村議会議員  新 垣 博 正 
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元米海兵隊兵士によるうるま市でおきた女性殺害事件に対する 

厳正な対応と真相究明、在沖米軍の撤退を求める決議 

 

 上記の議案を別紙のとおり、中城村議会会議規則第14条第２項の規定により提出します。 

 

提案理由 

 平成28年４月28日から行方不明となっていた、うるま市在住の女性が遺体で発見され、元海兵

隊員の米関係者が去る５月19日に死体遺棄容疑で逮捕されるという凶悪事件が発生し、県民に恐

怖と衝撃を与えた。 

 元海兵隊員の米軍関係者によるこのような蛮行は、人として許すことのできない万死に値する

ものであり、県民の生命をないがしろにしたものとして、断じて許せるものではない。遺族の悔

しさや悲しみは計り知れず、県民から激しい怒りの声が噴出している。 

 本村議会は、村民、県民の人権、生命を守る立場から、元海兵隊員の米軍関係者による許しが

たい事件に関し、激しい怒りをこめて厳重に抗議する。 

 よって、本案を提出する。 

 

元米海兵隊兵士によるうるま市でおきた女性殺害事件に対する 

厳正な対応と真相究明、在沖米軍の撤退を求める決議（案） 

 

 2016年４月末から行方不明になっていた女性が遺体で発見され、５月19日元海兵隊員で軍属の

男性が容疑者として逮捕された。この痛ましい現実に、県民は過去の様々な米軍犯罪が一つ一つ

よみがえり、度重なる米軍重大事件に対し大きな怒りがわきあがる。 

 今回の被害者の女性がどれほどの恐怖と苦しみの中でその尊い命が奪われ無残にも捨て去られ

た事を思う時、我々県民の胸は締め付けられ、荒ぶるような心を鎮めることはできません。 

 今年３月中旬、那覇市内のホテルで女性が米兵による性暴力の被害に遭ったときに、在沖米軍

のローレンス・ニコルソン四軍調整官は、「沖縄にいる米軍人、家族、軍属の合計５万人を代表

する」と発言して、翁長知事に謝罪を行っており、あれから２か月しか経っていないにも関わら

ず、綱紀粛正・再発防止の約束は、また反故にされ、その責任も果たされないまま今回の事件が

起こっています。 

 基地軍隊がこの沖縄に存在し続ける限り、このような事件事故は終わることがなく、沖縄の全

基地閉鎖撤去以外にその解決の道はないものと確信する。 

 

 よって本村議会は、今回の女性殺害事件に関し大きな憤りをもって抗議し、沖縄県の全基地閉

鎖・撤去を求める。 
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平成28年５月27日 

沖縄県中城村議会 

 

（宛先） 

 米国大統領  米国国防長官  米国国務長官 

 駐日米国大使 在日米軍司令官 在日米軍沖縄地域調整官 在沖米国総領事 

 

 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 これから意見書第５号及び決議第４号におけ

る質疑を行います。質疑ありますか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「質疑なし」と認め質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す意見書第５号及び決議第４号は、会議規則第

39条第３項の規定によって委員会付託を省略し

たいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、意見書第５号及び決議第４号は委

員会付託を省略します。 

 これから意見書第５号における討論を行いま

す。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 意見書第５号に対して、

賛成の立場で討論したいと思います。 

 元米海兵隊で軍属の男が未来ある二十歳の尊

い命を奪った凶悪事件は沖縄県民に恐怖と衝撃

を与えました。かけがえのない一人娘を亡くし

た遺族の深い悲しみと怒りははかり知れません。

沖縄県民はこれまで幾度となく基地があるがゆ

えの事件・事故に抗議し、米軍に対し、再発防

止の徹底と綱紀粛正を強く求めてきました。そ

れでもなお米軍人や軍属等による事件・事故は

一向に後を絶たない。安心・安全なはずの日常

が沖縄では命までも奪われる。県民・村民の生

命、財産、人権、安心・安全な日常の暮らしを

考えると、もはや米軍基地の閉鎖、撤去しかな

いと言わざるを得ません。以上、賛成討論でし

た。 

○議長 與那覇朝輝 ほかに討論ありますか。 

 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 12番 新垣博正です。

意見書第５号に対し、賛成の立場で討論を行い

ます。 

 残虐卑劣な事件で亡くなられた島袋さんに心

から哀悼の意を表し、お悔やみを申し上げます。

御遺族の怒り、くやしさ、深い悲しみは私の思

いを察する以上、はるかに超えているものだと

思います。本意見書、決議はそれらを反映する

ものに目的があるものだと確信をしております。

事件の根本原因である広大な米軍基地の存在に

明確な姿勢を示さなければ県民が納得しないこ

とは明らかですし、また当然のことです。その

ことをあいまいにすることは許されません。沖

縄に米軍基地を押し続けてきた日米両政府の責

任は大きい。しかし、一昨日の首脳会談は県民

の怒り、御遺族の思いとはかけ離れた内容でし

た。地位協定の改定や米軍基地の大幅縮小は話

題にさえなっておりません。翁長知事がオバマ

大統領への面談を要請したことに対しても、菅

官房長官は一般論として安全保障や外交に関す

る問題は中央政府間で協議されるものだとして、

要請を受け入れませんでした。日本政府はこれ

までも沖縄の米軍基地問題に真摯に向き合い、
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解決する努力を怠ってきました。今回もその姿

勢を変えようとしません。よって、本意見書、

決議には賛成の立場で討論をいたします。 

○議長 與那覇朝輝 ほかに討論ありますか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認め、こ

れで討論を終わります。 

 これから意見書第５号 元米軍海兵隊兵士に

よるうるま市でおきた女性殺害事件に対する厳

正な対応と真相究明、在沖米軍の撤退を求める

意見書を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、意見書第５号 元米軍海兵隊兵士

によるうるま市でおきた女性殺害事件に対する

厳正な対応と真相究明、在沖米軍の撤退を求め

る意見書は原案のとおり可決されました。 

 次に、決議第４号における討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認め、こ

れで討論を終わります。 

 これから決議第４号 元米軍海兵隊兵士によ

るうるま市でおきた女性殺害事件に対する厳正

な対応と真相究明、在沖米軍の撤退を求める決

議を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、決議第４号 元米軍海兵隊兵士に

よるうるま市でおきた女性殺害事件に対する厳

正な対応と真相究明、在沖米軍の撤退を求める

決議は原案のとおり可決されました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本臨時会はこれで閉会します。御苦労さまで

した。 

  閉 会（１６時０７分） 
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○議長 與那覇朝輝 おはようございます。た

だいまより平成28年第３回中城村議会定例会を

開会いたします。 

 休憩します。 

休 憩（１０時００分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時１７分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 それでは、これから本日の会議を開きます。 

  （１０時１７分） 

 日程第１ 議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条第２項及び第３項の

規定により、お手元に配付しました議席表のと

おり指定いたします。 

 日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会会の会議録署名議員は、会議規則第

120条の規定により、１番 石原昌雄議員及び

２番 比嘉麻乃議員を指名いたします。 

 日程第３ 会期の決定の件を議題といたしま

す。 

 お諮りします。本定例会の会期は本日６月10

日から６月17日までの８日間にしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、今議会の会期は本日６月10日より

６月17日までの８日間に決定いたしました。 

 日程第４ 諸般の報告を行います。 

 お手元に資料が配られていると思います。読

み上げて報告したいと思います。 

諸般の報告について 

 平成28年３月７日より、平成28年６月９日ま

での諸般の報告を下記のとおり行います。 

記 

１ 常任委員会の委員の指名について 

 平成28年６月７日、中城村議会委員会条例

第７条第４項の規定により、建設常任委員会

の委員に９番 仲眞功浩議員、文教社会常任

委員会の委員に２番 比嘉麻乃議員を指名し

ました。 

２ 特別委員会の委員の辞任について 

 平成28年６月７日付で、伊佐則勝議員より

議会だより編集特別委員会の委員を辞任した

いとの申し出がありましたので、中城村議会

委員会条例第12条第２項の規定により、同日

これを許可しました。 

３ 常任委員会及び特別委員会の委員長、副委

員長の互選の結果について 

 平成28年６月７日、文教社会常任委員会の

副委員長に大城常良議員、議会だより編集特

別委員会の委員長に石原昌雄議員、副委員長

に新垣貞則議員が互選された旨報告がありま

した。 

４ 例月現金出納検査の報告について 

 村監査委員より、平成28年３月、４月、５

月の例月現金出納検査の結果報告がありまし

た。お手元に結果報告書をお配りしてありま

すので、ご参照下さい。 

５ 一部事務組合議会、介護保険広域連合議会、

後期高齢者医療広域連合議会及び東部清掃

施設組合議会報告について 

 それぞれの議会議員より、各議会における

議事の経過及び結果の報告がありました。お

手元に報告書をお配りしてありますので、ご

参照下さい。 

６ 陳情の処理について 

 期間中に受理した陳情は１件受理し、６月

７日の議会運営委員会で協議した結果、資料

配布にとどめることとします。 

７ 沖縄県町村議会議長会関係について 

○４月28日（木）定例理事会及び平成28年度

沖縄振興拡大会議が自治会館で開催され、

議長が出席しております。 

 本件については、別紙をつけてありますので、

特に県のほうからは子供の貧困対策についてと

いうテーマが設けられまして、各市町村長の皆
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さんより意見聴取等を行われました。それは、

翌日の新聞等で報道されているとおりでありま

した。 

○５月12日（木）常任委員長・副委員長実務

研修会が自治会館で開催されております。 

○５月30日（月）～31日（火）第41回町村議

会議長・副議長研修会が東京都で開催され、

議長、副議長が参加しております。 

 詳細については別紙をご参照下さい。 

８ 中部地区町村議会議長会関係について 

○４月22日（金）定例総会が北谷町で開催さ

れ、議長、事務局長が出席しております。 

○５月18日（火）～19日（金）県外行政視察

が富山県立山町・魚津市で開催され、議長、

事務局長が参加しております。 

 詳細は別紙につけてありますけれども、特に

立山町における立山ブランド認定制度という制

度が設けられているということで、中城ブラン

ドというのをいろいろ施行している我が村とし

ましても、参考になる事例がありました。それ

から魚津市のほうでは、魚津市観光振興条例と

いうのがありまして、これも本村の世界遺産を

絡めた観光振興は大きな課題でありまして、観

光振興条例というのが魚津市においてはつくら

れておりまして、いろいろ観光振興の取り決め

がなされています。これも大いに参考になるも

のだと思っております。 

９ その他 

 その他の日程等については別紙をご参照下

さい。 

 これは議員の皆様も参加した件が多いんです

けれども、この中で３月30日の中部広域市町村

圏事務組合議会というのがあるんですが、これ

は私も議長になって初めてと言いましても、ま

あ２年近くなるんですが、中身がなかなかよく

わからないと言いますか、いろいろ案件がある

割には議員の皆様にも紹介されていないという

こともありまして、この広域圏の件に関しまし

てはいろいろ皆さんと相談しながら、必要な部

分はまた資料提供等をしていきたいと思います。

例えばクルーズ船の寄港等、うるま市と沖縄市

と北中城村でこれに対応して今やっております

けれども、クルーズ船というのは中城湾港に入

る関係から、いろいろ観光関係、あるいは観光

マップをつくるなり、いろいろそういう事業が

ありまして、これは本村も関係があるものだと

いうことで、いろいろ情報を収集して、もし必

要な部分はまた皆さんにもおあげしたいと思い

ます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 日程第５ 行政報告を行います。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは行政報告を行いま

す。まず１枚のやつで読み上げて御報告申し上

げます。 

 行政報告、抜粋して御報告いたします。平成

28年３月から平成28年５月までの行政報告でご

ざいます。 

 まず３月５日と６日には、福智町のほうで兄

弟都市調印式及び福智町誕生10周年記念式典に

参加をさせていただいております。長年にわ

たっての交流に一区切りといいますか、一つの

刻印を残すという意味で、兄弟都市の締結をし

ております。 

 ３月11日には、地震・津波避難訓練で、これ

は屋宜と添石地区でございますが、それを行っ

ております。 

 ３月20日には、同じく防災にかかわるもので

防災フェアーがありまして、奥間の公民館で

行っております。 

 ３月26日、そして４月２日にかけては世界遺

産劇場、世界遺産で初の歌舞伎公演、市川海老

蔵さんの公演を鑑賞させていただいております。

翌週にはＡＫＢの公演がございました。 

 ４月28日には、県民の警察官の表彰式に参加

をしております。 
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 ５月８日は、例年どおりの母の日コンサート。 

 そして５月12日には、東海岸地域サンライズ

推進協議会発足後の総会を西原町のほうで行っ

ております。 

 ５月18日には、沖縄県地区の史跡整備市町村

協議会、これは第40回大会の記念大会でござい

ましたが、嘉手納町中央公民館のほうで行って

おります。 

 そして５月30日には、「ごさまるの日」にち

なみまして、護佐丸歴史資料図書館の記念式典

がございました。 

 続いて、平成28年度主要施策の執行状況調書

（第１・四半期分）を、同じく読み上げて御報

告申し上げます。 

 まず１ページのほうから。総務課でございま

す。13節、中城村公共施設等総合管理計画、平

成28年４月１日、随意契約、966万6,000円、株

式会社諸井会計沖縄営業所。 

 続いて議会事務局でございます。11節、議会

だより印刷製本業務、平成28年４月28日、随意

契約、99万3,600円、沖印社。 

 続いて企画課。11節、平成28年度広報なかぐ

すく印刷製本業務、平成28年４月１日、指名競

争入札、246万8,000円（72.8％）、有限会社サ

ン印刷。13節、世代間交流・人材育成・防災避

難拠点施設新築工事磁気探査委託業務、平成28

年５月30日、指名競争入札、262万4,400円

（91.4％）、合同会社リュウタン。13節、中城

村公会計制度継続支援業務、平成28年４月１日、

随意契約、180万3,600円、株式会社諸井会計沖

縄営業所。14節、基幹系システム使用契約、平

成28年４月１日、随意契約、2,661万768円、株

式会社オーシーシー。15節、世代間交流・人材

育成・防災避難拠点施設新築工事、平成28年５

月 30日、指名競争入札、 6,385万 7,160円

（94％）、株式会社新栄組。 

 続いて企業立地・観光推進課。19節、平成28

年度中城城跡共同管理協議会負担金、平成28年

４月１日、負担金、2,340万8,100円、中城城跡

共同管理協議会。 

 続いて税務課。13節、電算処理業務委託、平

成28年４月１日、随意契約、370万6,279円、株

式会社オーシーシー。 

 続いて農林水産課。13節、平成28年度島ニン

ジン栽培研究事業、平成28年５月２日、随意契

約、862万6,905円（99.9％）、国立大学法人琉

球大学。 

 続いて都市建設課。13節、平成28年度調査業

務（その１）、平成28年４月22日、随意契約、

572万4,000円（89.7％）、株式会社与那嶺測量

設計。15節、南上原地区築造工事（27－４工区）

に伴う残土処分工事。平成28年４月11日、随意

契約、355万8,600円（92.1％）、株式会社全沖

産業。15節、南上原地区築造工事（28－１工

区）、平成28年５月９日、指名競争入札、4,128

万840円（93％）、有限会社津城電気工事。15節、

南上原地区築造工事（28－２工区）、平成28年

５月30日、指名競争入札、3,136万9,680円

（94％）、有限会社美島開発。15節、南上原地

区築造工事（28－３工区）、平成28年５月30日、

指名競争入札、4,436万6,400円（99.9％）、有

限会社友建産業。22節、物件移転補償、平成28

年４月８日他、随意契約、 6,128万 700円

（100％）、南上原地区の６件でございます。 

 上下水道課。13節、平成28年度配水管調査測

量設計委託業務、平成28年５月25日、指名競争

入札、761万4,000円（97.8％）、有限会社、イ

ンプラン。13節、中城村公共下水道現場技術委

託業務、平成28年５月18日、指名競争入札、

1,166万4,000円（97.2％）、株式会社双葉測量

設計。15節、南上原地区公共下水道工事（28－

１）、平成28年５月18日、指名競争入札、3,840

万8,040円（93.6％）、有限会社渡久地建設。 

 続いて教育総務課。13節、「中城の歴史と文

化を学ぶプロジェクト」中城ごさまる科カリ

キュラム及び指導書等作成に関する業務委託、
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平成28年５月20日、随意契約、122万5,200円

（100％）、合資会社沖縄時事出版。 

 生涯学習課。13節、中学生・高校生海外短期

留学派遣事業委託業務、平成28年４月１日、随

意契約、88万5,600円、株式会社ドットソ

リューションズ。13節、歴史文化資料管理シス

テム保守管理委託、平成28年４月１日、随意契

約、185万9,760円、株式会社沖縄富士通システ

ムエンジニアリング。13節、中城村吉の浦公園

ごさまる陸上競技場芝生維持管理業務、平成28

年４月８日、随意契約、702万円、東洋グリー

ン株式会社沖縄営業所。 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 続いて教育行政報告を行

います。 

 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 おはようございます。平

成28年３月から平成28年５月までの教育行政報

告をいたします。 

 ３月５日、福岡県福智町との兄弟都市調印式

に参加しました。 

 ３月６日、福智町誕生10周年記念式典に参加。

これは旧赤池町、旧金田町、旧方城町が平成18

年に合併いたしまして、平成28年度に10周年を

迎えたということです。 

 ３月11日、３・11中城村地震・津波避難訓練

に参加。屋宜地区、添石地区で行われ、参加者

全員が想定時間の25分以内には避難できました。 

 ３月12日、中城中学校卒業式。慎重な面持ち

で学校長から卒業証書を受け取っておりました。 

 ３月18日、第３回定例教育委員会議、教育委

員会人事。学校医、歯科医、薬剤師、社会教育

指導員の委嘱等の話し合いを行っております。 

 ３月23日、津覇小学校卒業式に参加。全児童

が中学校生活での決意表明がありました。 

 ４月１日、教育委員・村職員の辞令交付式に

参加。臨時教育委員会で仲松教育委員長、仲村

委員長職務代理者を選任しております。 

 ４月４日、教職員辞令交付式・臨時嘱託職員

辞令交付式を行っております。 

 ４月６日、春の全国交通安全運動出発式に参

加しまして、津覇小学校１年生の新垣さんが交

通安全宣言を行っております。 

 ４月８日、中城中学校入学式。５クラスで

144名の生徒が入学しております。 

 ４月11日、中城小、津覇小、中城南小で入学

式がありまして、中城小学校に36名、津覇小に

41名、中城南小に102名入学しております。 

 ４月22日、第５回定例教育委員会会議、中城

村教育委員会人事の報告及び市町村教育委員会

連合定期総会等についての報告を行っておりま

す。 

 ５月７日、海外短期留学派遣選考試験で、最

終的には中学生２名、高校生４名の計６名を派

遣決定しております。 

 ５月11日から13日まで、全国町村教育長会に

参加いたしまして、主なる内容は新教育委員会

制度の改正と、小中一貫教育の導入についての

お話がありました。 

 ５月24日、第６回定例教育委員会、私立幼稚

園就園奨励費補助金交付規則の一部を改正する

規則についてと、護佐丸歴史資料図書館の設置

及び管理に関する条例についての話し合いを

行っております。 

 ５月30日、護佐丸歴史資料図書館開館記念式

典が行われました。島尻大臣を初め、来賓多数

の参加で式典及び祝賀会が行われております。 

 以上です。 

○議長 與那覇朝輝 以上で行政報告を終わり

ます。 

 休憩します。 

休 憩（１０時４０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時４８分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 日程第６ 議案第29号 中城村公共交通モデ
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ル事業バス運行条例を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第29号 中城村公共交

通モデル事業バス運行条例について御提案申し

上げます。 

 

議案第29号 

 

   中城村公共交通モデル事業バス運行条例について 

 

 中城村公共交通モデル事業バス運行条例を制定したいので、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第１項の規定により議会の議決を求める。 

 

  平成28年６月10日提出 

中城村長  浜 田 京 介 

 

提 案 理 由 

 中城村が運行する中城村公共交通モデル事業バスの運用に伴い、条例を制定する必要がある。 

 

中城村公共交通モデル事業バス運行条例（案） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、中城村公共交通モデル事業バス（以下、「バス」という。）を運行すること

により、中城村における幼児、児童及び生徒の登下校支援、観光振興及び交通弱者対策を目的

とする。 

 

（運行） 

第２条 登下校支援に関する運行は有償バス（以下、「有償バス」という。）とし、道路運送法

（昭和26年法律第183号）第78条第３項の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けた地域又

は期間を限定して登下校用に供する場合の運行とする。 

２ 観光振興及び交通弱者対策に関する運行は無償とし、次に掲げる事業を行う場合運行する。 

（１） 村が主催する事業 

（２） その他村長が必要と認める事業 

 

（運行業務の委託） 

第３条 村長は、必要に応じ有償バスに関する業務を一般旅客自動車運送事業者又は自家用自動

車運行管理業者に委託することができる。 
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（使用料） 

第４条 有償バスを利用する者（以下、「利用者」という。）は、別表第１に定める額を、別表第

２で定める回数乗車券の発行と引き換えに納付しなければならない。 

 

（使用料等の払い戻し） 

第５条 前条で定める既納の乗車券料金は、払い戻さない。ただし、村長が特に必要があると認

めたときは、その全部又は一部を払い戻すことができる。 

 

（利用者の責務） 

第６条 利用者は、乗務員が運送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従

わなければならない。 

 

（利用の制限） 

第７条 次の各号に該当する場合は、利用者に対し乗車を拒み、又は下車させることができる。 

（１） 乗車定員を超え、又は運行上危険性があるとき。 

（２） 前条の指示に従わないとき。 

 

（損害賠償） 

第８条 利用者等は、故意又は過失により、バス又はその附帯設備を破損したときは、これを原

状に回復し、又は村長が定める損害額を賠償しなければならない。 

 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、バスの運行に関し必要な事項は、別に規則で定める。 

 

附 則 

 この条例は、平成28年８月１日から施行する。 

 

別表第１（第４条関係） 

有償バス使用料 

区分 使用料 

幼稚園児 １人１乗車につき  50円 

小学生 １人１乗車につき  50円 

中学生 １人１乗車につき 100円 
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別表第２（第４条関係） 

回数乗車券料金 

区分（回数券） 種 別 金 額 

幼稚園児  50円券（5枚綴り）  250円 

  50円券（50枚綴り） 2,500円 

小学生  50円券（5枚綴り）  250円 

  50円券（50枚綴り） 2,500円 

中学生 100円券（5枚綴り）  500円 

 100円券（50枚綴り） 5,000円 

  

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１０時５３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時５３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 日程第７ 議案第30号 平成28年度中城村一

般会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第30号 平成28年度中

城村一般会計補正予算（第１号）について御提

案申し上げます。 

 

 

議案第30号 

 

平成28年度中城村一般会計補正予算（第１号） 

 

 平成28年度中城村一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ73,157千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ6,694,599千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

   平成28年６月10日提出 

中城村長  浜 田 京 介 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

14 国庫支出金   1,004,732 9,560 1,014,292 

  ２ 国庫補助金 213,161 9,560 222,721 

15 県支出金   1,141,788 55,660 1,197,448 

  ２ 県補助金 711,252 55,660 766,912 

18 繰入金   138,348 3,421 141,769 

  ２ 基金繰入金 138,347 3,421 141,768 

20 諸収入   84,560 4,516 89,076 

  ４ 雑入 80,230 4,516 84,746 

歳 入 合 計  6,621,442 73,157 6,694,599 

 

（歳 出） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

２ 総務費   929,816 △2,106 927,710 

  １ 総務管理費 760,209 △2,106 758,103 

３ 民生費   2,602,728 3,465 2,606,193 

  １ 社会福祉費 1,113,383 4,822 1,118,205 

  ２ 児童福祉費 1,489,345 △1,357 1,487,988 

６ 農林水産業費   114,258 35,628 149,886 

  １ 農業費 102,488 35,628 138,116 

７ 商工費   108,483 15,104 123,587 

  １ 商工費 108,483 15,104 123,587 

10 教育費   690,834 21,066 711,900 

  ２ 小学校費 156,324 23,140 179,464 

  ５ 社会教育費 187,432 △2,074 185,358 

歳 出 合 計  6,621,442 73,157 6,694,599 

 

 

 ページを開いていただきまして、歳入歳出を

読み上げて御提案申し上げます。 

 第１表歳入歳出予算補正。歳入のほうの14款

国庫支出金、２項国庫補助金、補正前の額２億

1,316万1,000円、補正額956万円、合計で２億

2,272万1,000円。 

 15款県支出金、２項県補助金、補正前の額７

億1,125万2,000円、補正額5,566万円、合計で

７億6,691万2,000円。 

 18款繰入金、２項基金繰入金、補正前の額１
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億3,834万7,000円、補正額342万1,000円、合計

で１億4,176万8,000円。 

 20款諸収入、４項雑入、補正前の額8,023万

円、補正額451万6,000円、合計で8,474万6,000

円。 

 歳入合計、補正前の額66億2,144万2,000円、

補正額7,315万7,000円、合計で66億9,459万

9,000円。 

 続いて歳出でございます。歳出、２款総務費、

１項総務管理費、補正前の額７億6,020万9,000

円、補正額210万6,000円の減額補正、合計で7

億5,810万3,000円。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、補正前の額11

億1,338万3,000円、補正額482万2,000円、合計

で11億1,820万5,000円。２項児童福祉費、補正

前の額14億8,934万5,000円、補正額135万7,000

円の減額補正、合計で14億8,798万8,000円。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、補正前の額

１億248万8,000円、補正額3,562万8,000円、合

計で１億3,811万6,000円。 

 ７款商工費、１項商工費、補正前の額１億

848万3,000円、補正額1,510万4,000円、合計で

１億2,358万7,000円。 

 10款教育費、２項小学校費、補正前の額１億

5,632万4,000円、補正額2,314万円、合計で１

億7,946万4,000円。５項社会教育費、補正前の

額１億8,743万2,000円、補正額207万4,000円の

減額補正、合計で１億8,535万8,000円。 

 歳出合計、補正前の額66億2,144万2,000円、

補正額7,315万7,000円、合計で66億9,459万

9,000円でございます。 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第８ 議案第31号 世代間交流・人材育

成・防災避難拠点施設新築工事請負契約を議題

とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第31号 世代間交流・

人材育成・防災避難拠点施設新築工事請負契約

について御提案申し上げます。 

 

議案第31号 

 

世代間交流・人材育成・防災避難拠点施設新築工事請負契約について 

 

 世代間交流・人材育成・防災避難拠点施設新築工事について、次のように工事請負契約を締結

したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

記 

 

１．契約の目的      ： 世代間交流・人材育成・防災避難拠点施設新築工事 

２．契約金額       ： 金63,857,160円 

  うち取引に係る消費税 

  及び地方消費税の額  ：  金4,730,160円 
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３．契約の相手方     ： 中城村字津覇644番地２ 

               株式会社 新栄組 

               代表取締役 新垣 榮範 

 

平成28年 ６月10日提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 世代間交流・人材育成・防災避難拠点施設新築工事の請負契約を締結したいので、地方自治法

第96条第１項第５号の規定により、この案を提出するものである。 

 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第９ 議案第32号 物品購入等の変更契

約（新しい公共交通モデル（中型バス購入））

を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第32号 物品購入等の

変更契約について御提案申し上げます。 

 

 

議案第32号 

 

   物品購入等の変更契約について 

 

 新しい公共交通モデル事業（中型バス購入）について、下記のとおり物品購入等変更契約を締

結することについて、地方自治法第96条第１項第８号の規定により議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契約の目的     新しい公共交通モデル事業（中型バス購入） 

２ 変更契約金額     金 151,653円 

 うち取引に係る消費税  金 11,233円 

 及び地方消費税の額 

３ 契約の相手方    住 所  沖縄県浦添市牧港５丁目４番７号 

            商 号  いすゞ自動車九州（株）沖縄支社 

            氏 名  支社長 宇江城 安孝 

 

   平成28年６月10日 提出 

中城村長  浜 田 京 介 
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   提 案 理 由 

 新しい公共交通モデル事業（中型バス購入）の物品購入等変更契約の締結については、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を必要

とする。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第10 報告第６号 平成27年度中城村一

般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを

議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 報告第６号 平成27年度中

城村一般会計繰越明許費繰越計算書について御

報告申し上げます。 

 

 

報告第６号 

 

平成27年度中城村一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 

 地方自治法施行令第146条第２項の規定により、下記のとおり報告する。 

 

平成27年度 中城村一般会計繰越明許費繰越計算書 

款 項 事 業 名 金 額 
翌年度 

繰越額 

左 の 財 源 内 訳 

既 収 入 

特定財源 

未収入特定財源 
一般財源 

国県支出金 地方債 その他 

     円 円 円 円 円 円 円 

２ 総務費 １ 総務管理費 

中城村公共施設等

総合管理計画策定

業務委託料 

1,620,000 1,620,000 0 0 0 0 1,620,000 

地域公共交通から

のまちづくり支援

事業 

19,778,000 19,778,000 0 18,606,000 0 0 1,172,000 

ＬＧＷＡＮ系・イ

ンターネット系改

修事業 

6,773,000 6,773,000 0 0 0 0 6,773,000 

自治体情報セキュ

リティ強化対策事

業 

15,062,000 15,062,000 0 6,500,000 8,500,000 0 62,000 

３ 民生費 

１ 社会福祉費 

低所得の高齢者向

けの年金生活者支

援臨時福祉給付金

給付事業 

60,136,000 60,136,000 0 60,136,000 0 0 0 

２ 児童福祉費 

保育所等の利用者

軽減措置システム

改修事業 

840,000 840,000 0 419,000 0 0 421,000 

事業所内保育設置

促進事業 
20,000,000 20,000,000 0 19,000,000 0 0 1,000,000 

６ 農林水産業費 １ 農業費 
農業振興地域整備

計画基礎調査事業 
5,400,000 5,400,000 0 0 0 0 5,400,000 
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款 項 事 業 名 金 額 
翌年度 

繰越額 

左 の 財 源 内 訳 

既 収 入 

特定財源 

未収入特定財源 
一般財源 

国県支出金 地方債 その他 

     円 円 円 円 円 円 円 

６ 農林水産業費 

１ 農業費 
久場地区土砂崩壊

防止事業 
22,432,000 13,460,000 0 12,246,000 0 0 1,214,000 

２ 林業費 
中城村緑化推進施

設整備事業 
6,720,000 6,720,000 0 5,376,000 0 0 1,344,000 

７ 商工費 １ 商工費 
護佐丸観光資源制

作事業 
7,425,000 7,425,000 0 5,940,000 0 0 1,485,000 

８ 土木費 ２ 道路橋梁費 

村道中城城跡線改

良舗装事業 
102,486,000 19,204,000 0 11,278,000 2,100,000 0 5,826,000 

村道久場前浜原線

建設事業 
138,496,000 115,424,000 0 104,574,000 0 0 10,850,000 

村道若南線建設事

業 
34,287,000 34,287,000 0 27,430,000 6,100,000 0 757,000 

10 教育費 １ 教育総務費 
新しい公共交通モ

デル事業 
36,000,000 36,000,000 0 28,800,000 0 0 7,200,000 

合     計 477,455,000 362,129,000 0 300,305,000 16,700,000 0 45,124,000 

  

    平成28年６月10日提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで報告を終わります。 

 日程第11 報告第７号 平成27年度中城村土

地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書

の報告についてを議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 報告第７号 平成27年度中

城村土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越

計算書について御報告申し上げます。 

 

報告第７号 

 

平成27年度中城村土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 

 

 地方自治法施行令第146条第２項の規定により、下記のとおり報告する。 
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平成27年度 中城村土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書 

款 項 事 業 名 金 額 
翌年度 

繰越額 

左 の 財 源 内 訳 

既 収 入 

特定財源 

未収入特定財源 
一般財源 

国 庫 起 債 一般会計繰入金 

     円 円 円 円 円 円 円 

 

１ 

 

土地区画整

理事業費 

 

１ 

 

南上原土地

区画整理事

業費 

 

南上原土地区画整

理事業 

 

163,397,000 

 

113,480,000 

 

113,480,000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

合        計 163,397,000 113,480,000 113,480,000 0 0 0 0 

  

平成28年６月10日提出 

中城村長  浜 田 京 介 

 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで報告を終わります。 

 日程第12 報告第８号 専決処分の報告につ

いて（村道中城城跡線改良舗装工事（７工区）

第２回改定契約）を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 報告第８号 専決処分の報

告についてでございます。 

 

 

報告第８号 

 

専決処分の報告について 

 

 村道中城城跡線改良舗装工事（７工区）の改定契約について、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第180条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

   平成28年６月10日 提出 

中城村長  浜 田 京 介 

 

理由 

 地方自治法180条第１項議会の委任による専決処分の規定により、村道中城城跡線改良舗装

工事（７工区）改定契約について専決処分しました。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで報告を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１１時０８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時１２分） 
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○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会します。御苦労さまでした。 

  散 会（１１時１２分） 
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平成28年第３回中城村議会定例会（第４日目） 

招 集 年 月 日 平成28年６月10日（金） 

招 集 の 場 所 中 城 村 議 会 議 事 堂 

開 会 ・ 散 会 ・ 

閉 会 等 日 時 

開  議 平成28年６月13日  （午前10時00分） 

散  会 平成28年６月13日  （午前11時43分） 

応 招 議 員 

 

 

（ 出 席 議 員 ） 

議 席 番 号 氏   名 議 席 番 号 氏   名 

１ 番 石 原 昌 雄 ９ 番 仲 眞 功 浩 

２ 番 比 嘉 麻 乃 10 番 安 里 ヨシ子 

３ 番 大 城 常 良 11 番 新 垣 德 正 

４ 番 外 間 博 則 12 番 新 垣 博 正 

５ 番 仲 松 正 敏 13 番 仲 座   勇 

６ 番 新 垣 貞 則 14 番 新 垣 善 功 

７ 番 金 城   章 15 番 宮 城 重 夫 

８ 番 伊 佐 則 勝 16 番 與那覇 朝 輝 

欠 席 議 員     

会議録署名議員 １ 番 石 原 昌 雄 ２ 番 比 嘉 麻 乃 

職務のため本会議 
に 出 席 し た 者 議会事務局長 知 名   勉 議 事 係 長 比 嘉   保 

地方自治法第121 

条の規定による 

本 会 議 出 席 者 

村 長 浜 田 京 介 企 画 課 長 與 儀   忍 

副 村 長 比 嘉 正 豊 
企 業 立 地 ・ 
観光推進課長 屋 良 朝 次 

教 育 長 呉 屋 之 雄 都市建設課長 新 垣   正 

総 務 課 長 新 垣 親 裕 
農 林 水 産 課 長 兼 
農業委員会事務局長 津 覇 盛 之 

住民生活課長 仲 村 盛 和 上下水道課長 仲 村 武 宏 

会 計 管 理者 比 嘉 義 人 教育総務課長 名 幸   孝 

税 務 課 長 稲 嶺 盛 昌 生涯学習課長 金 城   勉 

福 祉 課 長 仲 松 範 三 
教 育 総 務 課 
主 幹 安 田   智 

健康保険課長 比 嘉 健 治   
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議 事 日 程 第 ２ 号 

日 程 件 名 

第 １ 

第 ２ 

第 ３ 

第 ４ 

第 ５ 

議案第29号 中城村公共交通モデル事業バス運行条例 

議案第30号 平成28年度中城村一般会計補正予算（第１号） 

議案第31号 世代間交流・人材育成・防災避難拠点施設新築工事請負契約 

議案第32号 物品購入等の変更契約 

同意第３号 監査委員の選任について 
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○議長 與那覇朝輝 皆様、おはようございま

す。これより本日の会議を開きます。 

  （１０時００分） 

 日程第１ 議案第29号 中城村公共交通モデ

ル事業バス運行条例を議題とします。 

 本件については６月10日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 おはようございます。

議案第29号 中城村公共交通モデル事業バス運

行条例について、質疑をしたいと思います。 

 まず条例の中で第２条運行、その中で２のほ

うに観光振興及び交通弱者対策に関する運行は

無償とし、次に掲げる事業を行う場合運行する

となっているんですけれども、その中で（１）、

（２）とありますが、その他村長が認める事業

というのもあるんですが、その中で質疑のほう

に入りたいと思います。これは村内に限定して

の運行になるのかどうか。 

 ２点目が（２）のほうの、これは例えばどう

いう事業を想定しているのかどうか。これは村

長が必要と認める事業ということに対しての質

疑であります。 

 あと③です。質疑のほうが、公共交通モデル

事業として。私はこの公共交通、新しい交通の

モデル事業バス運行について、前々からいろん

な場面場面で使用できないかということも想定

して、この公共交通モデル事業として自治会等

の要請があれば運行はできるのかどうか。その

運行が（２）に該当するのかどうか伺いたいと

思います。 

 ４点目に、別枠のほうで、後ろのほうに中学

生、これは回数乗車券で中学生も５枚つづりと

50枚つづりがあるんですけれども、これは

ちょっと金額的に50枚つづりで5,000円という

のは、月ベースにしたらちょっと厳しいんじゃ

ないかと思っているんですね。これは中をとっ

て25枚つづりもつくれないかどうか。この４点

について伺いたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えい

たします。 

 まず最初に村がする主催する事業ということ

ですけれども、これは村内、観光イベント等な

んですけれども、村内限定ということで、総合

事務局のほうとはそれ以外でしたら指導の方向

に当たるということで、村内限定を予定してお

ります。 

 ２番目に、その他村長が必要と認める事業と

いうことですけれども、この事業が一括交付金

を利用している関係上、最初は通学バスのみで

申請をしていたんですが、通学バスのみでは許

可がおりないと。そこで観光、あと交通弱者の

対策ということで、申請をしております。観光

に関しては先ほど説明したんですけれども、そ

の交通弱者に関しましては、これからいろいろ

と広い分野でそういった弱者が出てくるんじゃ

ないかと。主に福祉関係でそういうことが出て

きた場合は、村長が認める事業に該当するんで

したらそこで活用していきたいと考えておりま

す。 

 あと一つ、各自治会と子ども会が利用できな

いかということですが、これも総合事務局のほ

うと調整しましたら、民間のバス会社等の圧迫

になるということで、これも指導の対象になる

ということで、今、村の主催する事業というこ

とで考えております。 

 あとバス料金でございますけれども、今、50

枚つづりと５枚つづりということがありますの

で、その５枚つづりを、要するに10枚買っても

よろしいです。中には何回も来るよりはすぐ50

枚買っていったほうがいいということで、半分

でもいいという方はもの５枚つづりを10枚買っ

てもらうようにしております。以上であります。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 例えばですね、これは
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村内に限定した運行ということになっているん

ですけれども、これは有償の場合に限って村内

の運行なのか、それとも無償にした場合に福祉

関係が、例えばこれから出てくる可能性が大に

なると思うんですけれども、その場合も本当に

無償でも、例えば村外に出る場合には運行が可

能なのかどうか。それを一つお願いいたします。 

 あと２点目、これは条例の第２条のほうです

ね。第78条の第３項に規定によりということが

あるんですけれども、その中で第78条の２のほ

うにも、市町村の区域内に住民の運送というこ

とで、その他国土交通省令で定める旅客の運送

を行うときとあるんですが、これを広く捉えた

場合に、例えば村内の老人クラブとかそういう

地域団体のほうからも申請があった場合には可

能かどうか。その２点伺います。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 まず１点目の無料

の場合、村外でも利用できるんじゃないかとい

うお話でありますが、その場合、要するにこれ

が民間圧迫になるのかどうかというのが基準で

ありますので、総合事務局と調整して、これが

頻繁にあるようなものなのか、この１回切りに

なるかによっても違ってくるかと思います。で

すから、一概に村外に出るとか、村内じゃない

といけないのかということはそのケースバイ

ケースでまた違ってくる可能性も出てくると思

います。 

 あと一つは何でしたかね、済みません。今の

ところ、老人クラブ、各種団体への貸し出しと

いうのは、これは民間バス会社の圧迫になると

いうことで、総合事務局からはやめてくれとい

うことで回答を得ております。無償の場合は余

計に民間を利用しなさいということで、総合事

務局はそういう指導を行っているということで

す。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 この条例というより、

このバス運行に関しては、当初より新しい公共

交通モデルバス事業という名前もついているも

んですから、ぜひひとつ本村にとってできるだ

け有意義な、しかも広範囲に運行できる手順を

踏まえていただいて、ただ、こうして通行バス

というだけだと、あるいはまた恐らく城址との

関連で、これのお客さんを行き来するバスも想

定しているだろうとは思うんですが、ぜひひと

つ広範囲にいろいろ広げていって、この条例を

見ながら、総合事務局とも提携して、どこまで

できるのかどうか、そこもぜひ判断していただ

いて、ぜひ広範囲に使えるようにやっていただ

きたいと思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 以上で大城常良議員の質

疑を終わります。 

 ほかにありますか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１０時１１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時３１分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第29号 中城村公共交通モデル事業バス

運行条例は、文教社会常任委員会に付託したい

と思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第29号 中城村公共交通モデ

ル事業バス運行条例は文教社会常任委員会に付

託することに決定いたしました。 

 日程第２ 議案第30号 平成28年度中城村一

般会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本件については６月10日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 議案第30号 平成28年
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度中城村一般会計補正予算（第１号）について

質疑をしたいと思います。 

 10ページ、これは説明書のほうです。その中

で６款農林水産業費、３目の19節負担金補助及

び交付金のところなんですけれども、災害に強

い栽培施設の整備事業補助金3,562万8,000円と

いう金額が出ているんですが、この栽培施設が

村内のどこに、場所が決定しているのかどうか。

この栽培施設の概要を教えていただけるかどう

か。 

 あと２点目が11ページ、２目観光費です。そ

のほうの18節備品購入費のほうで430万4,000円

という金額が出てきているんですけれども、そ

れも何を購入する予定で430万4,000円、これが

出てきているのか。この２点、お願いいたしま

す。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 この災害に強い栽培施設の整備事業につきま

しては、場所のほうは３カ所で、まず津覇  

ヌグンジャー原、新垣サーシ原、あとは屋宜前

原のほうに各３農家に施設の支援をいたします。

事業の概要といたしまして、こちらは県の一括

交付金事業でありまして、ＪＡが主体となりま

す。その対象品目のほうがマンゴーということ

になっております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 では、

お答えしたいと思います。 

 商工費の18節備品購入費でございますが、事

業が一括交付金事業を活用させていただいてお

ります。事業名が護佐丸を活用した中城村ＰＲ

活動推進事業としまして430万4,000円を組んで

おります。内容としましては、現在の護佐丸が

５年ほどたちまして、大分傷んでいる状況です。

それを新しくぬいぐるみを購入していきたいと

思います。 

 それとあわせて、移動できるように観光促進

車ですね、これは護佐丸のラッピングまで含め

た車を購入していきたいと考えております。以

上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 まず１番のほうからで

す。今、課長のほうから３カ所、津覇、新垣、

屋宜前原という３カ所の提示だったんですけれ

ども、これは土地は借りてやるのか、それとも

購入は恐らく一括交付金ではできないと思うん

ですが、貸し出しでやっていくのか。これはマ

ンゴーを限定とした施設なのかどうか。恐らく

マンゴーというのは全部ハウスでやると思うん

ですけれども、規模的には大体どれぐらいの規

模になるのか。それもお伺いいたします。 

 あと備品購入のほうです。護佐丸のぬいぐる

み、これは恐らく老朽したから変えるというこ

とと、車の購入ですね。恐らく、車の外面に護

佐丸を貼りつけてやるという案ですけれども、

一括交付金も使えるのは使えて上等なんですけ

れども、これはもとをただせば、これも一個人

個人の税金からなっているだけであって、これ

は国が管理しているだけの話であって、何でも

かんでも一括交付金が使えるから使っていこう

という発想では、恐らく、行く行くは詰まって

しまうんじゃないかなという懸念も考えますの

で、ぜひひとつ、必ず使わなければいけないと

いうようなものであれば、これは仕方ないんで

すが、何でもかんでも買おうと、一括交付金が

あるからそれを使って処理していこうというの

はちょっといかがなものかと思いますので、ぜ

ひこれが最大限利用されて、いい方向に持って

いけるのであれば、それはそれにこしたことな

いですので、ぜひひとつこの車購入もちょっと

聞いてもぴんとこないもんですから。これは今、

護佐丸が何年たっているのか。このぬいぐるみ
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の護佐丸が。これはイメージチェンジする予定

もあるのかどうか。これをちょっと教えていた

だけますか。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 まず１点目、土地が賃貸借か所有地なのかと

いうことですけれども、今回、３名の農家の皆

さんの中で２名が自己所有地となっております。

あと１名はもう既に利用権の設定をして、借地

という形をとっております。パイプハウスの規

模ですけれども、３カ所の合計で5,076平米、

約1,500坪となっております。対象品目のほう

は、今回はマンゴーに限定をさせていただいて

おります。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 では、

お答えしたいと思います。 

 予算があるからそれをつくるということでは

なくて、これまで平成23年度にまず護佐丸を制

作しております。先ほどぬいぐるみと言ったの

は、着ぐるみの訂正をひとつよろしくお願いし

ます。護佐丸キャラクターのです。済みません、

イメージキャラクターということで訂正願いた

いと思います。まず平成23年度にイメージキャ

ラクターを作成いたしまして、年間約40回程度

の出演をしております。そういうこともありま

して、６年過ぎていろんなほころびが出てきま

して、新たに動きやすく、さらに慕われるよう

な方向性を決めていきたいと、つくっていきた

いという考えでおります。イメージキャラク

ターをつくったために、まず目標としましては

中城村、中城城跡をＰＲして、中城城跡の来場

者をふやしていくというのが一つの狙いであり

ます。さらに中城村の農産物や、それから特産

物にイメージキャラクターを採用しまして、販

売促進を図っているということも、これまでの

実績であります。 

 今回、どうしてもイメージキャラクターを出

演させるためには、少し着替えで恥ずかしいと

ころもありまして、やっぱり４面囲いのところ

が必要だと。例えばイベントに行くときには、

施設がないときにはやっぱり車の中で着替えも

必要ですので、今回セットして、より住民が活

用できるような、どこの場所でも出演できるよ

うな条件を整えたいということで、この２点を

備品で整備させていただきたいというお願いで

ございます。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 まず１点目のほうです。

マンゴーハウスを1,500坪の３名の方にやると

いうことですので、これはぜひこれだけのお金

を使っての事業ですので、最後まで面倒を見て、

本当にこれがうまくいっているのかどうか。そ

こまで調査研究しながら進めていって、持って

いっていただきたいと思っております。 

 あと護佐丸のキャラクターにしましても、こ

れはちょっと前にくまもんとか、いろいろやっ

ぱりキャラクターがありますよね。その中で護

佐丸を見たら1,000位以下とか何とかでね、順

位が。1,000位以下とかあったものですから、

これもちょっと全国的にもうけるようなものに

できるのであれば、ちょっとイメージチェンジ

もしていただいて、護佐丸は中城ではやはり相

当の知名度があるとは思うんですが、ぜひとも

この知名度が上がるようなものをつくっていた

だきたい。 

 着替えのために車を使うということではある

んですけれども、そこは利用の方法をいろいろ

考えて、ぜひ有効利用できるように頑張ってい

ただきたいと思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 以上で大城常良議員の質

疑を終わります。 

 ほかにありますか。 
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 休憩します。 

休 憩（１０時４４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時０３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 それでは議案第30号 

平成28年度中城村一般会計補正予算（第１号）

についてお伺いいたします。 

 まずこれは７ページです、７ページの企画費

なんですけれども、デマンドタクシー運行委託

費が1,000万円余りの減額になっておりますが、

これはどういうことなのか。その辺の説明をお

願いします。割とこれは村民の皆さんから好評

を得ていたと、私はそういう話を聞いておりま

すけれども、なぜ減額になってしまっているの

か。 

 それとあとこの11ページ、これは商工費関係

ですけれども、観光費の中で中城村歴史文化振

興発信事業実行委員会とありますけれども、こ

の委員会の構成メンバーはどういう方々で、ど

ういう事業を行う委員会なのか、その辺も御説

明お願いしたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 国の平成27年度補正予算におきまして、地方

創生加速化交付金が創設されております。本村

におきましても、地域公共交通からのまちづく

り支援事業としまして、デマンドタクシーの運

行経費等について実施計画を提出しておりまし

た。今年３月末に交付決定をいただきましたの

で、平成27年度一般会計補正予算第７号におき

まして予算を措置し、事業につきましては翌年

度に繰り越しをしております。そのため、当初

予算に組まれておりました1,077万6,000円につ

きましては減額をするものでございます。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 では、

お答えいしたいと思います。 

 まず文化振興事業の実行委員会の構成メン

バーですが、会長に村長、副会長に副村長、そ

れから委員に教育長、企業立地・観光推進課長、

生涯学習課長、それから中城城跡共同管理事務

局長、幹事に監査委員２名を置いております。 

 事業の概要ですが、中城城跡を会場として、

その歴史的景観と太平洋を一望できるものに加

えて自然豊かな緑が広がり、来る人の心を開放

する空間で、文化庁の定める文化イベントを実

施すると。本事業を契機に中城城跡を会場とし

た文化イベントを国内及びアジアに向けた芸術

祭へ発展させるという目的でございます。以上

でございます。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 今のデマンドタクシー

の件につきましては、一応減額になっておりま

すけれども、事業に差しさわりのない予算は

ちゃんと確保されているということですね。そ

れが平成28年度の事業費は大体どの程度になっ

ているのか。その辺をひとつお願いします。こ

れが1,000万円も削られているので、どのよう

になっているのか非常に気になるところであり

ますので、この平成28年度の事業計画に割り当

てられている予算額は幾らほどになるのか。 

 それから、この文化振興発信事業実行委員会

の構成メンバーについてお答えいただきました

が、これは今全部、役所関係の方々がほとんど

ですね。行政の方々だったんじゃないかなと思

います。村民の中からは何名も入ってなかった

かなという気がしましたが、村民、行政に携わ

る方々以外に入っていないのか。これはあくま

でも文化庁からの補助金を財源としているとい

うことは、今後は自主財源とかそういうもので

も対応をしていくのか。この文化庁の予算がな

くなるということは余り考えられはしないんで

すが、仮にそういうことだったら大分規模を落



― 46 ― 

としてやっていくのか、あるいは自主財源だけ

でも続けていこうという、そういう事業計画に

なっているのか、その辺をお伺いします。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 平成27年度から平成28年度に繰り越しをして

おります。平成28年度の事業費としましては、

総額で1,977万8,000円の予定をしております。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 では、

お答えしたいと思います。 

 委員の中には行政以外は入っておりません。 

 それから、この事業は３年の補助事業の公募

事業でありまして、来年また公募し、新たな提

案をしていくんですが、３年間でその目的を達

成していくということですので、補助金がある

間、その事業を実施していきたいと考えており

ます。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 このデマンドタクシー

の運行委託料、これが1,900万円余るというこ

とで、十分対応できる額じゃないかと安心して

おります。これはなかなかお話を聞いていても

便利だということで、特に高齢者、お年寄りで

すね、老人関係でもよく利用している方から話

を聞いておりますので、この事業はぜひ続けて

いってもらいたいなと思っております。 

 それから、この文化振興発信事業ですね。こ

の辺は行政関係だけの皆さんということだった

んですが、できればやはりこういう全体の、村

内全体の文化、そういうものの発信ということ

ですので、やはり幅広く、村民の中からもその

辺の詳しい方がかなりおられますので、そうい

う方々の意見も取り入れながらやっていったら

どうかなと思います。ぜひそういうものを巻き

込んで、村民も巻き込んでやっていたらいいん

じゃないかなと思います。それから補助事業と

いうことでしたので、ある意味、財政的な面も

考えればしょうがないかなという部分もありま

すが、いずれにしましても村民と一体となって、

そういう文化の発信というのはやっていったほ

うがいいかなと思いますので、その辺を今後生

かせていただければなと思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 以上で仲眞功浩議員の質

疑を終わります。 

 ほかにありますか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第30号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第30号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第30号 平成28年度中城村一般

会計補正予算（第１号）を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第30号 平成28年度中城村一

般会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決

されました。 

 休憩します。 

休 憩（１１時１４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時２７分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 日程第３ 議案第31号 世代間交流・人材育
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成・防災避難拠点施設新築工事請負契約を議題

とします。 

 本件については６月10日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。ほかに質

疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１１時２７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時３２分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第31号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第31号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第31号 世代間交流・人材育

成・防災避難拠点施設新築工事請負契約を採決

いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第31号 世代間交流・人材育

成・防災避難拠点施設新築工事請負契約は原案

のとおり可決されました。 

 日程第４ 議案第32号 物品購入等の変更契

約（新しい公共交通モデル（中型バス購入））

を議題とします。 

 本件については６月10日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 議案第32号 物品購入

等の変更契約について質疑を行いたいと思いま

す。 

 まず当初金額と変更金額のＢとＡの欄のほう

です。そのほうにドライブレコーダーが、これ

は車内及び車外の２台で15万8,400円というこ

とと、これは下のほうに一式は15万1,653円と、

これは落札率が0.886492％ということになって

いるんですが、これはドライブレコーダーが車

内及び車外の２台で、これで一式となっている

んですが、たしかこれはバスの購入台数は２台

ということになっているはずなんですけれども、

これは１台分なのか２台分なのか。その１点と、

ことし10月からの運行開始予定になっていると

私は思っているんですが、それについて予定ど

おり進んでいるのかどうか。その２点を伺いま

す。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えし

ます。 

 ドライブレコーダーは車内、車外となってい

ますが、これはまとめて１台で、バス２台であ

りますので、要するに１台で車内・車外、もう

１台にも車内・車外ということで１台、計２台

ということです。バス２台にそれがつくという

ことです。要するに、車内・車外で１台という

計算になります。 

 あとバスが予定どおり納品できるかというこ

とですが、この前確認をしましたら、予定どお

り納品できるということで、８月の上旬には県

内に持ってくると。それからラッピングを予定

しているということで、今報告を受けておりま

す。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今、課長からの答弁に

よると、私が勘違いをしていたのか、書き方が
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悪いのかどうかそれは知りませんが、ドライブ

レコーダーが車内と車外で２台ということは、

一式だと、これで１台分だと思っていたもんで

すから、これはもう２台分込みでこれだけの金

額になっているということで、わかりました。 

 ２点目のことし10月からの運行開始予定が、

これは前の議会でも実施計画がいろいろやられ

ていると思っているものですから、ぜひ８月に

来るのであれば、10月からの運行に支障のない

ように準備していただいて、ぜひそれを進めて

いただきたいと思います。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 以上で大城常良議員の質

疑を終わります。 

 ほかにありますか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１１時３７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時３８分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第32号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第32号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第32号 物品購入等の変更契約

（新しい公共交通モデル（中型バス購入））を

採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第32号 物品購入等の変更契

約（新しい公共交通モデル（中型バス購入））

は原案のとおり可決されました。 

 日程第５ 同意第３号 監査委員の選任につ

いてを議題といたします。 

 地方自治法第117条の規定により、伊佐則勝

議員の退席を求めます。 

（伊佐則勝議員 退席） 

○議長 與那覇朝輝 本件について提案理由の

説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 同意第３号 監査委員の選

任について御提案申し上げます。 

 

 

同意第３号 

 

監査委員の選任について 

 

 下記の者を監査委員に選任したいから、地方自治法（昭和22年法律第67号）第196条第１項の

規定により議会の同意を求める。 
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記 

 

   住  所 中城村字奥間 

   氏  名 伊 佐 則 勝 

   生年月日 昭和28年生 

 

 平成28年６月10日 提出 

中城村長  浜 田 京 介 

 

提案理由 

 議員のうちから選任された監査委員の辞職に伴い、新たに監査委員を選任する必要がある。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す同意第３号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、同意第３号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから同意第３号 監査委員の選任につい

てを採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり同意する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、同意第３号 監査委員の選任につ

いては原案のとおり同意されました。 

（伊佐則勝議員 復席） 

○議長 與那覇朝輝 以上で、本日の日程は全

部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

  散 会（１１時４３分） 
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平成28年第３回中城村議会定例会（第５日目） 

招 集 年 月 日 平成28年６月10日（金） 

招 集 の 場 所 中 城 村 議 会 議 事 堂 

開 会 ・ 散 会 ・ 

閉 会 等 日 時 

開  議 平成28年６月14日  （午前10時00分） 

散  会 平成28年６月14日  （午後２時53分） 

応 招 議 員 

 

 

（ 出 席 議 員 ） 

議 席 番 号 氏   名 議 席 番 号 氏   名 

１ 番 石 原 昌 雄 ９ 番 仲 眞 功 浩 

２ 番 比 嘉 麻 乃 10 番 安 里 ヨシ子 

３ 番 大 城 常 良 11 番 新 垣 德 正 

４ 番 外 間 博 則 12 番 新 垣 博 正 

５ 番 欠   席 13 番 仲 座   勇 

６ 番 新 垣 貞 則 14 番 新 垣 善 功 

７ 番 金 城   章 15 番 宮 城 重 夫 

８ 番 伊 佐 則 勝 16 番 與那覇 朝 輝 

欠 席 議 員 ５ 番 仲 松 正 敏   

会議録署名議員 １ 番 石 原 昌 雄 ２ 番 比 嘉 麻 乃 

職務のため本会議 
に 出 席 し た 者 議会事務局長 知 名   勉 議 事 係 長 比 嘉   保 

地方自治法第121 

条の規定による 

本 会 議 出 席 者 

村 長 浜 田 京 介 企 画 課 長 與 儀   忍 

副 村 長 比 嘉 正 豊 
企 業 立 地 ・ 
観光推進課長 屋 良 朝 次 

教 育 長 呉 屋 之 雄 都市建設課長 新 垣   正 

総 務 課 長 新 垣 親 裕 
農 林 水 産 課 長 兼 
農業委員会事務局長 津 覇 盛 之 

住民生活課長 仲 村 盛 和 上下水道課長 仲 村 武 宏 

会 計 管 理者 比 嘉 義 人 教育総務課長 名 幸   孝 

税 務 課 長 稲 嶺 盛 昌 生涯学習課長 金 城   勉 

福 祉 課 長 仲 松 範 三 
教 育 総 務 課 
主 幹 安 田   智 

健康保険課長 比 嘉 健 治   
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議 事 日 程 第 ３ 号 

日 程 件 名 

第 １ 一般質問 
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○議長 與那覇朝輝 皆さん、おはようござい

ます。これから本日の会議を開きます。 

  （１０時００分） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問時間は答弁を含めず30分以内とします。

それでは通告書の順番に従って発言を許します。 

 最初に大城常良議員の一般質問を許します。 

○３番 大城常良議員 おはようございます。

議席ナンバー３番、大城常良であります。議長

のお許しが出ましたので、これから６月定例会、

一般質問を始める前に、５月31日に村長選挙、

それから議会の補欠選挙、両方ありまして、村

長が３期目を当選されたということで、大変お

めでとうございます。今後４年間、村政発展の

ために頑張っていただきたいと思います。新し

く議員になられた２名の方々、我々と一緒にぜ

ひ村民目線で、これから２年間、ともに頑張っ

てまいりましょう。よろしくお願いいたします。

それでは通告書に従って質問に入りたいと思い

ます。 

 大枠１番ですが、子ども医療費助成制度につ

いて伺いたいと思います。①平成27年10月より

沖縄県のほうでは医療費助成制度が入院は現行

15歳、通院は３歳から６歳まで拡充されました。

本村では平成22年度から村長の重点政策として

入院費15歳、平成24年度からは村の単独事業と

いたしまして先んじて通院費が就学前６歳まで

拡充しました。今後、さらなる子育て支援の充

実を図るためには、小学校、あるいは中学校卒

業まで通院費の助成を拡充する必要があると思

いますけれども村長の所見を伺います。②予算

額について。平成27年度、去年の予算額はどれ

ほどのものだったのか。ことしの暫定予算額は

幾らになっているのか伺います。 

 大枠２番、新庁舎建設についてです。①庁舎

建設プロジェクトチームの委員は何名で構成さ

れているのか伺います。その現状の進捗状況は

現在どうなっているのか。②プロジェクトチー

ムの議論の中で、場所選定の方向性というのは

ほぼ固まっているのか、伺いたいと思います。

③基本計画策定報告書が平成25年10月に提出さ

れたのですが、その中に69ページ、70ページぐ

らいからアンケート調査ということで、村民に

対してのアンケートをされたと思いますけれど

も、このアンケート調査はいつごろ調査された

のか伺います。 

 大枠３番、道路整備について。①安里、潮垣

線、中央線ともいうんですけれども、十字路は

４面ブロック塀が立っていて、とても見えにく

いと。しかも、優先道路が小さく、一時停止板

も見えにくく、去る５月にも２件の交通事故が

発生し、１件は車とオートバイの人身事故、あ

と１件は車と車の物損事故、新たに５月30日に

は護佐丸歴史資料図書館が開館し、さらに、交

通量が多くなると思われるが、重大な事故が起

こる前に、今後の事故防止について所見を伺い

ます。以上、簡潔な御答弁をお願いしたいと思

います。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは大城常良議員の御

質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては、健康保険課のほう

で、大枠２番につきましては総務課のほうで、

大枠３番につきましては住民生活課のほうでお

答えをさせていただきますが、私のほうでは御

質問の大枠１番、こども医療費助成制度につい

てということでございますが、議員も御承知の

とおり、私の公約の１丁目１番地が子育て支援

でございます。今、子育て支援も含めた子ども

の貧困対策も含めた部分で、職員一同今、一生

懸命やらせていただいておりますけれども、こ

れまでにも第３子以降の保育料無料化だとか、

あるいは給食費の軽減、ひとり親家庭の支援、

待機児童世帯への支援、不妊治療の助成だとか、

いろいろやらせていただきましたけれども、子

育て支援の場合は、それは大枠で捉えて、今何
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が必要かをしっかりと見極めて、優先事項を

しっかりと捉えて、私どもも全ての需要に応え

たいというのは当然でございますけれども、こ

れは御承知のとおり、こんこんと金額が湧き出

ることではありませんので、それを見極めなが

ら、しっかり大枠で捉えた形で今何が必要かを

しっかり見極めていきたいと思っておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

 大枠１の②につきましては健康保険課のほう

でお答えをさせていただきます。以上でござい

ます。 

○議長 與那覇朝輝 健康保険課長 比嘉健治。 

○健康保険課長 比嘉健治 それでは大城常良

議員の大枠１の②についてお答えします。 

 平成27年度の予算額についてですが、3,150

万円、平成28年度の予算については3,300万円

を予算措置しております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 議員の大枠２についてお答えいたします。①

と②が関連しますので、一括でお答えいたしま

す。①プロジェクトチームは、各課より選出さ

れた21名のメンバーに加え、相談役２名の計23

名による構成で行っております。プロジェクト

チームは、村長より４月７日に辞令を交付され、

庁舎建設を伴う候補地の選定作業を進めてもら

い、５月25日にプロジェクトチームより、村長

に対して、今まで議論がありましたゾーンの中

で、Ｂゾーンが建設候補地としてもっとも適し

ているとの報告がありました。選定は防災性、

利便性等、３つの観点から候補地を選定されて

おり、方向性についても一致しているものだと

考えております。 

 それから③について、アンケートの実施の調

査ですが、平成25年９月に実施されております。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 それでは大城常良

議員の質問の大枠の３番についてお答えいたし

ます。 

 安里中央線、潮垣線の十字路交差点は、交通

事故が連続して発生しているとの情報が金城議

員からも寄せられました。それをもちまして、

宜野湾警察署、安里区自治会長、あと金城議員、

都市建設課、住民生活課で現地調査を行いまし

た。その結果、現場は４面ブロック塀で、見通

しの悪さと安里中央線の一時停止がされないこ

とが大きな要因と考えられます。早期的な対策

として、まず一時停止を促す立て看板の設置、

あと、都市建設課と連携して交差点の明示。ポ

ストコーンの設置等で対応していきたいと考え

ます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 一通りの答弁をいただ

きましたので、これから再質問をさせていただ

きます。 

 まず大枠１番からですが、私は去年の３月議

会でも、この子ども医療費医療費助成制度につ

いて質問をしました。本村ではさまざまな子育

て、先ほど村長が言われた、さまざまな子育て

支援に関する政策は行っております。これも着

実に成果を上げていると私も思います。その中

でも、今優先するのは通院費の助成だと思って

おります。小学校、中学校の父兄の方々と話を

しておりましても、最近非常に医療費の負担が

大きくなっているということで、ほとんどそう

いう話が持ち上がってくるものですから、これ

はなぜかといいますと、去年の３月の一般質問

で行った結果、大城議員はそういうふうに一般

質問をしたよねと。それに対して今、改善の方

向性でいっているのかと。あるはまたそのまま

何の音沙汰もないのかというような話もありま

して、今回、私はこうして出しているんですけ

れども。非常に小学校、中学校の要望が多い。

それを実感しているものですから、去年出した

んだけれども、またことしも出さざるを得ない
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という状況で、先ほど村長が言った、いろいろ

な政策の中での一環としか、ひっくるめての枠

でしか答えられないんだけれども、村民の子供

を抱える父兄の方々の大まかな意見としては、

この医療費助成というのは避けては通れないの

ではないか、話を伺っていたら、そういう状況

になっているものですから、村長の「３選目の

浜田村長に聞く」ということで、新聞にもこう

して載っているものですから、その中でもソフ

ト面では子育て支援を柱に、今後政策展開をし

ていくと。その中でも子育て日本一。これはす

ばらしい、私も大賛成です。子育ての日本一を

目指していくと。その中でも子育て支援は、本

当に村長が言われたとおり、子どもの貧困対策

と一緒に考えていかなくてはいけないと。それ

も担えると。子どもが貧困から脱出すれば、そ

の親の負担も軽くなる。それから仕事にも出て、

さまざまな税金も払っていただけるということ

を鑑みれば、ぜひこれはやっていただきたい。

医療費助成のさらなる充実など、県や国に先ん

じてどんどん踏み込みたいという言葉を新聞で

読んで、本当に感動したんですよ。やる気があ

るなと、さすが日本一の子育て支援を目指して

いる本村、中城村においては、こういう政策が

本当に進んでいけば、これはすばらしいと思っ

ているものですから、そのときはぜひ頑張って

いただきたい。そこで、先ほど村長は相対的に

全部を鑑みて政策を進めていくということなん

ですが、ほとんど言ってみれば小学生、中学生、

今は６歳までは補助があるんですけれども、そ

れ以降の小学校、中学校、約2,500名から3,000

名ぐらいの子供がいると思うんですけれども、

それをやっていただければ、本当に中城村はす

ばらしい地域になる。これだけ充実した子ども

対策、医療対策、子育て対策というのをやれば、

本当に日本一になるかもしれないというような

発想が地域住民の方々にも生まれてくるかもし

れない。それを考えてみて、村長もう一度聞き

ます。私は来年からでも、これから政策を練っ

ていただいて、来年の３月の予算には間に合わ

せてほしいと思っております。これが中学校３

年までの予算がきついのであれば、とりあえず

は小学校６年生までという考え方もできるので

はないかということを思っております。６年生

までやった場合には、1,380万円かかるんです

けれども、これが中学校までいったら2,430万

円です。それだけの予算で2,000名余りの子供

たちが、それを抱える父兄の方々が経済的にも、

この中城村に住んでよかったというようなこと

ができるのではないか思いますので、先ほど言

われた村長の答弁を聞いたんですけれども、村

長、今の話を聞いてもう一度お願いしたいと思

います。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 答弁の重複にはなりますけれども、今言った

ように全てを鑑みて判断するのが私の仕事でご

ざいますので、一点一点を見ながら、ここでこ

うします、ああしますということではなくて、

これからまだ時間もありますし、一体何が一番

最優先にすべきなのかを検討していくのが１つ

と。議員の御質問の中に少しありましたけれど

も、子育て日本一をめざしていく。当然でござ

います。これはただ、御承知のとおり中城村は

非常に子育て支援が充実している、ランキング

でも第２位だということは、我々が目指したこ

とではなくて、我々がやってきたことの評価が

今、こういう評価になってきていますので、も

ちろんそれを目指していくというのは、大事な

モチベーションの持ち方でありますけれども、

しかし、そういうことではなくて、一番に考え

るのは子育ての世帯の方々が一番何をやってい

ただければ充実していくのかというのは、一部

の方々ではなくて、これは相対的に見て、例え

ば私が一番最初にやったのは、子ども第３子以

降の保育料無料化というのをやりましたけど、
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では第２子からだったらどうなのかだとか、あ

るいは多子の家庭に対しては、もう少し手厚い

ことができないかだとか、いろんな考え方があ

りますので、今この場で、これがいいのではな

いかということの答弁はできないということは

御理解をいただきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今、村長の答弁にあり

ましたとおり、総合的にしかこれは考えてはい

けないということもあるのではあるんですけれ

ども、その中でも村民が要望している、あるい

は小学生、中学生の父兄の方々が強く要望して

いることですので、ぜひ前向きに、できるだけ

早めにやっていただきたいと。これは切に願っ

ております。子ども医療費というのは、将来へ

の投資。予算がないからできない、それ以上は

踏み込めないという中でも、長期的な投資とし

て考えていけば、親が面倒を見て子どもを産ん

でいただく。それから安心して育てられる。そ

ういう環境、子供がすくすくと成長して、環境

を整えていく流れとしてのこれは行政の役割だ

と私は思っております。その中でも、先ほど私

が言った子どもの貧困にも直結して、今も３人

に１人は貧困状態だという県の想定の中で、恐

らく本村も4.5人に１人ぐらいはいるのではな

いかと思われるんですけれども、それの中身を

見ながら、どれが有効な手段になるのかという

のも、ぜひ執行部の方に考えていただいて、前

に進めていきたい。私は本当に最優先すべきは、

今は医療費の助成制度というふうに思っていま

す。それをやっていただければ、本当に貧困対

策にもつながって、貧困の割合も落ちてくると

思いますので、ぜひ村長にお願いしたいと思っ

ております。 

 次に大枠２番のほうです。新庁舎建設につい

て伺いたいと思います。先ほど課長のほうから

プロジェクトチームの委員は21名で構成されて

いるということで、私も資料をもらったんです

けれども、その中に21名の方々がいらっしゃる

んですけれども、その中でチームリーダーとか

委員長とか副委員長とかいらっしゃいますか。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えします。 

 チームリーダーがいます。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 先ほど21名の、若手の

方が各課から２名かあるいは３名ずつ出てはい

るんですけど、チームリーダーは発表できます

か。名前というか、名前としか言われないんで

すけれども、大丈夫であるのであれば、委員長、

副委員長になっているのかチームリーダーに

なっているのか、お願いしたいとお思います。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えします。 

 今、委員の資料を持っているということです

ので、１番の比嘉さんがチームリーダーになっ

てございます。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今、チームリーダーは

１番の比嘉さんということなんですが、これは

例えば議事を進める場合に、チームリーダーが

全てをひっくるめて議事を進めているのか、あ

るいはほかに司会とか、そういった類いの進行

役というのもいらっしゃいますか。今までに会

議を何回ぐらい持ったのかどうか、そこまで伺

います。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 この会議の中については、我々は中に入って

いませんので、中身の記録とか何とかというの

はちょっと把握していませんけれども、その中

で議論といたしましては、先ほど言いましたけ

れども、まず利便性、それから防災、そして実

効性というような３点、大きく３点で検討して

いるということを報告を受けております。その

ものを６回にかけて検討してございます。以上
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です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 最初の課長の答弁で、

Ｂゾーンということが、ほぼ決定したのか。こ

のプロジェクトチームの中で。このＢゾーンと

いってもわからない方もいるものですから、ど

こなのか。そこを教えていただけますか。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 このＢゾーンというのは、議員も御承知のと

おり、まず新庁舎建設基本計画、その中から４

カ所、そして建設検討委員会から３カ所に絞ら

れたと。その中で、まず吉の浦会館近くが、今

の資料館の近くですね。その近くがＣですね。

そしてそのファミリーマートの後ろがＢゾーン、

そして国道上がＤです。この３カ所で絞られて

いました。その中から、このプロジェクトチー

ムはＢゾーンということの経緯でございます。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今、ファミリーマート

の下ということで課長は言われたんですけれど

も、これは前の建設検討委員会も今はもう解散

したかとは思うんですけれども、そのときにも

私、この一般質問の中で現場へ行ったかという

ことを発したと思います。この21名の方々です

が、Ａは現調査はないということですので、Ｂ、

Ｃ、Ｄの３カ所ですね。これを各自、あるいは

みんなそろって現場を見て、回っていったのか、

そこはどうですか。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えします。 

 先ほどもお答えしましたけれども、その会議

の中に我々は入っていませんので、その報告は

受けておりません。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えします。 

 ちょっと誤解がないようにということで、今

お話しますが。プロジェクトチームに皆さんで

頑張ってそこを選定してくれといったときに、

当たり前に現場も個人で行くかどうかは別にし

て、みんな現場で大地を踏みしめて、目線がど

こにあるのか、あるいは２階建てになったらど

うなるのかまで全部検討してくれということで

やってありますので、これは当たり前に現場は

見ないと判断できないことだと思っております。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 確かに村長が言われた

とおり、これは当たり前に見ないといけないん

ですよ、現場というのは。どういう建物をつく

るにしろ、現場はどういう状況になっているの

か、いびつな現場なのか、つくりやすい現場な

のか、確かに利便性、そういうのも鑑みて今

やったと課長も言いますけれども、防災の面か

らも、確かにこの場所は、この３カ所の中では

いいほうかもしれないと、私も思ってはいるん

ですけれども、やはり国道上の場所も捨てがた

いという考えもしております。その中でも、今、

課長が言われた防災から利便性とか、そういう

のも鑑みてということで、これは建設検討委員

会でも決めきれない状況で今のプロジェクト

チームにその場所の選定は移ってきていると思

いますけれども、その決定的な要因というのは、

この３点だけなのかどうか。先ほど課長が言わ

れた利便性とか防災の面からとか、それだけで

やったのか。それはほかのところとどう違うの

か。例えば私が今言った、国道の上とか、そう

いったところとの決定するに当たっての決定的

な違いは何なのか。そこを教えていただけます

か。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えします。 

 今の件は、要は３カ所に同じ建物で、同じも

のを立てた場合に、どいうった今言うような防

災の観点、利便性の観点、それから実効性の観

点、それを含めて検討しています。そのものを
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総合的に評価したら、Ｂゾーンが最も適してい

るという報告でございます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 基本計画書の策定の冊

子なんですけれども、その中の70ページのほう

に、これは住民アンケート、平成25年９月です

か、とったということなんですけれども、その

中でも、やはり新しい庁舎は現在の位置から移

転することを検討していますと。移転する際に

何を最重要視すればよいかということの中で、

１番が駐車場や広い敷地が確保できること。２

番目がバス道路で交通の利便性がいいこと。３

番目に将来の発展が期待できる場所、４番目に

村域の中心。人口の中心に近くすること。その

４項目で86％の方々がそれをお願いできるとこ

ろと、あるいはそういったところに建設するの

が一番望ましいということになっているわけで

す。私は前にも言ったんですけれども、今、火

葬場の話が全てなくなりまして、あそこに火葬

場もつくれるんだったら庁舎もつくれるんじゃ

ないかということで、理論的にどういうことに

なるか、それは金のかかることですから、わか

らないんですけれども、その中でも、今、我々

が向こうのほうにつくった場合に心配している

のは崖崩れと。これは前に大規模な崖崩れが起

きて、それに伴って安里区民は避難までしたと。

これは全県的に大きな問題になっている中で、

県道35号を挟んで長期間通行止めになったとい

うことがありまして、これは平成26年から県道

35号線の崩れた部分に関して、あの上の斜面の

ほうですね。向こうは中部土木事務所のほうで

平成27年12月21日付で、全て工事を完了してお

ります。この工事の、これは抑止枠工というこ

とで、34本の枠を、パイルですね、パイルを１

メートル70センチ間隔に打ち込んで、それを直

径50センチ、長さ13メートル50センチのパイル

を34本打ち込んであるということです。詳細は

ですね、移動層、土が流れる層ですね。これが

４メートル40センチ。あとは不動層ということ

で動かない地盤。これは９メートル10センチ、

トータルで13メートル50センチのパイルを打ち

込んだと。この工事で、恐らくは崖崩れの危険

性は大幅に改善されたということであります。

私も工事をやっているところを見に行って、完

了したところも見に行きました。13メートルと

いったら、これぐらいかなと思ったんですけれ

ども。相当の高さでありまして、それを不動層

まで打ち込んでいったということですので、ほ

ぼ改善されたと、私は上のほうの土砂崩れはも

うないのではないかというふうなところまで

思ってきております。これは中部土木事務所が

やったんですけれども、うちの都建課のほうの

課長に、その見解をちょっと伺いたいと思いま

す。どういう状況で、これからの危険性は少な

くなっているのか、伺いたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 今の地すべりの件

についてお答えします。 

 県道35号線の上のほうは去年、12月21日に県

のほうで完了しています。これは鋼管杭を、50

センチのパイ50の鋼管杭を13メートルまで打ち

込んで、支持層まで打っていますので、支持層

を４メートルまで打ち抜いています。そういっ

たところはほとんどもう動かないということで、

県道も今は、これは災害で国の事業でとってい

ますので、その辺は構造計算もしながら完成し

ています。ただ、下のほうに行きますと、また

調査をしないことには地すべりするところもあ

りますので、その辺は今、県のほうも、中部土

木のほうも地すべり調査はまだ行っていません。

それと県道部については、鋲観測を今も継続し

てやっています。それから上のほうは、抜き板

観測をまだ続けています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今の課長の答弁にもあ

りましたとおり、ほぼ上のほうは１ミリでも動
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くのであれば、観測はできていると。観測状態

もきっちりつくってあるということですので、

私も前々から言っているとおり、先ほどのアン

ケートにもある86％の方々が、そういうところ

を望んでおられると。私は安里の地すべりの後、

下のほうですね。そこはほとんど合致するので

はないかというふうに感じております。確かに

金のかかることであります。しかし、これから

の将来性も考えれば、県道35号線はすぐそばに

ある。あるいは地域の中の道路も整備すれば、

相当利便性も出てくると。安里の区民の方々も

それに伴っていろいろな利益も出てくるのでは

ないかというふうに。あそこに庁舎をつくれば、

そばのほうにもいろいろな附属した建物もどん

どんつくられてくるということ、老人センター

とか福祉センターとか、やはり本村は相当老朽

化している建物が多いものですから、それをど

うするかということも考えながら、長期的に考

えてみれば、一番村の中心であるところがいい

のではないかというふうに実感しております。

ぜひそこも喫緊の庁舎建設、課題ではあるんで

すけれども、その中でも場所というのはぜひ十

二分に検討して、この３カ所の中から選びなさ

いということではなくて、もう一回私が思うに

は、二、三カ所の場所を提示して、これを村民

に緊急アンケート、それをもう一回とっていた

だきたい。あるいは、どうせやるのであれば住

民投票も構わないということぐらい、これは喫

緊にやっていただいて、そこで場所の選定は

やっていただきたいというふうに思っておりま

す。総務課長、もう一度アンケートあるいは住

民投票をやる場合にはできるのかどうか、そこ

をお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 今の件ですけれども、我々第４次基本構想の

中で、その中で豊かな暮らしのサービス拠点と

いうのを、吉の浦会館付近に公共施設をそこに

求めたという経緯がございます。その中で今、

それを基礎に我々は今までずっと議論してきて、

Ｂゾーンという形になっていますので、今、議

員がおっしゃるものは考えてございません。以

上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今、課長のほうから考

えてはおりませんということで、私は甚だ残念

で仕方がないです。３カ所に決めたから、これ

は集約化と、第４次基本計画の中で集約したか

ら、それ以外はもう全然考えないんだよという

ような答弁にしかちょっと聞こえないものです

から、村民本位のことを考えれば、もう一度ぐ

らいはアンケート、あるいは投票していただい

て、村民で決めるということも柔軟な姿勢を

持ってできないのか。確かにこの庁舎は大変危

険です。しかしながら、やっぱりつくるとすれ

ばみんなが喜ぶところ。確かに今、Ｂゾーンで

すね、そこもいいかもしれません。しかしそれ

が果たして妥当なのか、本当に最適地なのか、

ほかにいいところはないのか。私はあそこは農

業振興地域と思っているんですけど、このＢ

ゾーンは。だから、その畑を潰してまで、そう

いったものをつくりながら、さらにそこら辺の

周辺が発展するということは、農地をどんどん

食いつぶしていくということも考えられるもの

ですから、それよりは最初から山、原野である

ところをどんどん開発していって、そこに十二

分な敷地もある。そこにいろいろな建物を持っ

てきて、そこに集約化しても長期的に見れば何

の弊害もないのではないかというふうに思って

いるものですから、そこはぜひ、いま一度考え

ていただきたい。柔軟な発想をもって、もうこ

れで決めたから、これで押し通していきますと

いう話ではなくて、ぜひこれはやっていただき

たい。さらに、このＢゾーンで、これは庁舎を

移転する場合には議会の３分の２の賛成がない

といけないという規則もあるものですから、こ
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の賛成がなくて、ここではできなかったという

場合になった場合、次はどこを探すのかという

ことにもなりかねませんので、ぜひ２カ所か３

カ所、そこを押さえておいて、押さえておいて

ということは、持っておくのではなくて、予定

を組んでおいて、どうしてもここができない場

合は次に進むということも考えていかないと、

早期につくれるものではないと思いますので、

ぜひひとつ１カ所に絞り込んだからここに行く

と、頑としてここに行くという発想ではなくて、

ひとつ柔軟な形でもっていただきたい。 

 では先ほどのプロジェクトチームに戻ります

けれども、これですね、３月議会の前にいただ

いた庁舎建設スケジュール案なんですけれども、

それを見ておりましたらですね、先ほど課長が

言われた場所は、決定しているよりは決定する

かもしれないというふうなニュアンスなんです

けれども、これを見ましたら、５月に議会説明、

それから住民説明、６月に入りましたら地権者

説明会という段取りにはなっているんですけれ

ども、これがそれだけ遅れている理由は何なの

か。それをお答えいただけますか。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 大変申しわけなく思っていますけれども、た

だ、プロジェクトチームの中でいろいろな議論

がありまして、少し長引いているということで

ございます。長引いたことについては、大変申

しわけなく思っております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今、会議の中でですね、

このプロジェクトチームの会議の中で遅れてい

る。21名の方々がいらっしゃいますから、それ

なりの意見、それから要望等が出てくれば、そ

れはそれなりにやはり遅くなるのは当然であり

ます。そういった中でも、本当に議論を尽くし

て、この庁舎のプロジェクトチームの中で、頑

として自分の意見を押し通していくと。その中

でよりよい策定方法、よりよい庁舎をつくるた

めにはどうしたらいいのかと。名簿を見てみま

したら、若手が相当入っておられまして、有望

な方々が入られているものですから、それだけ

の話し合いはしているだろうとは思うのですけ

れども、やはりその中でも議論を尽くして、本

当にＢはだめなのか、Ｃはだめなのか、Ｄはだ

めなのかと最終的に詰めていって、そのＢゾー

ンというのが出てきたとは思うんですけれども、

さらに踏み込んで行って、本当にどこがよくて

そこに決めたのか。そこまで住民説明会の中で

もちゃんとお答えができるように、議会の中で

も説明できるようにしていかないと。ＢとＤ、

上と下でどこが違うのか。地震対策、それから

防災、いろいろな面で一緒じゃないのと言われ

た場合に、適格な判断でちゃんとした受け答え

ができるような、そういうところまで考えてい

ただきたいと思います。このプロジェクトチー

ムのスケジュールも相当また遅れてくると思う

んですけれども、このＢゾーン、あるいは私が

言った安里の上も、もう一度ひとつこのプロ

ジェクトチームの中で議論していただいて、こ

れは補足でもいいです。Ｂゾーンにほぼ固まっ

ているんだけれども、これだけ押している理由

は何だろうと。この火葬場後の敷地、崩れはし

たんだけれども、なぜそれだけ大城は押すんだ

ろうということは、これは地域からの要望もあ

るわけなんです。そこにこれをつくれば活性化

できるよという話も私は地域から聞いておりま

す。ぜひつくってくれと。そういったことの声

も聞きながら、本当に村民としてどこが最適な

のか、そこを踏まえないと我々議会の中でも、

これは承認できるのかどうかという場合になっ

てしまったとき、そのときはまたいろいろな話

が出てくると思いますので、ぜひそこは十分に

考えてやっていただきたいと思います。いい方

向に進むことを望んで、次の質問に入らせてい

ただきます。 
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 大枠３番です。道路整備について。先ほど課

長のほうから立て看板、それから交差点の表示

ですね。あとはポストコーンということを答弁

していただいたんですけれども、根本的な事故

原因というのはどういうふうに把握されている

のか、お伺いしていいですか。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 それではお答えし

ます。 

 実際の事故の要因は安里中央線側の幅員が広

くて、あと停止線の指示がはっきりしたものが

なくて、優先だろうという思い込みの中で、そ

ういった出会い頭の事故がふえていると思いま

す。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 私も見に行きました。

現在ミラーが３カ所、止まれの標識が２カ所あ

ります。事故多発地点ということで、看板も１

つ設置されております。でも、それでもなぜ頻

繁に事故が発生するのかということで、私なり

に考えた結果、根本的な原因は何だろうと。先

ほど言った優先道路が小さいと。一時停止箇所

が書かれていないということもありまして、ど

んどん飛ばしてくる方々が出会い頭にぶつかっ

てしまうという状況ではなかろうかというふう

に思っているんですけれども。この潮垣線とい

うのは久場から南浜まで、ずっと流れておりま

して、10年前の交通量というのは恐らく10倍以

上になっているだろうと。車も久場から入って

奥間交差点の渋滞を避けるために下を走ってい

て、工業地帯に抜けていくというところで、相

当数量の交通量が入っていると。その中で見て

みましたら、止まれの標識、これが軽自動車と

かですね、こういったふうに高すぎて見えない

んです。止まれの標識が。あと、ミラーが３カ

所にあるんですけれども、これがどう向いてい

るのか、もうさっぱりどこを見ていいのかわか

らないということと、両方とも見えにくい。あ

と、改善としては４カ所に止まれの標識、それ

をつける。優先だろうが優先じゃなかろうが、

この標識をつける。あと、速度標識が今、吉の

浦の十字路ですね、あそこからＧＯＬＦ ＧＯ

ＬＦまでしか30キロの道路標識がないものです

から、それを定期的につけていくということと、

路面のほうにも赤い点滅するやつ。それを埋め

込むと。そういった類のものまで考えて宜野湾

署、あるいは駐在所もあるものですから、そこ

とも連携しながらやって、抜本的な対策を打っ

ていかないと、事故は減らないと私は思ってい

ます。我々は村民の生命・財産それを守るのが

仕事であって、事件や事故とか、そういうのは

一切この中城村であってはならないと思ってお

ります。少しでも危険性があるのであれば、そ

れを取り除く、そして住民の声を聞いて危険性

があるのであれば、すぐ改善していくというこ

とに取り組んで、ぜひ行政として、迅速な対策、

速さ、柔軟性のある対応をしていただいて、今

後進めていただきたいというふうに思っており

ます。これで私の質問を終わります。ありがと

うございました。 

○議長 與那覇朝輝 以上で大城常良議員の一

般質問を終わります。 

 10分間休憩します。 

休 憩（１０時４９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時０１分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 続いて金城 章議員の一般質問を許します。 

○７番 金城 章議員 こんにちは。７番、金

城 章、通告書に従い一般質問を行います。 

 まず大枠の１番ですが、中城村総合戦略につ

いてであります。①中城村人口ビジョン及び総

合戦略において今後人口増地区（南上原）と減

少地区均等化の取り組み対策をどう考えている

か。②若い力を活かす琉球大学との官学連携の

推進活動支援はどのような取り組みが行われて
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いるのか。③既存企業の支援、土地利用、企業

誘致はどのように考えているのか。 

 大枠２です。河川・排水路整備についてであ

ります。①普天間川周辺の取り組み整備と管理

道路の整備が全然行われていない状態でありま

す。これを村としてはどのように対応できるの

か。②河川管理道を遊歩道や桜並木歩道などの

整備が取り組めるかどうか。③土地改良区内の

排水路において。当間農協給油所側下流側であ

ります。大雨のたびに土砂が堆積します。それ

は下流側の排水路があり、クランク状のためで

あると考えるが改良計画はないのか。毎年のご

とく、しゅんせつしていますので、その改良を

行えばしゅんせつも要らなくなると思いますが、

それがどうなのか。 

 大枠３、庁舎建設についてであります。これ

は去年から何度も議会のたびに質問しています

けど、用地決定ですね。①用地決定はどのよう

になり場所はどこに決定したか。先ほどもあり

ましたけど、この場所についてぜひお答えいた

だきたい。それと設計の発注方法はどういう考

えになったか。お答えよろしくお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは金城 章議員の御

質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては企画課と企業立地・

観光推進課のほうでお答えをいたします。大枠

２番につきましては都市建設課、農林水産課、

大枠３番につきましては総務課でお答えいたし

ますが、私のほうでは大枠１番について多少所

見を述べさせていただきます。 

 人口形態からしますと当然、今、南上原の区

画整理の充実で上地区のほうが大幅に人口増と

いうことになっておりますし、また下地区につ

きましては多少の減少という数字的な部分はあ

りますけれども、ほぼ横ばい状態。ふえている

特に既存宅地だとか、あるいは緩和区域がある

地域などはふえている状態もあるようですので、

ただ、バランスをとるためにも下地区には庁舎

建設も含めての話ですが、公共施設を吉の浦一

帯に集約をして、そこからのまちづくりを目指

していきたいというのがございます。また、御

承知のとおり、大型ＭＩＣＥの誘致で土地利用

の見直しも含めた形で下地区のほうも、今後は

人口増につながっていくものだと期待をしてい

るところでございます。詳細につきましてはま

た担当課のほうでお答えをさせていただきます。

以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 本村における人口増加

地区と人口減少地区との均等化についてお答え

いたします。 

 本村の人口は、1980年ごろまでは、横ばいで

推移をしておりましたが、1980年代後半から現

在まで、一貫して増加しております。これは、

本村の大部分が市街化調整区域である中、琉球

大学の移転と南上原地区における土地区画整理

事業によるものでございます。現在、南上原地

区は、村の全人口の、およそ３分の１を占めて

おり、今後も一定期間、増加するものと考えて

おります。一方で、南上原地区以外の地域では、

市街化調整区域であることから、大幅な増加は

期待できないものと考えております。このよう

なことから、南上原地区と南上原地区以外の地

域の人口を均等にすることは、現時点では大変

厳しいものと考えております。今回、策定しま

した「中城村人口ビジョン及び総合戦略」にお

きましては、今後の安定的な人口増加と急激な

高齢化抑制とともに、現在の不均衡な人口増加

の是正と村全域におけるバランスのとれた発展

を目指したいと考えております。そのため、基

本目標である「住みたい、住める暮らしを支え

るむらづくり」としまして、新たな市街化区域

の拡大に向けた取り組みや市街化調整区域内に

おける住宅建築の促進として、都市計画法第34

条の緩和制度の活用、集落内にある既存宅地へ
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の誘導、優良田園住宅制度の活用などに取り組

んでいきたいと考えております。また、今後、

与那原町、西原町で整備される大型ＭＩＣＥ施

設の状況に鑑み、新たな住宅供給を可能にする

ための取り組みや公共交通の利便性を向上させ

るための取り組みの検討を行いまして、東海岸

の活性化につなげながら、人口減少地区の改善

を図っていきたいと考えております。 

 次に、琉球大学との官学連携の活動推進につ

いてお答えいたします。新しい村政、いわゆる

若い方々を村政への活用を実現するため琉球大

学との連携に基づき、学生の派遣を考えており

ます。各種団体・サークル・同好会の共同開催

や学生の講師派遣、高齢者や子供との交流イベ

ントを通じまして、若い力を村の活力育成に活

用していくことを目指していきたいと考えてお

ります。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 金城 

章議員の御質問にお答えいたしたいと思います。 

 大枠１番の③でございますが、中城村人口ビ

ジョン及び総合戦略の第２章に中城村総合戦略

における「総合戦略の基本的な考え方」基本目

標を「心豊かな暮らしを維持しながら均整のと

れた人口増加を維持し「若者が住みたい」「子

どもを育てたい」を醸成するまちづくりを目指

しております。その中で、基本目標の４に「働

きたい、訪れたい」豊かな資源を活かしたしご

とづくりを掲げ、その実施施策として、既存企

業の支援及び土地利用にあわせた企業誘致を検

討してまいりたいと考えております。具体的に

は、既存企業の支援については、国・県・村が

連携し、産業の高度化や設備投資などの業務拡

大をする環境づくりを図ることや、新たな市街

化区域編入の検討による地域特色ある産業集積

を図る必要があると考えております。以上でご

ざいます。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 金城 章議員の大

枠２についての①と②についてお答えします。 

 ①について、普天間川河川の維持管理を行う

県の中部土木事務所により以下の回答を得てい

ます。「河川管理通路は、河川管理のための通

路であり、日常および洪水時の河川巡視または

水防活動、地震発生後の河川工作物点検等のた

めに設置しております。このことから、整備に

ついては当該目的を達成する範囲での整備とな

ります。」 

 ②について、①に回答したとおりの整備であ

るため河川管理に必要以上の整備となる遊歩道

の整備は、困難と考えております。」との回答

を得ました。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それでは金城 章議員の大枠２の③につい

てお答えいたします。 

 当該排水路の堆積土砂につきましては、これ

までしゅんせつ等で対処してきております。改

良計画は現在のところありませんが、土砂が堆

積するのは、当該排水路の線形がクランク状で

あることも原因の一つと考えられますので、ど

ういった形での改修が可能なのかを今後検討は

したいと考えております。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 大枠３、金城議員の御

質問にお答えいたします。 

 先ほど大城議員からも同じような質問がござ

いましたので、一部重複するかもしれませんけ

れども御了承お願いいたします。５月25日にプ

ロジェクトチームによりＢゾーンが建設候補地

としてもっとも適しているとの報告があり、今

後は、Ｂゾーンの中での具体的な位置の決定作

業を進めてまいります。設計の発注については、

一般的に指名競争入札またはプロポーザルが主
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になるというふうに思っております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 再質問をさせていただ

きます。 

 企業立地・観光推進課長答弁のとおり、南上

原への人口一極集中ですね。それはこの区画整

理事業をやったため、人口の変化があると思い

ますけど、下地区のはっきりした計画が答弁で

きていないと思うのですが、実際、今ＭＩＣＥ

にかかわり、東海岸のビジョンもできてきます。

道路計画もできてきます。しかし、今、私が考

えるこの下地区の人口増のところは国道329号

の斜面地を地すべりをとめる要因の抑止杭も一

緒に国道329号の並行道路が段差として入れら

れるのかどうか、そこでも人口の増加は見込め

ると思うのですが。それと今、このビジョンを

見てみましたら、国道329号バイパスは書かれ

ているけれども、東西線も全然ビジョンの中に

は入っていらっしゃらない。この東西線という

のは、人口の移り、これを見ますと宜野湾市か

ら一番引っ越しが多いですね。それか浦添市、

那覇市。その東西道路も緩やかな東西道路に

持って行かないと、上地区から下へはおりてこ

ないのではないかと。道路形態が悪くて、資料

を読んでみますと、統計上も交通の便が悪いと

いうことも書かれている。人口の減。南上原は

今、交通の便がよくなっていますね。それも確

かな人口増の経過だと思うんですけど。下地区

をふやすために、このＭＩＣＥにかかわるビ

ジョンとして、いっぱい早目に進んでいくと思

うんですけど、これをもっと早目に進めていく

ためには、中城村としてはっきりした住宅政策

を、農地を住宅地に変えるのではなくて、今の

原野とか、そういう空地等、要するにもともと

の既存集落ですか、もともとの既存集落、国道

329号より上のほうに、各字地域集落があると

思います。そういうのを区分けして整備して、

横線を入れればいい住宅地になると思うんです

けど。それに対しても条例をつくって、緑地化

をそんなに少なくしなくて道路が入れられて、

また住宅地区ができるのか。そういう政策も優

良田園と一緒で、建築面積を少なく打って、そ

ういう体制がとれるものなのかどうかも考えて

いただきたい。一番ふえるところはふえてその

ままだと。またこれから計画はそのままの流れ

でしか行かないと。このビジョンから見たらそ

ういうビジョンにしか見えないんですけど、

はっきりした、要するにこの人口増のビジョン

はどういうふうに取り組むのかだけ、もう一回

お答えできますか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 人口増のビジョンということですが、先ほど

の答弁と重複するところがあります。下地区に

おける人口増につきましては、やはり新たな市

街化区域の拡大に向けた取り組み。そういうこ

との検討と、現在、都市計画法第34条の緩和措

置がございますので、その緩和措置を十分にＰ

Ｒをしていくと。また集落内にある既存宅地、

そこへの誘導が必要であるというふうなことで

考えております。 

 また、今のはハード面の話なんですけれども、

ソフト面的には第３子以降の保育料無料化事業、

あるいは学校給食費助成事業、そういうものを

導入いたしまして、子育て支援へのソフト分野

での支援、そういうことを行った上で、中城村

に住みたくなる、あるいは住んでよかったと思

えるような施策の展開や、子供を産み育てたい

と思えるような環境の整備、そういうことが必

要であると考えております。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 この都市計画法34条は

緩和区域。これ確かに緩和区域は広がりました。

それで先ほど課長からも答弁があったんですけ

れども、この緩和区域につくりたくても道路が

ないんです。私が言ったのは、この横線の道路
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というのはそういう道路です。お家が先なのか

道路が先なのかの問題ですね。この道路を個人

でそこまで引いて開けるのかどうなのか。逆と

して、人口増加とこの税収も増加であれば、道

路を先に入れないと、緩和区域をいくら広げて

も、そこは何もならないので。私はそう思って

いますけど、この緩和区域、私は集落的なもの

でぜひ道路を入れてほしいというのは、このこ

となんです。私の説明が不足なのか、この緩和

区域をいくら広げても、その土地に接する道路

がなければ住宅もつくれないじゃないですか。

そのことを先に進めきれるかどうか。国道329

号から上にほとんどの集落の、昔の集落跡地が

あるはずなんです。そこに入れきれるかどうか、

もう一度だけ。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 この件についてはですね、２年前にも章議員

から話がありましたけど、最初は章議員から２

メートルを提供して、土地を帰属して村のほう

で工事をやりましょうといった答弁をしたと思

います。そうであれば、うちのほうは予算をつ

けてやりましょうという話があったんだけど、

実際には地権者のほうで帰属用地、村には無償

提供しないということで断念した経緯がありま

す。上地区についてですね、事業の補助メ

ニューがないことが道路事業の採択が出来ない。

こういう小規模な道路事業がないものですから、

すぐに緩和区域に入っていってもつくれない事

情はありますけど、今後はこういう狭隘事業が

あればどんどん入れていこうと思っています。

メニュー探しが先決かなと思っています。以上

です。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 都建課長、ぜひ考えて

いただきたい。これが和宇慶、津覇、あの地域

もぜひ考えていただきたい。今言うように、以

前は課長にお願いした安里の地域での元部落の

道路のお願いはしましたけど、それから屋宜も

まだあると思うんです。伊舎堂も。まだ斜面地

に墓地が広がらないうちに、そこは対策を打っ

て、そういう区画整理と同じような整備を考え

ていければ、下地区の人口は増加すると思いま

すので。この農地を潰して、要するに市街化が

緩和できる間じゃなくて、そういう対策を打た

ないといけないんじゃないかなと思います。も

ともとの既存集落でありますので、そこの対策

はほとんど里道、これから里道をどうするかも

含めてぜひ取り組んでいただきたいと思います。

この下地区の人口増について、村長どうですか。

この小さい集落的な道路舗装とか。やはり土地

提供がなければ進められないか、主道路だけは

村でつくる計画とか、将来的につくらないと思

うのかどうかだけ、一言お願いできますか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 今の議員と担当課とのやり取りを聞いており

ますと、少し思ったのが、今の比較となってい

る南上原を例にとりますと、南上原の土地区画

整理も、これは地主の方々が、南上原に関して

言えば約30％の減歩をして、自分の財産の中か

ら提供をして、もちろんこれは国の資金、県の

資金、村も含めてですけど、そこが入って、あ

れだけの地域になっております。それを鑑みる

と、例えば今の議員がおっしゃるような小さな

集落的な部分で、村の資金でできないかという

ことに関して言いますと、今、担当課長から答

弁があったとおり、そこはやはり自分の資産運

用といいますか、資産の向上も含めた形で利益

を得るわけですから、当然そこには、そういう

土地の提供というのは出てきてもしかるべきで

はないかなという気はいたします。ただ、それ

がゼロか100かの全てではないんですけれども、

もちろん村の発展のために村がやるべきところ

もあるとは思いますけれども、しかし、基本的

にはそういう考え方のもとやっていくものがバ
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ランスのとれた行政だろうとは思っております

し、また、もう一言言わせていただきますと、

今、緩和区域だとか優良田園住宅制度も含めた

形で、何とかして住宅の選択肢を、土地の選択

肢の中に住宅建築も入れていこうという政策を

推し進めていますけれども、一言で言えば、地

方創生の時代と言いながら、我々地方にその権

限や裁量を与えてくれるのであれば、今の話は

法律を飛び越えたと言ったら大げさになります

が、そういう裁量権でもって住民の方々の意見

を集約してやれるのであれば、これは下地区も

大いに発展の軌道に乗っていくものだと思って

いますけれども。いかんせん、しかし都市計画

法や農地法もありまして、これが我々の裁量や

思いでやっていけないというじくじたる思いは

ありますので、その辺は御理解いただきながら、

そして大型ＭＩＣＥの土地利用の見直しやら、

そして我々が今挑戦している国家戦略特区への

チャレンジだとか、そういうもので何とかして

土地の利用度の選択肢を広げていきたいという

思いは議員も一緒だともっていますので、これ

からもよろしくお願いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 ぜひ村長を中心に、い

いまちづくりを、バランスのとれた人口に持っ

て行けるように、ぜひやっていただきたいと思

います。 

 それから、先ほど企画課長から子育て支援に

よって人口増の話が出ましたけど、この子育て

支援でも、支援を要する世帯に対して情報が行

き届かないという状況、それもこの人口ビジョ

ンにあるんですけど、そこはこれから子育てを

する中で、やはり情報を得る人はいっぱいの情

報を得ますよね。それが今問題になっている貧

困問題に対するものにもつながりますけど、や

はり情報が乏しくてそうなってくるんです。支

援も受けられないと。その支援体制をどういう

ふうにまた情報化とか伝達とか、それに取り組

む予定なのかだけ。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 現在は広報紙、村のホームページ、必要であ

れば防災無線を活用して情報を住民の皆さんに

提供しています。今後、子育て支援サイトを立

ち上げて、各保育施設、教育施設等を閲覧でき

るように立ち上げの準備をしております。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 今の課長の答弁、情報

化の時代ですからわかります。逆に進んだ、要

するにこういう伝達ではなくて、もっと古い伝

達というか、手紙なりそういう制度があるとい

うことは、その対象者には届くようにできない

ものなのか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 サービスが必要な住民の方々、子育て支援世

帯ではなく高齢者の方々、障害のある方々につ

いても、必要に応じて文書を発送しています。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１１時３０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時３０分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 福祉課の嘱託、相談員がいろいろ情報収集を

しながら住民の皆様、民生委員の方々と一歩踏

み込んでいろいろな相談業務に携わっています。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 情報化の時代でありま

すけど、やっぱりそういうのに携わらない人も

いますので、ぜひその対象者にはちゃんとした

情報をやっていただきたいと思います。 

 次に琉大との連携のものでありますけど、今、

このビジョンを見ましたら学習支援とか、いろ

いろなボランティア活動とか、そういうのがう
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たわれていますけど、これからもそういった感

じで取り組むのか。これはまた120名と書かれ

ているんですけど、これは実際、何名で取り組

んで、何カ月取り組んでの人数なのか。今、教

育学部だけの取り組みですか、それを拡充する

と書かれていますけど、そこはどのように、ま

たどういうことに取り組むのか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えします。 

 まず120名の話からです。120名につきまして

は、総合戦略が今後５年間、平成27年度から今

後５年間の村の総合戦略になっておりますので、

その５年間のＫＰＩとして、目標として、その

数字を掲げさせてもらっております。それから、

これまでも教育委員会を中心として、琉球大学

からの学生の派遣、派遣された学生を各小学校

へ配置すると。そういった連携がなされている

と思います。もちろん今後もそういうような形

を中心として琉大との連携をしていきたいと考

えております。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 課長、これは５年間で

すよね。120名を５年間というのは少ないので

はないですか。５年間で120名。１年間で120名

なの、５年間で120名を取り込む。それと、ま

ず120名、今、ボランティアとかいろいろなも

の、教育とかにも携わりながら、また村の行事

とか、そういうものにもいろいろ参加してもら

うようなビジョンになっていたと思うんですけ

ど、これにもっと琉大を、せっかく本村にあり

ますし、もっと利活用しないとですね、学生も

講師も。もっと人数はいるべきじゃないかなと

思って。それで、もっといろんな活動に取り組

んでいただくのが、この方向性じゃないかなと

思うんですけど、官学の問題じゃないかなと思

うんですけど。それをもっと取り組むべきもの

を、もっといろんな形で取り組んでもらえたら、

私が先ほどから言う、この住宅政策もしかり、

琉大には専門もいるし、そういうのもぜひこの

教育だけではなく、いろいろな農地のこともし

かりですけど、それも活用したほうがいいので

はないかと思いますが、そこはどう考えますか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 120名が少ないのではないかという御指摘が

ございます。これにつきましては総合戦略を策

定する時点におきまして、担当課等のヒアリン

グを通しまして120名が妥当であるということ

で目標を掲げているところでございます。それ

から琉大の活用ですけれども、琉大生をボラン

ティアとして活用を今後とも行いたいと考えて

おります。これにつきましては、これまでは教

育学部の学生を中心とした本村への派遣という

ことでございますが、今後はほかの学部の学生

も本村に派遣していただいて、出前の実験講座、

あるいは企画段階から学生の参画を促していき

たいと考えております。それから、より充実し

たプログラム、イベントの実施を目指していき

たいと思います。さらには農業や観光等のさま

ざまな分野におきまして、中城村を研究活動の

場として活用してもらうような、そういう働き

かけも必要であると考えております。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 ぜひ琉大生をいろいろ

な形で支援に入れていただき、またいい村づく

りにぜひ頑張ってほしいと思います。 

 次に既存企業の支援ですね、先ほど企業立地

課長から答弁をもらいましたけど、産業の高度

化とかですね、このビジョンにもいろいろいい

ことが書かれていますけど、４次構想もしかり

ですけど、ビジョンとか構想的なものが書かれ

ていて、なかなか取り組みが進まない。本村が

経済面、企業面で少し業者が少ないことは、企

業が少ないことはわかりますけど、もっと違う

形で企業支援とか誘致は取り組むべきものでは

ないかと思うんですけど、これが実際には、今
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ＭＩＣＥがマリンタウンに来ますけど、それを

ＭＩＣＥの前にまた別の企業が来る予定があっ

たんですね。そこはどうなのかという検討をし

てくれということもありました。そういう企業

が、大きな土地を求めている企業もいっぱいい

ます。そういう企業が中城村に来れば、またい

ろんな形で活性化すると思うんですけど、そう

いう取り組みとか、そういう大型的な企業の誘

致とかは考えていないですか。まだ当たってい

ないのかな。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 では、

お答えしたいと思います。 

 企業誘致の基本的な考え方なんですが、金城

議員も御承知だと思いますが、中城村が抱えて

いる課題としましては、やはり企業誘致をする

ためには、新たな市街化区域への編入を検討し

なければならない。現状のままの企業誘致は、

大型な企業誘致は難しい状況であると。法的に

制約があるということで、難しい状況でありま

す。御承知のとおり企業誘致がなされると２次

産業、３次産業への村民への雇用機会の創出等

も図られてくると考えられております。ＭＩＣ

Ｅが西原町、与那原町に来ます。それを踏まえ

て中城村も国道329号バイパスの建設が進むも

のと考えて、それと合わせて新たな市街化区域

の計画も伴うのではないかと今考えています。

その市街化区域の中で工業地帯に近いところに

ついては、我々企業誘致の分野からも要望をし

ていきたいという考えを持っております。以上

でございます。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 ぜひ中城村が活性化す

るような企業、またＭＩＣＥにより地域設定も

して、そういう企業誘致をぜひお願いいたしま

す。 

 それでは次の普天間川の件に移ります。課長

から答弁がありましたけど、中部土木の管理で

あるということは重々承知しております。しか

し、先ほど課長のところには配りましたが、こ

の写真ですね、これは北中城村の普天間川の石

平の地域です。これが生活道路も少し絡んで、

そうじゃない河川管理道路まで桜並木なんです。

これは宝くじ助成金で設定されたものなんです

けど、こういった感じで河川の周辺も一部、石

平は普天間川であると思うんですけど、それが

取り組まれている状況で、中城村はどうしてで

きないのか。それとこの普天間川、私も先日、

ちょっと普天間川を探索してみたんですけど、

この管理道路が歩ける状態のところが登又の一

部だけです。そこから高速の周辺の整備された

道路もそこだけです、管理道路で歩けるところ

は。それ以外はほとんど通れない管理道路。そ

こは中部土木の管理ではあるんですけど、実際、

こういった雑草で管理もできないような管理道

路というのはあるのかどうか。これを村として

も、要するに中部土木にぜひ歩けるぐらいの管

理道路にはしてほしいのですけれども、そうい

う取り組みをした中で、この桜とか植樹帯も可

能だと思うんですけど。この石平の桜も管理体

制に邪魔にならないような管理で植えられてい

ます。その取り組みはできると思うんですけど、

中部土木の管轄ではありますけど、都建課長、

何か答弁できますか。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 今の写真を見る限り、これは石平を高速から

見たとき、普天間川の上流部に当たりますけど、

ここは石平家人衆会（イシンダヤーニンジュ会）

ということで、石平の部落が集落で中部土木の

維持管理も断らないで2005年に、これは平成17

年、320本の桜を植えています。その後で中部

土木もいい管理ができたということで表彰され

ている経緯もあります。それで今、章議員が言

うように登又近辺あるかもしれないけれども、
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その辺は登又の集落が一緒になって桜並木をつ

くるということになればできるかなと思ってい

ます。まず、今、県の維持管理班に聞いてもで

すね、県道146号線、県道35号線の草刈の維持

管理もできない状態です。管理道路を人が通れ

るようにするため、恐らく今の維持費の予算内

の範囲では、そこまで回ってこないと思ってい

ます。その辺も踏まえて、石平家人衆会がやっ

ている取り組みができればいいかなと思ってい

ます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 私はこの桜もそうです

けど、前はコスモスを植えてきて、やっぱりこ

ういう花とか植樹には観光につながってくるも

のがあると思います。今やっとツワブキも前か

ら公園体制、ハンタ道の周辺とか、前から話は

していて、今グスクの会が取り組んでいる状況

で、ハンタ道もツワブキを植えている。このツ

ワブキを植えたら、ツワブキの咲くころには、

またそういう観光団も取り寄せられると。この

河川敷はまたハンタ道とは違う雰囲気があるん

ですね。普天間川の川の流れですね、せせらぎ

の音を聞きながら、この参道もすばらしいもの

がありました。少し回ってみたところ、意外と

北上原もいいところが、登又もいい感じのとこ

ろがあります。それとまた高速がカバーして谷

間になっているものですから、桜は十分育つと

思う環境なんです。これも課長が、この地域と

一緒に取り組むという、私も一緒に取り組みた

いと、これには一緒に取り組んでいきたいと、

できるのであれば、本当に取り組んでいきたい

と思います。まずはこの管理道路の整備だけは

させていかないと、そこからは取り組めないで

す。ぜひこの管理道路を雑木、雑草、その撤去

だけは申し入れていただきたい。そしてまた、

中城村に新たな観光名所ができると私は思って

おります。ぜひこの取り組みもお願いします。 

 次ですが、当間の農協下ですが、そのクラン

クはぜひ課長に考えていただきたいと。毎年、

農林課がしゅんせつしているのを見て、しゅん

せつした後に大雨で、また土砂が堆積すると。

そのイタチごっこで、河川の整備をしないと、

毎回毎回しゅんせつして、どうかなと思ってで

すね、この件は、この排水、同じようなクラン

ク型のところが南浜にもありますよね、北浜で

すか、そのほうもぜひ何か考えて整備しないと、

また向こうも詰まって、整備ができないんだと

思いますけど、ぜひ村内一円のこのクランク型

の排水路はどうか見回って点検するなり、整備

するなり取り組んでいっていただきたいと思い

ます。 

 続いて庁舎建設ですが、Ｂゾーンですか。先

ほども大城議員のときに答弁がありましたけど、

もう一度だけ。そこと吉の浦会館の近くですか。

そことの何が原因で、要するにここに決まった

のか。要するにメリット・デメリットが挙がっ

て、その立地条件ゾーンが決まったのか。どう

いった感じで決まったのかだけ。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 先ほど大城議員のときにもお答えしましたけ

れども、繰り返しになるのですが、この３地区

を比較したのが利便性、防災性、実効性、この

３点、大きく３点で比較しております。一番評

価が高かったのが、このＢゾーンということで

すので、この中身については防災性、利便性、

全部評価が高かったということでございます。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 このＢゾーンですけど、

そこは先ほどの答弁に課長は４次構想の中では、

吉の浦近辺に全部集約するという公的施設です

ね。そういう答弁もしていました。私が吉の浦

会館周辺に役所を設置してほしいというのは、

その集約化です。これどうしてかというと、駐

車場の面がどうしても気になるんです。今、駐
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車場はがらがらだと。何かがあるときに駐車場

が満杯になると。それは集約しないと、今の

ゾーンでも、吉の浦の近隣だという考えですけ

ど、500メートルかな、それぐらいの差ですけ

ど。そこに詰めて、また今のこのＢゾーンは職

員駐車場まで相当気になるんです。もっと用地

が必要になってくる。駐車場面積も単独でやる

割には大きくとらないといけないと思いますけ

ど、その面の予算とか、そういうのはどうです

か。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 今、御質問の駐車場の件ですが、この庁舎建

設の予定は6,800平米、この中に職員の駐車場

も含んでいると考えています。あと一つは、そ

の集約化というお話がございましたので、この

集約化の中にも、このＢゾーンが含まれている

ということでございます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 この集約化の中で、

やっぱりＢゾーンが含まれている課長の答弁で

すけど、集約化というのは、本当の利便性だと

私は思っております。今、沖縄の車社会で、こ

の距離を毎日歩いてやっているのかどうか。そ

こはもう一度考えていただきたい。 

 それと、庁舎建設の予算をつけた段階から、

建設関係にみんなから了解を得たとか、そうい

う声もあります。しかし、今これが熊本の地震

で倒壊した庁舎ですね、これを見ていただけれ

ば、これは中城村の庁舎よりもっと立派な庁舎

です。写真で見るだけでも。それでも、こうい

うふうに倒壊して、たまたま就業時間外だった

から犠牲者は出なかったと思いますが、当村の

実情を見たら、早急に庁舎はつくるべきだと思

うんですけど、それでもまだ場所決定とかを

やって、設置場所はまだこれからですよね、

ゾーンだけで。早目に決めていって実行もしな

いと、設計予算はちゃんと乗っかって、この予

算で認められたんだから、早目につくらないと、

この状態よりもっとひどくなりますよ。早目に

庁舎建設はどうしても取り組まなくてはいけな

いと。これは毎回私は質問のたびに言うんです

けど、これは20年前から取り組んでやっとでき

るという段階で、私も議論も大切だと思います

よ。しかし、最終的に現実を考えていろんなこ

とを進めていかないと、これが要するに村民の

ためだと。決定も。決定を下すときには、はっ

きりと決定を下して、それで進めていくんだと

いう方向に持っていかないと、議論して別の見

解はいいと思います。20年前から庁舎建設があ

りながら、どんな議論がまだまだ残っているの。

皆さん、村長、もっと早目に、本当でしたら庁

舎の建設場所も村長とか課長会議ででも決定し

て、先に進めていくべきだと思うよ。前回、12

月にはそこの天井も落ちましたよね。そこをま

た補修も入れて。一番先にこの議会が潰れるん

です。議場が。もっと早目に進めていってほし

いと。場所を決定して、この庁舎建設の設計に

入るのはいつになるのか、どうですか。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 少しスケジュールのほうが遅れているのは本

当に申しわけなく思っていますけれども、今、

ゾーンの中から具体的な位置は決めるというこ

とでありますので、決まった暁には皆さんに報

告したいと思っております。その後に基本設計

に入るということになります。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 早目の施工をやってい

ただきたい。 

 もう１つだけ、村長に。この若手のプロジェ

クトチームですね、そこがこの決定場所がそこ

だと。この若手に要するに村長が希望するもの

と、これから新しい庁舎ができてくる。そこの

若手のやる気を育てるために、どんな庁舎にし

たいのかだけ、一言もらいます。 
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○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 どんな庁舎かと言われましても、若い皆さん

にプロジェクトチームを組んでもらって、皆さ

んの意見を尊重していきますよということを私

は、そのプロジェクトが発足したときに話をさ

せていただきましたが、要は、いろんな一長一

短があるわけですよ。その場所選定については。

もちろん私も課長の皆さんも、もちろん村民の

皆さんも含めて、いろんな一長一短があって、

こうだ、ああだという話はあるはずです。しか

し、一番長くその場所にとどまる人たちの意見

を尊重しようということで、特に20代、30代の

職員の皆さんは、今後、場合によっては40年近

く、30年から40年、そこである意味で住むわけ

ですから。ですから私は、そのときに自分の家

をつくる気持ちでそこの場所選定や設計にも取

り組んでくれと。あなた方のものだとして頑

張ってくれと。これはモチベーションもそうい

う意味では上がってくるものだと期待もしてい

ますし、また、若い皆さんの発想でいろんな発

想が出て、もちろん最終決定を下すのは私です

けれども、私としては、そこを法律的な分野、

あるいは制度的な分野、余りにも極端にかけ離

れていないかどうか。これは私どもは長く生き

ていますから、経験則もあるわけですから、そ

こら辺のアドバイスだけをさせていただきます

けれども、基本的には若い人たちの思いと発想

で、場所も庁舎もできてくれば、私は村政の発

展につながるものと信じております。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 やはり若い方々が場所

も決定した、今、村長がおっしゃるとおり、本

当にいい庁舎を早目につくって、この古い庁舎

で心配しながら仕事をやるのではなくて、新し

く安心できる庁舎を、また若いメンバーが中城

村のために一生懸命頑張るんだという、いい庁

舎をぜひ早目につくっていただきたいと思いま

す。これで一般質問を終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で金城 章議員の一

般質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１２時００分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 仲座 勇議員の一般質問を許します。 

○１３番 仲座 勇議員 皆さん、こんにちは。

13番、仲座でございます。議長のお許しが出ま

したので質問させていただきますが、ちょっと

文言の足りない部分がありましたので、皆さん

の御了解を得ながら、付け加えていただきたい

と思います。移動交番の件ですが、２行目の抑

止力とありますけれども、その前に「犯罪の」

という文言を入れてほしいなと思っています。

御協力お願いします。 

 それでは質問に移らせていただきます。移動

交番の件。①糸蒲公園内にパトロールカーの駐

車場設置の件で休憩待機し、犯罪の抑止力も高

まり安心、安全のためにも設置の要請をお願い

したいと思っております。②立て看板の設置等

を伺います。 

 大枠２番、空調補助金の件。うるさ度合いが

３、４級の設置で廃止になりますが中城村内の

施設の現状と対策等を伺います。 

 大枠の３番、護佐丸バスの件。①曜日及び運

行時間等を伺います。②費用対効果を伺います。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは仲座 勇議員の御

質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては住民生活課のほうで

お答えいたします。大枠２番につきましては教

育委員会のほうで、大枠３番につきましては企

画課のほうでお答えをさせていただきますが、

御質問の大枠２番の空調補助金の件、これは新
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聞紙上でも大変大きな問題となっておりますけ

れども、大変ゆゆしき問題だと思っております。

本村もこれから対象になるような箇所も出てま

いりますし、また、こういうことで徐々にと言

いますか、いろんな形で財政を圧迫していくと

いうことにつきましては、やはりいろんな機関

を通じながら、いろんな団体との協議もしなが

ら、断固たる反対の意思を示して、またそこが

こういう補助金の廃止などがないような形で、

執り行えるように鋭意努力してまいりたいと

思っております。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 仲座 勇議員の御質問、

大枠２についてお答えします。なお、詳細につ

いては教育総務課長から答えさせます。 

 中城村では、防衛施設周辺防音工事の維持費

補助金を受けている施設が、小学校３施設・中

学校１施設、吉の浦保育所１施設、合計５施設

ございます。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 それでは仲座 勇

議員の質問にお答えいたします。 

 糸蒲公園内におけるパトロールカーの駐留警

戒については、宜野湾警察署地域課と現場確認

を行いました。駐留の要望について協議を行い

ました。公園敷地の一部をパトロールカーの駐

車場所と提供できる場合は、積極的に駐留警戒

を実施することが可能になるとの回答を得るこ

とができましたので、駐留場所の選定、設置に

ついては、効果的な場所を選定し、都市建設課

と連携しながら早期に実施できるように調整し

ていきます。また、パトロールカーの駐留につ

いて、立て看板等を設置し、住民や通行車両、

公園利用者などに広く周知していきたいと思い

ます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えい

たします。 

 空調補助金の維持管理費につきまして、今回、

防衛施設局の防音補助事業の交付要綱の変更で、

平成28年度以後に改修・新築工事を行う場合、

３級、４級の施設に対しては維持管理の補助は

行わないとの報告がありました。現在、中城村

の施設は津覇小学校・中城小学校が２級、その

他の施設は３級となっております。今度改修・

新築工事を行う場合は新たに騒音測定を行い、

等級を決定していくとのことであります。対策

としましては、県の教育委員会で、この防音補

助事業の要綱変更に危機感を覚えております。

関係市町村の課長会議を開いて各市町村の意見

を取りまとめおります。それで防音工事に係る

維持管理補助要綱の見直しを県・関係市町村一

緒に行動し要請していくこととしております。

以上であります。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 護佐丸バスについてお

答えいたします。 

 護佐丸バスは現在、月曜日から金曜日まで運

行しており、土曜日、日曜日などの休日は運休

としております。運行時間は朝は２便、午前６

時50分、７時41分に久場琉大線、伊集普天間線

を主に通学・通勤用として運行しております。

また、日中は午前８時40分から午後５時までの

間、伊集回り線、久場回り線、それぞれ５便を

運行しております。運行時間につきましては、

伊集回り線が午前８時50分、10時40分、午後１

時30分、午後３時10分、午後５時の出発時刻で

ございます。久場回り線につきましては、午前

８時40分、午前10時20分、午後１時２分、午後

２時50分、午後４時40分でございます。所要時

間につきましては、おおむね１時間30分でござ

います。 

 次に費用対効果についてお答えいたします。

費用対効果としましては、必ずしも数値的にあ

らわせるものではございませんが、護佐丸バス

の運行により、これまで本村の課題であった公
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共交通の脆弱性が改善の一途となっていると考

えております。特に通学用として活用している

児童・生徒や学生が多数いらっしゃいます。こ

のことから、村民の子育て支援の１つとしても

考えられ、また、これまで送迎を行っておりま

した保護者の負担軽減にもつながり、効果は高

いものと認識をしております。しかしながら本

格運行をして間もないため、今後は課題等の改

善を図りながら、安定的な運行ができるよう努

めてまいります。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 以前から交番の設置

ができると思って頑張ったのですが、担当がか

わって中身が変わってしまった。平良さんとい

う方が数回、私と面談して情報交換をやってい

ます。その中で、普天間交番所長の長山さんも

加えて一緒に情報交換をやっていますけど、課

長も多分一緒だと思います。その中で、一番早

い方法を考えようという提案がありまして、移

動交番のほうが早いよと。結果的には余り内容

は変わらないよという話で、こっちのほうで何

とかお願いしたいなと思っていますので、そう

いうことで、今のところ役場のほうはどういう

お考えですか。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 これまでも何度か交番については要請してき

ていたのですが、やはり実情が厳しいというこ

とで、まず現在の係長が、まずできることから

やっていこうじゃないかという方向性を示して

くれたものですから、パトカーの駐留待機所、

まずそこからやっていこうということで、今回、

話も進めている状況です。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 ちょっと質問の中に

はなかったと思うのですが、都建課長に１つだ

けお聞きしていいですか。糸蒲公園のところに

駐車場をつくるときには可能性ありますよね。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 都市公園法では占用して交番の設置ができま

す。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 今、課長もお聞きだ

と思いますけど、連携してもらって早目にでき

るように、いい返事を聞かせてください。でき

るような方向性で、早目にいい返事を聞かせて

ください。お願いします。 

 ２番目に移ります。空調補助の件ですが、こ

れは中城村では５施設だという話でしたね。対

応としてはいつごろからやる予定をしています

か。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 お答えします。 

 これは期間はございません。今度改修もしく

は新築をする場合に、その後から維持費がなく

なるということであります。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 今の課長の答弁では、

既存の建物はそのままということですか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 議員のおっしゃる

とおり、既存の建物は、そのまま維持費は継続

いたします。これを改修したり新築した場合に

のみ維持費がなくなるということであります。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 課長、今の答弁では

中城村はその条件に当てはまるのはないという

ことですか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 現在は該当するの

はありません。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 新聞紙上などでは、

中城村は1,000万円ぐらいの補助金のカットが

あるのではないかと。やはり負担が多くなるの
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ではないかという新聞報道などがあったのです

が、課長の今の話次第では負担はなしと。あら

ゆる関係者と協議して、廃止がないように御協

力をお願いします。 

 大枠３番に移ります。今度も1,900万円余り

の補助金が出ていますよね。幾ら出ていますか。

昼は利用者が少ないのではないかという話があ

りますが、時間的に今は大体２時間越しぐらい

ですけど、この間隔を延ばしたり、あるいは土

日は観光客も含めて利用するという方法はない

ですか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 日中の間隔をもっと延ばすということは、日

中の便数を少なくするということで理解してお

りますけれども、今、議員おっしゃるように２

時間に１回程度、約１時間半かけて村内を一周

している状況です。さらには土日の利用ですけ

れども、土日につきましては、これまで実験運

行、あるいは実証運行の場合に土日も運行して

まいりましたけれども、やはり平日に比べると

利用者が少ないという、そういう現実があった

ものですから、土曜・日曜については運休をし

ているところです。先ほどの答弁と重複します

けれども、まだ運行間もない、一年もたってい

ない状況でございますので、あとしばらくはこ

ういう状態で運行させていただいて、今後課題

がありましたら、それを改善していきたいと考

えております。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 今、予算的には厳し

いのではないですか。費用対効果は、一年では

結果は出ないですか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 先ほどの答弁と重複しますけれども、費用だ

けで考えると確かに厳しい面はございます。効

果としましては、先ほども答弁いたしました、

子育て支援の１つにもなっていると。さらには

保護者の負担軽減にもつながっているというこ

とで、そういう意味では効果はあると考えてお

ります。経費だけのことを考えると大変厳しい

状況であります。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 デマンドタクシーが

利用価値が多いと思うのですが、この大型バス

などは、独自で村で買うようになっていますけ

れども、余計負担がかかると思うし、運転手な

ども他市町村の方もいますよね。地元の人を採

用するとか、村で運営する方法を考えたことは

ないですか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 全く考えたことがないということではござい

ません。村が運行した場合に運行管理者、ある

いは整備士、そういうもろもろの路線バス会社

が現在担っている、そういう部分の確保が必要

になってきます。総合的に判断して委託をした

ほうがいいということでございます。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 課長、やっぱり昼は

ちょっと少なすぎると思うんです。結構、空車

が走っているよというニュァンスが地元から多

いです。そこを何とかできる方法はないですか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 御指摘のとおり、日中の乗車が少ないという

ことは我々も認識をしているところでございま

す。それに対する対策としましては、やはり広

報、住民への周知、それをこれまでもやってき

たつもりではありますが、今後もそういう周知

を通しまして利用者の増につなげていきたいと

考えております。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 多分、伊集とか久場

とか、朝晩の子供たちの利用が相当あると思い
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ます。そういう方法で、通学バスに切りかえと

か、あるいは一緒にやるとか、そういう方法、

使い勝手が厳しいですよね。そこのところも含

めて、一緒に考えるべきではないかと思ってお

りますが、どう思いますか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 どういう方法が村の公共交通を維持するため

にいい方法であるかどうかというのは、常に今

後も検討しなければならないということで考え

ております。先ほども答弁しましたけれども、

まだ運行間もない、一年もたたない運行期間で

ありますので、しばらくはこの状態を続けさせ

ていただいて、今後、いい方向で検討していき

たいと考えております。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 ちょっと拍子抜けか

もしれませんが、一般質問はこれで終わります。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 以上で仲座 勇議員の一

般質問を終わります。 

 10分間休憩します。 

休 憩（１３時５３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時０５分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 続いて新垣博正議員の一般質問を許します。 

○１２番 新垣博正議員 ハイサイ、議席番号

12番、新垣博正です。質問に先立ちまして、先

ほどほかの議員からもありましたように、浜田

村長、３期目の当選おめでとうございます。２

期目に続いて無投票の当選ということではあり

ますが、村民の信任を得て負託されたものだと

いうふうに私も理解しておりますので、ともど

も頑張っていきたいと思います。そして２名の

議員の方も、当選おめでとうございます。とも

に議会の立場からまた政策提言、そしてまた

チェック機能という役割を果たしていきたいと

いうふうに思っております。 

 それでは通告書の順に従いまして一般質問を

行います。まず大枠の１番のほうです。役場

ホームページの情報発信についてであります。

①発信する情報の更新の基準はどのように設定

されているかをお伺いいたします。 

 大枠の２番、米軍人、軍属の村域居住の実態

についてお伺いいたします。村域に居住する米

軍人、軍属関係者は、何軒で家族を合わせて何

人住まわれているのかお伺いいたします。そし

て、その所属の内訳をお伺いいたします。独自

に定期調査をして情報を常時公開すべきと思い

ますが、所見をお伺いいたします。そしてＹナ

ンバーの村域での台数をお伺いいたします。以

上、簡潔明瞭な答弁をお願いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは新垣博正議員の御

質問にお答えをいたします。 

 大枠１番も大枠２番も企画課のほうでお答え

をさせていただきますが、私のほうでは所見と

いたしまして、御質問の大枠２番、軍人軍属の

村居住の実態ということでございますが、私の

思いからお話させていただきますと、この御質

問にある条項全て地位協定に関わる問題だと認

識をしておりますので、地位協定の改定、ある

いは地位協定の改善と申しますか、それが必要

であるでしょうし、また大きな壁になっている

というのは事実でございます。所見的な話をさ

せていただきますと、この件につきましては、

せめて現在の外国人登録、言うなれば基地の外

に住んでいる外国人は、みんな軍人・軍属以外

は住民票で外国人登録をするわけですから、せ

めてこれぐらいは、地位協定云々ではなくて、

当たり前にやっていただいてもいいのではない

かというのが、私の思いでもありますし、また、

これだけではなくて、今回のうるま市の事件も

含めた意味では、地位協定の改定は大いに今回、

県民挙げてやるべきものだと思っております。



― 76 ― 

以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 ホームページの更新基

準についてお答えいたします。 

 本村ホームページにつきましては、行政情報

を村民へわかりやすく伝えるため、平成25年に

リニューアルを行い、同年９月から公開してお

ります。平成27年度は105件の情報発信を行っ

ており、延べ17万8,000人が閲覧をしていただ

いております。記事の内容につきましては、イ

ベントなど即時性のある記事につきましては、

新着情報として掲載し、事業計画書や統計資料

等につきましては、各課の専用ページへ掲載し、

情報の種類により掲載場所を分けております。

ホームページに掲載する記事の掲載基準につき

ましては、村の広報紙である「広報なかぐすく」

と同様の基準で記事の内容を精査しております。

また、村政情報以外の記事につきましては、官

公庁や公共団体などからの掲載依頼を受けたも

のを掲載しており、広報紙との整合性を図るよ

うにしております。現在発信してる情報につき

ましては、時節柄の情報につきましては、時間

が経過しますと自動的に更新することになって

おります。事業計画書や統計資料等につきまし

ては、各課の専用ページに各課の判断により掲

載を継続しております。さらに村が重点的に推

進している事業につきましては、トップページ

にバナーを設け、優先的に掲載をしているとこ

ろでございます。 

 次に、米軍人・軍属の地域居住等の実態につ

いてお答えいたします。現在、米軍人・軍属の

村内の居住実態につきましては、世帯数、家族

を合わせた人数、所属につきましては把握をし

ておりません。沖縄県知事公室基地対策課が発

刊しております統計資料「沖縄の米軍及び自衛

隊基地」によりますと、平成22年度末が67名、

平成23年度末が93名となっておりますが、それ

以降につきましては、統計資料に掲載されてい

ないことから、把握をしておりません。また、

状況を確認するために沖縄県へ問い合わせをし

ましたところ、平成23年度を最後に居住実態は

県のほうでも把握していないということの回答

を得ております。村としましての独自調査につ

きましては、住民の安心・安全の確保に、村と

してどのようなことができるのか、今後検討し

たいと考えております。 

 Ｙナンバー車につきましても、沖縄総合事務

局陸運事務所に確認を行いましたが、所有者の

住所が米軍施設内となっていることから、村域

での台数につきましては把握しておりません。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 それでは順を追って

詳細の質問を行います。 

 ホームページの中で、各課で専用ページを設

けているということでありました。各課の判断

ということで答弁をいただきましたが、それで

は確認したいと思いますが、教育委員会が管理

しておりますページの中で、文化財のサイトと

いうのがあると思うのですが、ここは更新の最

終はどのあたりでやられたのかを確認したいと

思います。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 大変申しわけありませんが、この更新につい

ての最終は把握しておりません。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 文化財サイトについ

て閲覧してみますと、戦争遺跡も文化財に指定

したのが約２年前に指定されてきたと思うんで

すけれども、161.8高地、私もたびたびこの場

で取り上げてまいりましたが、この戦争遺跡に

ついての文化財は、ホームページ上では更新さ

れていないようですが、その辺はなぜ更新して

載せていかないのか、その理由をお伺いいたし

ます。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 
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休 憩（１４時１４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時１５分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 生涯学習課長 金城 勉。 

○生涯学習課長 金城 勉 お答えします。 

 今、議員の御指摘にもあった内容も含めて、

生涯学習課、特に文化財についても、どの内容

を更新していいかというところで今、確認はと

れていませんけれども、御指摘のあったように、

改めて村の文化財として指定を受けている内容

については、ホームページで掲載していくべき

だと考えますので、早急に対応してまいりたい

と考えております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 これは単純に認識し

ていなかったとうことでいいですか。あまりよ

くないですね、そういったのは。新聞紙上でも

これだけ取り上げられて、村内外に発信されて

いる情報であります。そして特に今月は沖縄戦

終戦から71年目という年の月に当たります。そ

ういったときに、平和行政を鑑みるときには、

やはり内外に発信していくというのは努めでは

ないかと思いますので、こういったところは怠

らないように発信していってほしいと思います。

そして企画課でほとんど管理はしているようで

すけれども、できたら教育委員会も独自でホー

ムページを立ち上げて、自由度を高めていくと

いう考え方が私はいいのかなと思ったりもする

のですが、その辺についてはどう考えるか、お

伺いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１４時１７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時１８分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 生涯学習課長 金城 勉。 

○生涯学習課長 金城 勉 お答えいたします。 

 御指摘のありました教育委員会でのホーム

ページの立ち上げについてですけれども、教育

委員会で別にホームページを立ち上げると費用

と、あと作業量等が別途同じようにかかってい

くと思いますので、今御指摘のあったように自

由度を高めた、内容の濃いホームページの展開

に心がけていきたいと思っております。以上で

す。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 費用の問題であれば、

その辺をしっかりと解決していけば大丈夫かな

と思うんですけれども、やはり性質が、多少、

村長が所管する部分と教育委員会、教育長が所

管する部分というのは、タイプがある意味違う

部分が結構あると思います。そういった意味で

は、村民に発信するという意味合いにおいては、

村民がわかりやすく閲覧できるような形に持っ

て行ってもらえればと思います。せっかく護佐

丸歴史資料図書館もオープンしましたし、そう

いった意味では、村民が知りたい情報というの

が結構埋もれているのではないかなというふう

に思いますので、その辺はぜひ意識の中で新し

い情報、あるいはまた村民に伝えていきたいと

いう情報があれば、せっかくホームページがあ

るわけですから、アップしていただければと思

います。特に慰霊の日を境にして、いろんな平

和を考える月というところも期間限定で、こう

いったサイトも教育委員会で考えてはどうかと

思うのですけれども、その辺についてはいかが

お考えか、お伺いします。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 お答えいたします。 

 議員のおっしゃるとおり、新しい情報、これ

が今、滞っているところがありますので、早目

にこういった情報を皆さんに発信できるように

努めていきたいと考えております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 これは要望ですけれ
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ども、今、教育委員会では戦前の地図起こしを

一生懸命やられていますよね。そういったもの

も村民、先輩方はとても喜んで、懐かしみなが

ら次の世代に、こういった戦前のあった姿とい

うのを伝えるということもよくやっているよう

ですので、そういった情報もホームページ上で

閲覧できたりすると、なお一層広報紙も価値が

相まって高まっていくのではないかなと思いま

すので、ホームページの有効な活用というのを

今後ともいろいろと努力していただきたいとい

うことを要望しまして、次の質問のほうに移ら

せていただきます。 

 ２番目の米軍人・軍属の居住実態についてで

ありますが、67名から93名ということで、前回、

いつでしたか、私が二度ほど聞いたんですけど、

あのときは六十数名だったというのを記憶して

おりますが、村域でもふえる傾向にあるという

のを知ることができました。それでも詳細の中

身というのは、ほとんどシークレットで、この

数字が本当に正しいかというのも確認しようが

ないというのが実態だと思います。それだけ米

軍人・軍属というのはどこに、悪い言葉で言え

ば潜んでいるかわからないというような言い方

しかできないのかなと、とても残念でもありま

すし、また村民にとっては至極不安な部分があ

るかなと思います。なぜこの質問をするかとい

いますと、皆さんもこれは御承知のとおり、せ

んだって卑劣な事件が起こったのは、今でも

ニュースで毎日のように報じられております。

亡くなられたうるま市の島袋さんには、心から

哀悼の意を表してお悔やみ申し上げたいと思い

ます。この事件をニュース報道で伝えるのを聞

いておりますと、まず特徴としては、元海兵隊

の軍人であったと。そして今は軍属として嘉手

納基地に所属していたということ。そして、こ

の人は民間に居住している。与那原町内にいて、

ほとんど地域に溶け込んでいるような地域に住

んでいるというのを聞かされた場合に、非常に

びっくりしますよね。中城村にも同様な軍人・

軍属が90名以上住んでいるということを聞きま

すと、一体どこにどのような人たちが住んでい

るのかなというふうに村民が不安に思うのは、

至極当然だと思います。今回の事件を聞いた場

合に、もうこれは他人事じゃないなと。中城村

は基地所在市町村ではないんですけれども、軍

人がこれだけ住んでいます。そして、今回の事

件は繁華街で起こった事件でもありません。普

通にこの女性はウオーキングをするために出か

けていって、背後から襲われたと。そしてこの

事件はまた用意周到で、刃物も準備したり、あ

るいは犯罪に使われた凶器の棒も準備したり、

あるいはまたスーツケースであったり、数時間

にわたって襲う人を物色していたというような

情報を聞きますと、本当に計画性、あるいはま

た軍人が起こすようなタイプの事件かなという

ふうに思って、衝撃を受けるのです。そして、

これまでの事件というのは繁華街で酔っ払って

起こしたという事件が大半でありました。しか

し、今回の場合は、奥さんもいて子供さんもい

るという身で、しっかりと一軒家を所有してい

るというような方が、このような事件を起こす

というのは、これまた本当に衝撃で、いつ何時、

本村においても同様の事件が起こらないとは限

らないし、起こる確率のほうがむしろ高いのか

なと思ってしまうような状態であります。 

 それでちょっと村長に伺いますが、警察官を、

菅官房長官は100名体制で犯罪の防止対策を講

じるというふうに明言しているようですが、本

村域でのパトロール計画等の打診はあったのか。

そして、このような犯罪防止対策で効果が上げ

られるというふうに御認識があるのかどうなの

かも含めて、村長の考え方をお伺いします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 今現在におきましては、先ほど御質問のパト

ロールカーでの巡回とか、そういうのをふやし
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ていくという部分の通達というか、お話はあり

ません。それはひとつ御答弁させていただきま

すが、それと、そういったことが犯罪防止につ

ながるのかという御質問だと思いますけれども、

抜本的にはこれは、恐らく変わらないだろうな

という気はいたします。多少は何らかの犯罪抑

止力という意味では、少しはあるのかなとは思

いますけれども、しかし、これは抜本的な解決

にもつながりませんし、冒頭でもお話ししたと

おり、今回の事件もそうですけれども、過去の

案件から全部、もうそろそろ我々ウチナーン

チュも、この地位協定も含めた米軍基地のあり

方、真剣にこれは「ノー」は「ノー」だと。あ

るいは、これから改定すべきものはこうだとい

うようなことを、心を一つにして意思表示をし

ていかなくてはならない、当然のことではある

とは思うのですけれども、それをもっともっと

機運を盛り上げてやっていくべきではないかな

とは思っております。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 私も同感でありまし

て、100名体制組もうがですね、気休めかなと

いうふうに思ってしまうわけです。なぜかとい

いますと、沖縄に駐留する米軍人・軍属、家族

を合わせたら５万人というふうに言われており

ます。これは去る５月27日の議会の中でも、意

見書の中にも文言で盛り込まれておりますが、

在沖米軍のローレンス・ニコルソン四軍調整官

は、「沖縄にいる米軍人、家族、軍属、合計５

万人を代表して」というふうな発言で被害者に

対して謝罪と綱紀粛正、再発防止の約束をした

ということがなされておりますが、我々議会も

ですね、これまでも幾度となく意見書、抗議決

議というのを決議してまいりました。聞くとこ

ろによると、沖縄の今41市町村ですか、かつて

は53ありましたが、戦後ずっとこういった似た

ような決議をやってきて、もう6,000回、7,000

回というふうに数えているというふうに新聞報

道ではなされたことがあります。これだけ再発

防止という言葉、あるいはまた綱紀粛正という

言葉も、本当にむなしく聞こえて、こっちが使

うのが嫌になるというような思いがしてなりま

せん。そういった意味で、初めて本村議会では

「在沖米軍の撤退」という言葉を使いまして、

全会一致でその意見書と抗議決議を採択してま

いりました。ただ単に、米軍を信じて再発防止、

そして「ちゃんとした教育をしなさいよ」とい

う程度では、多分やらないだろうと。むしろ、

逆に沖縄の人たちを、方言で言うと「ウシェー

テル」と言うのかな、そういった態度でこれま

でやってきたんだろうなというのがあらわれて

いると思います。この事件後に、すぐまた飲酒

運転で女性の兵士が交通事故を起こしています

よね。その期間中にもかかわらず。ですから、

こういったものは基地の撤去以外は方法はない

んだろうなということに、本村議会は結論に達

したというふうに私は思っております。中には

よいアメリカ兵もいるとかという発言をする方

もいます。そういった話を聞くと、それでは悪

いアメリカ兵はどこにいるのかということを逆

に聞きたくなります。そういった見分け方があ

るのかというのも聞きたくなりますし、本当に

こういった発言をすることは、くだらないよう

なコメントだというふうに思います。こういっ

た事件があるたびに、本当に沖縄の人たちは心

を痛めて、声も失ってしまうというような状況

であります。そういった中で、今月の19日には

奥武山陸上競技場で被害者を追悼しながら、こ

の蛮行を糾弾するという県民大会が開催されま

す。そういったところに私たちも参加をする予

定でありますが、ちょっと質問をまた進めさせ

ていただきますが、この軍人・軍属の子供たち

が公立の幼稚園、小学校、中学校等に通園・通

学する希望があれば可能なのかどうなのかをお

伺いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 
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○教育総務課長 名幸 孝 お答えいたします。 

 外人登録がない場合でも、申請があれば村立

の学校に通うことは可能であります。しかし、

中城村には今現在そういう方はいらっしゃいま

せん。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 可能という答弁をい

ただきましたが、これも幸いと言っていいのか

どうなのかわかりませんが、本村にはいないと。

私の知人の議員の読谷村では、そういった状況

があるということを伺っております。ですから、

割に我々の身近に米軍は存在していながら、事

件の抑止といいますか、防犯については非常に

政府も手をこまねいているし、また、真剣にや

ろうとしないという状態に追い込まれているよ

うであります。そういった意味では、かつて沖

縄では終戦後、自警団による自主防犯体制を

とって、自分たちで身を守るというような活動

をされたということを、よく先輩方から聞きま

す。今日においても、ある意味沖縄では自警団

的な、自主的な防犯体制をとる必要に迫られて

きたのかなというふうに日々、実感しておりま

す。特に、本村は海岸線とか南上原の歴史の道

周辺では、ウオーキングをする方々も見受けら

れます。今回の事件もウオーキング中に、先ほ

ど言いましたとおり起こった事件でありまして、

本村においてもそういった類似の犯罪に巻き込

まれないかなというふうに気にもなりますけど、

ウオーキングをやめなさいとも言えないし、こ

の辺が非常にジレンマでありまして本村では、

地方自治体では、この事件に対して、ただ単に

手をこまねいているだけでも済まないと思いま

すので、ぜひ独自調査というのをもう一度、ど

のような体制といいますか、調査方法でするこ

とが可能なのかをお伺いします。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 先ほどの答弁で、独自調査につきましては住

民の安心・安全の確保として、村としてどのよ

うなことができるか、今後検討したいというよ

うなことで答弁をいたしました。ところが、ど

ういった方法で調査ができるのかということも

今、わかりかねております。今考えられるのは、

米軍人・軍属、みずからこちらのほうでそうい

う申し出をするということ以外の方法があるの

かどうか。その辺もまだわかっておりませんの

で、どのようなことができるかということの具

体的な答弁は、この場ではちょっとできないと

考えております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 ぜひこの辺は県とも

調整しながら、これは自分たちの身は自分で守

るというような状況に、ある意味追い込まれて

いる部分があろうかと思いますので、法律の縛

りがないのであれば、目視で確認していく方法

が一番ベターかなと思ったりはするのですけれ

ども。以前にたしか、ごみ収集をするときに目

視で確認しているというようなお話も聞いたの

ですけれども、そういった手法というのは今後

も続けられるかどうかを確認したいんですけど。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 御質問の中で、過去の調査の方法というふう

なことの御発言がございましたけれども、今、

逆にそういうふうなことをやった場合に、米軍

人・軍属、あるいは家族の人権的、あるいは倫

理上、そういう問題が発生してくる可能性が出

てくると思っております。非常に難しい問題で

あると認識をしております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 これは何か公開した

ら法律に触れる部分がどこかあるのですか。根

拠法があるのですか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 公開という前にですね、実は調査をする上で、
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人権上そういうことが可能かどうかというのは

まだ調査をしておりません。ですから、どうい

うふうなことができるのかを今後検討したいと

いうふうなことでございます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 これ、人権上と言い

ましたけれども、我々も人権がかかっているん

ですね。村民の命というのも人権がかかってい

るからこそ、こういった質問を私も取り上げて

いるのでありまして、米軍人の所在を明かす程

度の人権であれば、大したことはないのではな

いかと思います。我々、ゼンリンの地図にも

ちゃんと明記されています。我々は住民登録さ

れていますから、閲覧しようと思えば選挙人名

簿もしっかりと閲覧できて、私たちの名前とか

住所とか、家族構成なども調べることは十分可

能なんです。それは人権上の問題ではなくて、

十分公開できるような範囲内でありますし、米

軍人が特別扱いするという意味はどこにもない

んじゃないかと思いますし、細かく詳細に名前

とか、そういったものまで明かしていきなさい

ということではなくて、数的な問題とか、おお

よそどの辺に住んでいるというのがわかるぐら

いでも明かせるんじゃないかなと思いますし、

せめて先ほどいいましたホームページに、この

93名は中城村に住んでいるよということを村民

に知らしめるというようなこととか、広報紙の

中で、村民に軍人・軍属は中城村内にもこれだ

けいるよと。Ｙナンバーの車両も、もし調べら

れるのであれば、これだけ走っているよという

ことを常に公開していって、米軍は戦略上、

ローテーションを組んで移動していきますので、

その数字は定期的に動くとは思います。そう

いったものも含めて、より詳細に公開できる分

は公開していって、住民の安心・安全を図って

いくということに努めていくのは、これは地方

自治体でしかできないかなと思っています。国

がやらないんですから。多分、外務省でも専門

の書物を読んでみますと、日本にアメリカ人が

何名いるのか誰も知らないと言われています。

特に、この軍人については全くわからない。米

軍に照会して初めて、米軍からの回答を待って

その数字が明らかになる。それがまことなのか

うそなのかも、全く誰も調べるすべがない。う

のみにして、その数字を確認したものを日本政

府、あるいはまたそういった機関が発表してい

るにすぎないんです。そういった意味からすれ

ば、人海戦術を交えてでもいいですから、今後

より村民がわかりやすく、この数字であるとか

所在の場所というのを特定できるぐらいのこと

までやらないと命は守れないんじゃないかなと

思います。そういったところをぜひやっていた

だきたいと思いますが、もう一度その点につい

て、どう考えるかをお伺いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 先ほどの一番最初の御質問で、何名が中城村

内に住んでいるかという程度の公表はすべきだ

ということですけれども、こちらのほうで把握

している数が、どこどこに何名、どこどこに何

名ということではなくて、中城村内に、例えば

平成23年度であれば93名の居住者がいるという

ことの情報を防衛省がこれまでは流しておりま

した。そういうことで把握している数について

はホームページ等で公表するのは特に差し支え

ないということで考えております。ただ、もう

少し細かい内容で、議員が御質問をしている、

どこに誰々がまでではなくても、何名ぐらいが

住んでいるというふうなことになりますと、こ

れはやはり先ほど村長も答弁をいたしましたが、

日米地位協定の抜本的改定がない限りは、そう

いうことは無理なのかなということで考えてお

ります。日米地位協定におきましては、第９条

において米軍人・軍属の出入国がありまして、

外国人登録が適用されないという条項がござい

ますので、こういうところの改正ができれば、
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村内においてもどこどこに誰々が住んでいると

いう情報の確認はできるものと考えております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 私はちょっと違うの

ではないかなと思っているんですけど、地位協

定とかとは関係なく、この家にはこの人たちが

住んでいるよというのをオープンにするという

のは、そんなに難しい問題ではない。我々もゼ

ンリンの地図には載っているんですよね、先ほ

どから言うように。ここには米軍人が住んでい

る家だよというのがわかるのは、至極簡単じゃ

ないかと思うんですね。もちろん時間はかかる

かもしれません。それを公開したら、何か罰則

があるんですか。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１４時４４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時４５分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 罰則規定については、詳細には把握しており

ません。一番最初の答弁に戻りますけれども、

住民の安心・安全の確保のために、村としてど

のようなことができるのかを今後検討したいと

考えております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 どのようなことが検

討できるか考えたいということですけれども、

だから私はそれを提案しているつもりなんです

けれども、もう１つ、角度を変えて聞きますけ

れども、私が団体を組織して１軒１軒を調査し

て、それを公表したら何か罰則がありますか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 その辺のところは承知しておりません。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 多分ないと思います。

日本の法律が及ばないから、逆に言えば、そう

いったところを、我々も逆を逆手にとって、や

るべきときは、こういった形でやる必要がある

んじゃないかなと思います。これぐらいの怒り

があるということを私は言っているのです。本

来であれば、何名家族で家族構成まで全てオー

プンにしようが、日本の個人情報保護法にも私

は引っかからないんじゃないかなと思いますが、

これぐらいのことをやって初めて、この米軍人

は目覚めるかなと思っています。そして米軍は、

実際はＩＤカードというのがあって、しっかり

と身分は特定されているんです。世界中どこに

行こうが、このＩＤカードの番号を詳細に知り

得れば、犯罪で逃げても、地球上どこにいても

見つけることができるというぐらい、身分が特

定されやすいというふうに逆に言われているん

です。そういったところからすれば、ぜひ県と

も調整しながら、住民登録ができないのであれ

ば、このＩＤカードの詳細を我々市町村の行政

にも提示するようにということを求めてもいい

んじゃないかなと思いますけれども、この辺の

考えはないか。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１４時４９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時５０分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 先ほど、村としてどのようなことができるか

どうかを検討するということで答弁をいたしま

したけれども、さらには近隣市町村、あるいは

沖縄県を含めまして、どういうふうなことがで

きるのか、どこまでができるのかということも

問い合わせをしながら検討していきたいと考え

ております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 それでは、まとめて
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いきたいと思います。今回の事件をもう一度古

帰りながら、私がとり得上げたことを述べさせ

ていただきますが、今回のこの事件は、まず繁

華街で米兵が酒を飲んで酔っ払って犯した事件

とも異質ですよね。違いますよね。そして基地

内に住んでいるような、あるいは独身の兵士が

起こしたような事件とも違います。民間地域に

普通に住んでいる軍属が犯した、しかも酒に

酔ってとかではなくて、車を運転しながら用意

周到準備をして襲うというようなことで起こっ

た事件。繁華街でもなく民間の普通のウオーキ

ングコースのようなところで起こった事件とい

うことからすれば、私たち中城村にも非常に環

境的には似たような状況が想定できるのではな

いかなと思います。やはり、こういった自分た

ちの住む地域で類似するような事件が起こりか

ねないかなということを想定しながら、この事

件のことを考えて、こういったものをいかにし

たら抑止できるのかということも含めての目線

から考えて、講じていかなければならないとい

うことで、私はこの問題を提起してきました。

ぜひ今後、県とかそういった関係機関と連携し

ながら、周辺自治体とも連携しながら、一歩踏

み込んだ対策を講じていただきたいということ

を要望いたしまして、私の一般質問を終わりま

す。 

○議長 與那覇朝輝 以上で新垣博正議員の一

般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会します。御苦労さまでした。 

  散 会（１４時５３分） 
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○議長 與那覇朝輝 皆さん、おはようござい

ます。 

 それでは、これから本日の会議を開きます。 

  （１０時００分） 

 休憩します。 

休 憩（１０時００分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時０１分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問時間は答弁を含めず30分以内とします。 

 それでは通告書の順番に従って発言を許しま

す。 

 最初に、石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 皆さん、おはようござ

います。石原昌雄、一般質問を行います。 

 その前に浜田村長におかれましては、３期目

の当選、おめでとうございます。そして２人の

村議の皆さんにもお祝い申し上げます。ともに

頑張っていきましょう。 

 それでは、通告書にのっとって質問をさせて

いただきます。大枠１番、浜田村長３期目の具

体的政策についてお願いします。これまでの実

績が認められ、引き続き村政を経営することに

期待をしながら質問します。①ハード事業は２

期間でいろいろとなされてきたが、新たな構想

がありますか。例えば住宅政策、また道路網の

充実は、どう取り組んでいかれるのか。②ソフ

ト事業においても新たな構想がありましら、お

願いします。それも、例えば社会福祉の施策で

は貧困の課題や、障害者福祉の課題について、

どう取り組んでいかれるかをお願いします。 

 大枠２番、公共施設の維持管理について。吉

の浦公園に老朽化した施設があるが、今後の修

繕や再建設計画がありますか。①野球場ダッグ

アウトベンチ。② テニスコートのフェンス。

答弁よろしくお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 石原昌雄議員の御質問にお

答えいたします。 

 大枠１番につきましては、私のほうで後ほど

所見を述べさせていただきます。大枠２番につ

きましては、都市建設課のほうでお答えをさせ

ていただきます。 

 私のほうで、御質問にあります３期目の具体

的な政策ということでございます。ハード面で

どういうものがあるかという、まず御質問です

が、住宅政策、道路等、これは御承知のとおり、

大型ＭＩＣＥの誘致に成功いたしまして、今後、

本村の南側から大きく土地利用の見直しがなさ

れる予定でございます。それに伴って我々も、

そのまちづくりも含めて、道路も国道329号バ

イパスの延伸など、いろんな課題はございます

けれども、非常に夢が広がっていくものだと期

待をしておりますし、何と言いましてもコンベ

ンションセンターの８倍の箱物が建設されるわ

けですから、それに向けの大いなる期待をいた

しているところでございます。細かいことで、

本村だけのことを、お話をさせていただきます

と、３期目には、今、庁舎建設、今議会でもい

ろいろ御質問が出ていますけれども、庁舎建設

が始まりますと、早速取り次ぎに取りかからな

いといけないものがプール建設でございます。

この庁舎もそこからなくなるわけですから、こ

れは決定していることでございますので、隣接

する中学校のプール、この中学校のプールとい

うだけの位置づけではなくて、村民プール的な

部分まで、少し目を広げた形で芽出しをしてい

きたいなと思っております。 

 それと、これは①に関連しますので、ソフト

事業の中に入ってくるかもしれませんが、子育

て支援の充実は当然のごとくやっていきますけ

れども、南上原に児童館の建設ができないもの

かどうか、現在模索中でございます。御承知の

とおり、あの著しい人口増加に伴いまして、や

はり下地区には児童館が１つありますけれども、
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上地区にも１つ必要になってくるものだろうと。

これは、ただ場所の選定とか、いろんなハード

ルがございますけれども、それも喫緊の課題と

して取り組んでいきたいなと思っております。 

 あとは福祉政策、その他、子どもの貧困の問

題、これも議員も御承知のとおり、積極的に

我々が入っていって、現状の把握と、それとど

ういうニーズがあるのか、しっかりと見極めな

がら、そこの部分については常に情報を収集し

ながら、しっかりやっていきたいなと思ってお

ります。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 改めまして、おは

ようございます。石原昌雄議員の大枠２につい

て、お答えします。 

 指摘の２施設について、国庫事業である公園

施設長寿命化対策支援事業の活用を考えており、

平成29年度に施設更新の要望を行っています。

県の予算措置ができた上での話になりますが、

対象事業費3,000万円以上に対し、２分の１補

助になるので、財政との調整が必要になってき

ますので、今年度でその辺も調整しながら、

やっていきたいと思います。また、ベンチにつ

いては、柱の腐食が大分進んでいますので、生

涯学習課のほうで遅くても７月までには撤去す

る予定です。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 答弁ありがとうござい

ました。再質問をさせていただきます。 

 今、村長のほうから答弁がありましたように、

今回、大型ＭＩＣＥの決定ということで、いろ

んな形での作業というか、やれることがどんど

ん出てくるというふうに期待しております。そ

の中では、道路網も含めて、土地利用も含めて、

たくさんの希望を持った施策が展開されること

を期待しております。 

 そのほかに、少しずつ政策の策定について質

問をさせていただきます。特に住宅政策につい

て少しお聞きします。現在、津覇小学校、ある

いは中城小学校の児童生徒数が少ない状況とい

うことで、以前から懸念されていることではあ

るんですけれども、その大きな要因として若い

世代、特に結婚していくと、夫婦が同地区にと

どまることが少ないという状況があらわれてい

ると思います。こういうような住宅事情の解消

に向けて、具体的な方策がありましたら、お願

いします。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 住宅政策については、那覇広域都市計画区域

の中で、中城村は92％が市街化調整区域ですの

で、もしやるとしたら市街化区域の編入を行う

必要があります。先ほども村長が答弁したとお

り、ＭＩＣＥが決定し西原町から南浜地区の市

街化区域の見直しが出てくると思います。南部

国道事務所との協議の中では、平成28年に西原

バイパス計画が決定し土地利用の見直しが必要

となり、今後協議を行っていきます。その辺が

できないことには、すぐ住宅政策というのは、

できないんじゃないかなと思っています。 

 金城議員からあったように、もし地域でやる

のであれば、地域で地区計画を設定して、それ

を地権者でみずからやるというのであれば、住

宅政策も可能かなと思っています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 そのようにＭＩＣＥと

の関連もしながら、さっきのことを今のうちか

ら取り組まれていくと、土地利用の見直しとか

も、その時期になると、的を射た政策になると

思いますので、それでまた頑張ってほしいと思

います。 

 また、もう一つは都市計画の条項の中でも、

きのう、おとといもありましたように、都計法

の第34条の緩和策等々もあるんですけれども、

そこら辺の周知もですね、やっぱり村民という

のは１回や２回の通知では十分情報を得ること
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ができていないように思われますので、タイミ

ングを見てお願いしていきたいと思っています。 

 南上原地域の人口増を見ていると、特にア

パートが多くなっているのが、その大きな役割

を果たしていると思います。村内の下地区での

アパートのあっせんも、やっぱり人口対策とし

ては必要になると思います。一戸建て住宅をつ

くるには、若い世代ではちょっと早いと。です

から、そういうふうな部分でのあっせんも必要

かと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 市街化調整区域は全部が開発行為になってき

ますので、昭和49年８月１日以前からの宅地で

あれば、アパートは可能です。ただ、それ以降

に住宅を建築した場合は、アパートは今現在、

今の法律では建築確認はおりませんので、その

辺がですね、法律改正、国の法律が変わらない

限り、アパート政策はできないと思っています。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 どっちにしても、若い

世代がとどまりやすい状況づくりというのが、

今の中城村の課題じゃないかなと思います。若

い世代が、すぐに開発許可を得て住宅をつくる

には、やっぱりそれなりの時間を要するものと

思います。 

 こういう住宅事情の厳しい本村の調整区域で

は、いろんな形で関係している部署で情報を共

有しながら、取り組んでほしいというふうに思

います。その中で、できる方向に向けて可能性

を諦めないで頑張ってほしいと思います。 

 それでまた実際に土地利用の部分もあるんで

すけど、土地改良区においても、あるいはその

周辺の農地、あるいは雑種地等々においても住

宅計画が可能なのかどうか。あと、その土地利

用の見直しについて、また計画があったらお願

いします。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 本村の土地改良地区内の農地は、ほぼ全域が

農振農用地となっております。農地法において

は、いわゆるこの土地改良区の農地といいます

のは、10ヘクタール以上の集団農地で第一種農

地と区分されておりまして、住宅等への転用は

農地法上、原則不許可となっております。 

 ただし、例えば集団農地の縁辺部とか、あと

集落に接続する部分とか、あと接道に上下水道

等が整備されているような条件であれば、農振

法からの除外も検討されて、農地転用も可能に

なるかと思います。 

 あと、その他のその周辺の農地といいますの

は、大体小集団の農地が大部分ですので、その

辺の農地に関しましては都計法とか、いろいろ

他法令の許可の見込みがあれば、転用について

も可能となると思います。 

 あと、今後の土地利用についてですけれども、

今、我々農林水産課のほうでは農業振興地域整

備計画の見直しを今年度から実施の予定をして

おります。それで今後、やはり農業振興の立場

からすると、やはり優良農地も確保しながら、

営農環境を守りながら、住宅需要に対して、動

向に対しても調和を図りながら進めていくべき

だろうと思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 そうですね。確かに農

振農用地という部分については、極めて厳しい

状況だと思うんですけれども、見直しの時期と

か、あるいはそういうふうに住宅地に隣接する

地域とか、一般的に考えても、そこら辺から開

発許可とか、転用申請とかあれば、許可される

かと思うんですけれども、そういうふうな状況

も、やっぱり常に発信していかないと、村内の

人はなかなか住宅を建てても、どこだったらい
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いか、どこら辺は許可されているかという情報

が、実際には見えてこないと。そういう住宅事

情等々の相談を、大きく窓口を開けてですね、

都建課の開発とか、農業委員会、あるいは農林

水産課あたりも一緒になって、土地利用の改善

に向けて一緒にやってほしいというふうに思っ

ています。 

 そういうふうに農業では、農業後継者の拡大

とか、あるいは定住化に向けての施策、あるい

は今あったように、人口の計画的、あるいはバ

ランスのとれた開発、住宅政策を関係機関で進

めていってほしいと要望しておきます。 

 次に、道路網の充実について、少しだけ質問

させていただきます。現在、県道29号線の渋滞

があるんですけれども、その渋滞の解消につい

て、何か方策とかありましたらお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 県道29号線については、何名かの議員からも

質問がありますけど、中部土木事務所のほうに

も、今、管理は県のほうでやっていますので、

この辺の拡張工事の要請は行っています。 

 ただし、今、南上原の換地処分が終わらなく

て、登記簿がまだできない段階で４車線とか、

拡幅というのは、換地処分が終わって後からの

話になってきますので、あと３年後になるん

じゃないかなと思っています。 

 いずれにしろ県のほうとは、土建部との行政

懇談会の中でも、県道29号線の拡幅については

提起していますので、その辺で解消できるん

じゃないかなと思っています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 そうですね、区画整理

の進行中の場所であるので。県の事業で西原町

の坂田から上原地区まで進んでいるようですけ

ど、その状況も、情報としては入っております

か。もうちょっと詳しくお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 県道29号線は上原交差点まで４車線で計画し

て、今、キリ短の下あたりまではできてですね、

あとは上原交差点まで４車線で、それからは中

城村の南上原の県道29号線に入ってくるという

ことで、ますます渋滞も懸念されるとは思って

います。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 渋滞のほうは、どっち

かというと那覇市向けの渋滞がやっぱり気にな

るところで、向こうのほうが４車線になると、

若干は、少し期待しながらよくなるかと思うん

ですけれども。 

 あと、次は県道32号線、長田方面の渋滞につ

いても関連してお聞きしますけど、今後の東西

道路計画についても、一緒にこの解消方法につ

いて何か考えがありましたら、お願いします。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 県道32号線の渋滞は、冨濱橋を過ぎて琉大の

北口に左折して行くと、その部分で大分渋滞を

して南上原の山内原で込んでいます。その辺は

右折だまり、左折だまりは宜野湾市のほうで、

県のほうに、要請しないことには解消できない

かなと思っています。 

 新しい道路計画については、今の普天間基地

の基地が返還された後にはしご道路の計画はあ

りますけど、ただこれもあと何十年になるか、

返還後の話ですので、新しい道の計画は今のと

ころはございません。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 県道32号線については、

宜野湾市との絡みでそういうふうにあるんです

けれども、今の普天間基地との兼ね合いを待っ

ていくと、一つの時代が終わってしまうのでは

ないかと思うので。ただ、今言っている右折だ

まりとか、そういう部分についてはやっぱり村

からも県のほうにぜひ要望を出されて、今回ま
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た村から県議も出ましたので、タイアップしな

がら村のほうにメリットが、可能な分を伝えて

ほしいというふうにお願いします。 

 あとは、道路網の充実については、生活基盤

の中で最も重要な課題というふうに認識してい

ます。そのために地域の発展とか、活性化とい

うのは、道路整備に期待できると。中城村のよ

うな地形では、上地区と下地区との交通の利便

性の確保がさらに重要というふうに思います。 

 今日の車社会において、その点に最も重要性

を感じておりますけれども、今後、この東西線

の本数は、今、何本かあるんですけど、担当課

としては、あと何本ぐらいは必要と思われます

か。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 東西南北の道は、県道・国道が走っています

けど、中南部都市圏の跡地利用広域構想の計画

の中でも、今、東西線は大山から津覇あたりま

でのトンネル方式で１本は入っています。あと

は、普天間からのはしご道路３本は計画されて

いますけど、これも、まだ具体化には時間がか

かると思います。何本というのは、私の個人的

な意見というのはできないんじゃないかなと

思っています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 そういう返還、あるい

は宜野湾市の計画も合わせてですけど、やっぱ

り中城村でも常にあとどれぐらいの必要という

部分は、お互いの中で認識しながら何本やって

いこうとか、そうしないと、なかなか次から次

へというわけにはいかないと思いますので、次

の計画が来たときに、ぜひそこの分も加えて

いってほしいと思います。 

 次に、ソフト事業についてお伺いしますけれ

ども、福祉政策の中で障がい者への支援をどう

考えているかについてですけれども、現在、村

の社協を中心に老人センターで進めている事業

が幾つかあるんですけれども、今後、新たな計

画もありましたら、お願いします。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 新しい事業ということではないんですけれど

も、今、行っている事業で障がい者の方々が、

その方々に見合ったサービスが受けられ充実で

きるようにしっかり取り組んでいきたいと思い

ます。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 確かに今の事業でも結

構進められていると思います。その中身の濃さ

もお願いしながら、また時機が来たらどんどん

新しいことも提案してほしいと思います。 

 その中で、障がい者支援団体への助成も行わ

れているということであるんですけれども、近

年、補助金が大幅に削減された経緯があります。

活動をバックアップする方法としては、こうい

う補助金の増額とか、あるいは団体組織への指

導や支援、そういうのが必要であるんですけれ

ども、そこら辺の計画がありますか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 福祉課の管轄の団体補助金に関しましては、

現在、大きくは減額された補助団体はありませ

ん。その団体の実績報告、繰越金がないか補助

している状況であります。今年度は、障害者団

体ではなく、老人連合会に対しては新しい取り

組みということで、補助金の増額をしています。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 各種団体については、

活動を展開しながら、その活発化すればするほ

ど活動費が必要になると思います。それでもま

た今後も支援をお願いしていきたいと考えます。 

 そして、子育て支援の施策の中でも障がい

児・障がい者への支援も当然入ってくるんです

けれども、村民みんなで支え合うためにも、こ

ういう団体の支援を積極的にやっていかなけれ
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ばいけないと思います。 

 そこで、村長からも今後こういう障がい者支

援等々について、所見をお聞き願えれば、お願

いします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 御承知のとおり、これまでも最優先事項とい

う考え方で施策を打ってきましたけれども、こ

れからも当然、そういう組織の方々と話す機会

は割とあるものですからも、今、何が必要なの

か、何を望んでいるのか、ニーズに応えていく

という形で積極的にコミュニケーションをとり

ながら、その施策の部分部分を実現できるよう

に頑張っていきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 ぜひ、そういう支援の

部分も、村長も一生懸命やってくれたらという

ふうに思います。 

 あと、貧困の課題でありますけれども、本村

の実態調査が必要と思慮されていますけれども、

その計画はありますか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 内閣府の10分の10の補助事業を実施し、福祉

課に子育て対策支援員を配置しています。教育

委員会の就学支援名簿をもとに基準以下世帯に

絞りまして、その世帯の保護者への訪問をし、

現在、５名の子供たちが生涯学習課が実施する

子供の居場所づくりへ通所している状況であり

ます。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 貧困については、いっ

ぱい課題がありすぎて、今は福祉課がメーンと

なってやっているところだと思うんですけれど

も、あとやっぱり教育委員会も含めて分野が広

がっていくと思うので、各課のほうで情報を

いっぱい集めて、ともに対応しながら取り組み

を進めてほしいと思います。 

 あと、大枠２番のほうについてであります。

都市建設課長からもお答えがありましたように、

平成29年度をめどに要望、計画ということであ

ります。ぜひ早目に実現できればというふうに

思っています。 

 また、ほかの公共施設においても、やっぱり

そういう部分が、その都度出てくるかと思うん

ですけれども、その分についても施設を管理す

る関係課との情報交換といいますか、そういう

のを密にやって、この改修が早目に進むように、

そしてそういう状況をもとに早目の予算措置を

しなければ対処していけないものだと思います

ので、共同して調査のほうもよろしくお願いし

たいというふうに思います。 

 吉の浦公園内においては、今の状況は施設が

充実していることに利用者がふえ、私も大変す

ばらしいことだと思っています。引き続き頑

張ってください。以上で、一般質問を終わりま

す。 

○議長 與那覇朝輝 以上で、石原昌雄議員の

一般質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１０時３７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時４８分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 続いて新垣貞則議員の一般質問を許します。 

○６番 新垣貞則議員 それでは、通告書に基

づいて、６番 新垣貞則、一般質問を行います。 

 大枠１番、久場地区の施設整備について。①

公民館前の国道排水路及び賀武道線排水路の改

善について。②久場地区拝所の説明板の設置に

ついて。③第１児童公園の公衆トイレの設置に

ついて。 

 大枠２番です。中城中学校の施設整備につい

て。①中城中学校、吉の浦線の交通安全対策は。

②洋式トイレ及び防犯カメラの設置、砂場・体

育館等の修繕について。③プール整備の計画は。 
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 続きまして大枠３番です。子どもの貧困の解

決への取り組みについて。①乳幼児期への取り

組みは。②就学援助制度の充実を図るには。③

子ども食堂・無料塾とは。④子どもの貧困の解

決への取り組みは。以上、簡潔な答弁をお願い

いたします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 新垣貞則の御質問にお答え

いたします。 

 大枠１番につきましては、都市建設課と教育

委員会のほうでお答えいたします。大枠２番に

つきましては、教育委員会のほうでお答えいた

します。大枠３番につきましては、福祉課と教

育委員会のほうでお答えをいたします。私のほ

うでは、本議会でも数々御質問があります子ど

もの貧困の対策についてでございますけれども、

先ほどの石原議員でもお話がありました、大変

大事なのが、やはりその状況の把握でございま

して、子供たちが今どういう状況下に置かれて

いるのか。あるいはまた、その家庭が一体何を

必要としているのかも含めて、しっかり支援員

のほうでその情報の把握に努め、その情報の量

が間違いなく仕事の質を決めていきますので、

しっかり情報の量を把握していくように指導し

ているところでございますし、また、それにつ

れて解決策を見出していっているところでござ

います。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 新垣貞則議員の御質問、

大枠１の②と大枠２の①については、私から答

えます。大枠２の②③と、大枠３の②について

は教育総務課長から答えさせます。 

 大枠１の②、現在、村内にある拝所は、古い

文献などに掲載され、字で昔から拝まれている

拝所や個人で設置した拝所などがございます。

久場地区内の拝所につきましては、誰が、いつ、

どういった経緯で、どの場所に建立されたのか

など、十分な詳細調査がなされていないのが現

状でございます。そのため、現在、沖縄特別振

興推進事業を活用して、拝所のみならず、村内

文化財の悉皆調査を字単位で順次実施している

ところでございます。現在、村内拝所の説明板

の設置状況につきましては、国指定文化財であ

ります中城ハンタ道に関連した説明板と、県指

定文化財の安里の寺のみの設置となっておりま

す。いずれも、国・県の文化財指定を受けてい

ることにより、補助事業を活用した設置となっ

ております。説明板の設置については、厳しい

財政状況でございますので、まずは悉皆調査を

実施した後、地域内において重要性の高いもの

を村指定文化財として指定を行い、村指定を受

けたものについて補助メニューを活用して、順

次検討をしてまいりたいと考えております。 

 大枠２の①、吉の浦線の交通安全対策は、校

門前で朝の挨拶運動を兼ねながら、教職員が指

導を行っております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 新垣貞則議員の大

枠１、①と③についてお答えします。 

 ①については、久場自治会長より同様の要望

をいただき、平成28年５月30日付で既に回答済

みですが、賀武道線沿いの側溝について、緊急

性はないため一般財源での整備となることから、

早期の整備は厳しいと判断しております。排水

機能改善の一つとして、賀武道線沿いからの排

水流末である我部祖河そば横を通る法定外道路

沿い排水路に土砂の滞留が見られたため、先月

中旬にしゅんせつを行っております。国道沿い

の排水路については、南部国道事務所と協議し

ている状況です。 

 ③については、平成２８年３月定例会でも新

垣徳正議員からも質問がありました。新設トイ

レの補助事業が、当公園のような街区公園は該

当しませんので、設置は困難であると答弁しま

した。さらに、この件については自治会からも

要請がありましたが、財源確保が厳しい状況で
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あることを回答してありますので、ご理解をい

ただきたいと思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それでは、お答え

いたします。 

 大枠２番の②です。洋式トイレ、防犯カメラ

の設置、砂場・体育館の修繕事業は、補助事業

がありません。そのために、村単費の工事とな

ります。そのことから、学校側と調整をし、優

先順位を決めて工事をとり行っていきたいと考

えているところでございます。 

 続きまして③です。プールの建設ですけど、

プールの建設計画は、現在の学校敷地では敷地

が狭く、新たな建設敷地の確保が必要と考えて

おります。現在のところ、役場庁舎の移転の計

画がありますので、跡地をプール建設の候補と

して考えているところであります。 

 続きまして、大枠３の②です。就学援助制度

についてですけど、就学援助制度につきまして

は、本年度、平成28年度は補助率を国基準並み

の100％としております。また、申請がこれま

で学校のみの申請となっておりましたが、平成

28年度からは教育委員会・学校いずれかで申請

ができるようにしております。また、これまで

各家庭への通知は説明文のみの配布しておりま

した。説明文を見まして、学校で申請書を受け

取って、それで申請となっておりましたけど、

今年度より説明文と申請書を同時に配布するこ

とにより、１回ですぐ申請することができるよ

うになっております。以上であります。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 大枠３の①、乳幼児期の取り組みについては、

母子及び父子家庭等医療費助成、ひとり親家庭

学童クラブ利用料助成、ひとり親家庭認可外保

育施設利用料補助事業を行っています。また、

生活保護世帯、母子世帯については、保育料の

軽減を実施しています。 

 ③、子ども食堂とは、経済的に困窮している

世帯等の子供たちに食事を提供する事業であり

ます。無料塾とは、学習が必要な子供たちに学

習の場所を提供し、学習の支援を行うことであ

ります。 

 ④、子どもの貧困対策事業としまして、教育

総務課、生涯学習課、福祉課の３課で事業に取

り組んでいます。福祉課では、支援員が貧困世

帯の子供を掘り起こし、家庭訪問を行い、居場

所事業につなげて食事の提供、学習支援、生活

指導を実施しています。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１０時５９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時５９分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 それでは、大枠１番か

ら順に質問します。 

 公民館前の国道排水路及び賀武道線排水路の

改善について、質問します。久場公民館前は、

毎回大雨のたびに賀武道線から国道に流れる排

水路の上流からの雨水で、公民館の道路が冠水

で氾濫しています。また、中通りの住宅側の道

路にも雨水が氾濫し、生活に支障を来していま

す。村道賀武道線の排水路対策として国道から

40メートル間、公民館の排水路は、容量が小さ

いので雨水が氾濫しています。その排水路の容

量を大きくする考えはないでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 今の公民館の前の排水、30センチの排水が

入っていますけど、確かに大雨のときは、上の

ほうからの水も全部流れてくるものですから、

氾濫するのは大雨のときによくあります。ただ、

その整備事業が、補助事業がないものですから、

単費事業で施工することから財政が厳しいとい

うような状況ですので、すぐにはできない状況
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です。 

 それと、平日の雨では、そこまでの氾濫はな

いものですから、緊急性がないというふうに、

うちの担当課のほうでは判断しています。以上

です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 次に、国道側ですけど

国道329号、公民館側の排水路の片側が閉じて

いるため、排水能力が低下し、毎回大雨のたび

に雨水が氾濫し、公民館側の道路が泥まみれに

なります。公民館側の道路を、雨水が氾濫して

いる現状を改善する対策として、国道側排水路

の片側を閉じているため、排水能力が低下して

います。約14メートルを開通することによって、

国道南側の排水路氾濫も改善されます。約14

メートルを開通する考えはないでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 公民館前の交差点の排水路、これは国道が排

水路を施工してあるんですけど、いきさつは

ちょっとわからないんですけど、一部、賀武道

線の排水が整備されていない部分を確認してい

ますので、南部国道事務所と協議を行って、今

後どこがやるか、村でやるのか。今、管理は南

部国道事務所になっていますので、その辺の管

理区分を決定してから改善すればですね、上の

賀武道線から入る水もここに落とせば、改善で

きると思います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 ただいま、都市建設課

長からありましたように、久場地区の施設の整

備はそういった課題があります。村道の排水路、

容量を大きくして、国道側の排水路を改善する

ことで、豪雨による氾濫も緩和できます。排水

路の容量を大きくする。国道南側の排水路の約

14メートルを開通して、対策をやったら、排水

がスムーズに行くと思っています。 

 先ほど都市建設課長からありましたように、

我部祖河そばの水路ですね、土砂を取り除いた

おかげで大分きれいになっています。現場を確

認しましたので。今のところスムーズに行って

いますけど、また雨が降った場合に、多分詰ま

るかなと思っています。そういった対策も、ぜ

ひやられてください。 

 続きまして、②です。久場区拝所説明板設置

について質問します。久場区において、現在受

け継がれている集落祭祀は、ハチウガン（旧暦

１月15日）ですね。それからシマクラサラシ

（旧暦２月１月）。５月ウマチー（旧暦５月15

日）。６月ウマチー（旧暦６月15日）。それから

タントゥィナー（新暦11月７日）の５行事があ

ります。区民の繁栄と安全、健康祈願として拝

所の拝みなどを実施しています。トゥンナーは

久場の発祥地とされ、「琉球国由来記」、１７１

３年には稲穂祭がされたと伝えられています。

ウフガーは、この湧き水は、水量は多くないが、

今日なお枯れることなく湧き水が出ております。

先人たちの生活を知ることができる数少ない史

跡の一つであります。タントゥィナーは、戦前

は岩の南側に砂場があり、青年たちが相撲を

とったり、また近くには馬などを浴びせるクム

イがあり、農耕の帰りなど、よく利用されたと

言われています。こういった久場区の拝所を、

村の文化財を受ける手続は、どのような方法が

ありますか。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長 金城 勉。 

○生涯学習課長 金城 勉 お答えいたします。 

 村の文化財の指定につきましては、文化財保

護法並び中城村文化財保護条例に基づき、村内

に存する文化財について、村の教育委員会にて

指定をいたします。指定に当たっては、中城村

文化財保護審議会に諮問をいたしますが、諮問

を受けました審議会におきまして調査研究を行

い、村の文化財としての重要性を考慮して指定

をすることとなっております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 
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○６番 新垣貞則議員 久場区では、本土の高

校生、民泊で修学旅行生を毎年15名程度、年２

回受け入れています。修学旅行生や久場の子供

たち、夏休みを活用して親子で拝所めぐりなど

を実施して、久場区の歴史、学習などを実施す

る。修学旅行生や久場の子供たちに久場区の文

化財や歴史を知ってもらうためには、説明板が

必要です。一括交付金等、そういった交付金等

で説明板を設置する考えはないでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長 金城 勉。 

○生涯学習課長 金城 勉 お答えいたします。 

 議員の御意見のとおり、必要性については十

分御意見も理解できます。しかし、一括交付金

を活用できる前提としまして、最低でも村の文

化財指定を受けないと、実施は困難であると考

えます。そのためには、村の指定を受けた後に

活用を検討していきたいと考えております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 久場区の拝所とか、資

料等がありますので、そういった資料をもとに

文化財、保護審議会に上げてですね、文化財に

指定できるのか。今後、申請書を出しますので、

検討方お願いします 

 先ほど、補助メニューがないということです

ので、できたらこういったものは単費でできな

いものかなと思っています。久場の拝所は、区

民みんなで今、大切にしています。トゥンナー

は毎月第３日曜日に久場の壮年会の皆さんが清

掃し、ウフガーやタントゥイナーは久場のアシ

バナー会の皆さんが拝所を清掃して、きれいに

して、後世に継承しようとしています。文化財

とは、各地域に先人たちが残した宝物、それを

発掘して後世に伝えていくことが私は大切だと

思っています。各地域の文化財を子供たちへ伝

えていかなければなりません。そのためには、

ぜひ説明板が必要だと思っています。各地域の

すばらしい文化財、拝所に説明板を設置して親

子文化財めぐりなどをやる。予算を伴いますの

で、年次的に教育委員会として計画を立てて、

ぜひやってください。 

 そうすることによって、村長が言っている

「住みたい村、住みよい村」につながると思い

ます。 

 次、③です。第１児童公園の公衆トイレの設

置についてです。児童公園とは、児童福祉法第

40条に規定されている児童厚生施設の一つで、

児童の健康増進や情緒豊かにすることを目的と

し、児童に安全かつ健全な遊びを提供する屋外

型の施設であります。児童公園には、どんな施

設整備が必要ですか。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 児童公園には、いろんな計画があって、例え

ば南上原であれば７つの児童公園を建設しまし

た。その中で、ワーキンググループの中でトイ

レは管理できないということで、７カ所のトイ

レ、全部設置はしていないです。今、久場が望

んでいるのはトイレの要望ですので、もし当初

から、トイレの計画が第１公園の中にあれば、

うちのほうもトイレ建設は計画の中に入れて建

設したと思います。 

 ただ今回、その久場のトイレについては、ス

ポーツセンターを建築するときに、あったトイ

レを、屋外トイレを必要ないということで取り

壊していますので、今回また新たな新しいトイ

レになると、補助メニューがないものですから、

その辺は単費施工になることから、厳しいと

思っています。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 久場区の人口は平成28

月３月末で1,495名になり、第１児童公園は老

人の散歩や、今、毎週月・水・金に百歳会の皆

さんがゲートボールをやっています。それから

親子連れの女性、小中高校生の利用者が多く

なっていますが、児童公園にトイレがなく、

困っています。それで、久場自治会長や各種団
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体からは第１児童公園トイレ設置要請が平成28

年５月26日にありました。その回答には、ス

ポーツセンター建設時に野外トイレの内容とし

てセンター内のトイレを利用すると承諾を得て

撤去しましたと。それで補助事業には該当しま

せんと回答しています。 

 久場自治会としては、トイレに大きい予算が

伴うものは、村が負担するものと思って要請文

書を出しています。それで質問します。中建第

353号、平成２年５月19日付に久場自治会と中

城村長と児童公園１号、２号の維持管理に関す

る委託契約を結んでいます。（３）です。「施設

の破損及び老朽化などに伴う補修・改良の費用

は村が負担する」とあります。委託契約書の中

には、施設を撤去した場合に新たに新設する場

合には、久場自治会が負担するという項目はあ

りません。それで補助メニューがなかったら、

単費でトイレの設置はできないですか。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 平成２年で久場自

治会と管理協定を結んだ中では、新たな施設、

今、トイレはあった施設と私は理解しています。

今回は、新たな新設ですので、これを単費、村

費、四、五百万円出してトイレを設置するとい

うことであれば、その辺は今後ですね、財政と

も協議しながらやらないと、都市建設課のほう

で単費ですぐできるというのはできないと思い

ますので、この辺は検討する必要があると思っ

ています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 これは久場区だけの問

題ではないんですよ。村内には児童公園などの

公園が約20カ所あります。トイレ、遊具などが

老朽化に伴い、修繕・改修などを行うのであれ

ば、大きな予算が伴うものです。自治会の負担

だと無理だと思います。大きな予算が伴うもの

は、村が負担するという仕組みを策定してくだ

さい。この課題に対しては、引き続き調査をし

て、研究していきたいと思います。 

 次、大枠２番です。中城中学校の施設改善に

ついてです。吉の浦線、仲眞司法書士事務所前

の交差点は、送迎に自動車で、交通量が多く、

生徒たちが交通事故に遭わないか心配です。最

近、仲眞司法書士事務所前の交差点で、国道

329号から右折する車と当間から中城小学校向

けに直進する車が、衝突事故を起こしそうなこ

とがたびたびあります。その対策はどのように

考えていますか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それでは、お答え

いたします。 

 議員おっしゃるとおり、仲眞司法書士事務所

前の交差点は、国道から右折する車と、見通し

が悪く、危ない状況であると確信しております。

そのために一時停止の標識か、ストップ線の標

示ができないか、住民生活課と調整を行い、警

察に要望していきたいと考えております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 ただいま教育総務課長

から答弁がありましたように、「止まれ」とス

トップ線をやったら、事故の対策につながると

思います。 

 それから、国道329号から仲眞司法書士事務

所に行く道路は道幅が狭く、この前、先生方と

地域住民との接触事故がありました。国道329

号から仲眞司法書士事務所に行く車を通行させ

吉の浦線、仲眞司法書士事務所から国道に行く

車はストップさせる。これは先生方からの要望

ですけど、一方通行にしたら、車もスムーズに

行く、接触事故も少なくなるとの声があります。

交通安全対策として、一方通行にすることは可

能でしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それでは、お答え

いたします。 

 国道から仲眞司法書士事務所に行く道路でご
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ざいますけれども、議員おっしゃるとおり道幅

が狭く、すれ違いが困難になっていることは承

知しているところがあります。一方通行にでき

ないかということでありますけど、まず学校、

あと地域住民、あとは警察とか、いろんな関係

機関と協議し、時間帯で一方通行できないか検

討していきたいと考えております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 先生方からの要請です

ので、検討をなされてください。 

 次に、吉の浦線、校門前を生徒たちの送迎で

朝夕渋滞を来たし、生徒たちが交通事故に遭わ

ないか心配です。生徒たちの安全確保をする意

味からも、校門の横断歩道から左右30メートル、

中城南小学校みたいに、ソフトポールをやると

生徒たちの交通安全につながります。校門前に

ソフトポールを設置する考えはないでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それでは、お答え

いたします。 

 中学校前の吉の浦線にソフトポールを設置で

きないかということでありますけど、学校側か

らの要望であれば、道路管理者であります都市

建設課と協議し、検討してまいりたいと思って

おります。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 ②に行きたいと思いま

す。洋式トイレ及び防犯カメラの設置です。砂

場、体育館などの修繕について。現在、洋式ト

イレは各階に男子トイレ１、女子トイレ１です。

保健室、図書室、音楽室の階には、洋式トイレ

はありません。最近、男子生徒、女子生徒が足

を骨折している生徒たちがいます。和式トイレ

で、トイレの対応に苦労しています。それで、

洋式のトイレの必要性を感じています。教育長

は、去年の９月議会に年次的に洋式トイレに入

れかえたいと答弁していますけど、財政的な問

題もありますけど、教育委員会として、いつご

ろから洋式トイレを設置する考えでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 まず初めに、財政と協議

していかなければならないものでありまして、

財政と協議しながら学校の要望等も聞いて、検

討していきたいと思っております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 次、防犯カメラの設置

について質問します。本来、学校は夢を営なむ

安全で楽しい場所でなければならない。平成13

年６月に大阪教育付属池田小学校で８人が亡く

なり、それから教職員を含む15名が重軽傷を負

いました。校内児童殺傷事件から15年が経過し

ました。この事件は、学校現場施設の安全管理、

中でも防犯対策のあり方を問うものでありまし

た。こういう事件を踏まえて、重要なことは不

審者の侵入を抑止することです。万が一、不審

者が侵入した場合、防犯対策を講じるために、

防犯カメラはぜひ必要だと思っています。生徒

たちの安全確保を守る上からも、防犯カメラを

設置する考えはないでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 お答えいたします。 

 教育委員会としましても、防犯カメラは不審

者の侵入防止、犯罪防止に効果があると考えて

おります。しかしながら、カメラの設置には補

助事業がございません。そのため維持管理費、

いわゆる村単費での設置になります。同じよう

な回答になりますが、学校と優先順位をつけて、

先ほどから出ておりますトイレ、あとカメラ、

砂場、体育館の修繕も含めまして優先順位を決

めて、財政と調整してまいりたいと考えており

ます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 教育総務課長から答弁

がありましたように、砂場のほうも現在どんな

状況か多分わかっていると思うんですけど、砂

場が使えない状況であります。それから、学校
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の体育の授業に支障を来していますので、これ、

すぐ早急にできると思いますので、それをやっ

てください。 

 それから体育館を見たことがありますか。体

育館は壁に穴があいています。果たして子供た

ちに健全教育ができるのかなと思っています。

入学式、卒業式とか、式典がありますよね。父

兄の方からも穴があいているとの要請がありま

したので、こういったことも早急に財政と調整

をして、やったほうが子供たちの、汚れたとこ

ろには汚れの教育しか生まれないんですよ。だ

から、早く整備することによって、子供たちの

情緒安定とか、そういうのもありますので、こ

ういったのも少し、できるものは早目に進めて

ください。よろしくお願いします。 

 それでは、③です。プールの整備について質

問します。プール整備は教育委員会としても必

要性を感じていると思っています。課題になっ

ているのが、敷地の確保と予算的、財源的な問

題が挙げられます。文部科学省は、学校施設環

境改善交付金があると思います。補助金の目的、

内容を説明してください。そして補助事業及び

補助率は幾らですか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それでは、お答え

いたします。 

 プール建設には、学校施設環境整備事業の中

に学校体育諸施設整備事業という中に、プール

の対象事業がございます。その事業の趣旨とし

まして、学校における水泳プール、武道場の体

育施設の整備を促進し、学校教育の円滑な実施

並びにスポーツの振興に寄与するということに

なっております。補助率につきましては、３分

の１でございます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 平成28年度予算に庁舎

建設基本設計委託料ということで１億円組まれ

ています。二、三年の間には、役場庁舎が移転

すると思います。先ほど、村長から答弁があり

ましたように、現在ある役場施設にプール建設

が私も必要だと思っています。それで、先ほど

教育総務課長からありました文部科学省の補助

メニューが活用できると思います。今から中城

中学校の施設整備計画を策定して、それから

プール建設の基本設計、実施設計を策定する必

要があると思います。教育長として、中城中学

校のプール建設はどのように考えておりますか。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 お答えします。 

 沖縄県の子供たちの泳力というのは、全国平

均より下回っているという状況がありまして、

中学校にプールがないということは、それ以下

かなと思っています。プールの建設は、ぜひ必

要だと考えております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 ただいま教育長からあ

りましたように、学校で多分、中頭地区でプー

ルがないのは中城中学校だけだという体育の先

生の話もありますので、ぜひ学校の授業等で、

こういった水泳は必要だと思っています。 

 それから、多分小学校の教員採用試験のとき

に、水泳の実技とかがあるということを聞いて

いたものですから、泳げないと、そういった中

城村の子供たちが、先生方も、そういった支障

も来すと思いますので、ぜひ中学校にプール建

設の整備を、そういった基本設計とかをやられ

て、取り組んでください。よろしくお願いしま

す。 

 次、大枠３です。子どもの貧困解決の取り組

みについて、質問します。①です。乳幼児期へ

の取り組みについてです。沖縄県子どもの貧困

対策推進計画、仮称ですね、平成28年２月に策

定されました。子どもの貧困解消するために乳

幼児期の取り組みとして、こんにちは赤ちゃん

事業と、養育支援訪問事業があります。事業の

内容はどういった内容ですか。本村は取り組ん
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でいますか。 

○議長 與那覇朝輝 健康保険課長 比嘉健治。 

○健康保険課長 比嘉健治 それでは、お答え

します。 

 事業の内容と取り組み状況ということですが、

両事業とも取り組んでいまして、まず、こんに

ちは赤ちゃん事業については生後４カ月未満の

乳幼児の自宅を訪問し、子育てに関する情報の

提供、また子育てに関する不安等の聞き取りな

どを行っています。 

 養育支援事業については、医療機関等からの

情報提供により支援が必要な家庭等を保健師等

専門職が訪問し、同様なことにはなりますが、

育児に対する不安等の聞き取り、また、どのよ

うな家庭状況なのか、そのような項目等を聞き

取りしながら、どのような支援が必要か、検討

してつなげるように行う事業となっています。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 沖縄県の子どもの貧困

対策推進計画の中で、児童虐待の発生予防と、

早期発見、早期対応に向けて要保護児童対策、

地域協議会で虐待の未然防止と早期発見に取り

組み、ただいま、こんにちは赤ちゃん事業、養

育支援訪問事業での課題を、その協議会で会議

して調整しなければならないとあります。本村

は、そういった協議会とか、ありますか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 要保護児童対策会議は、代表者会議を年１回、

実務者会議を年２回開催しております。各課、

各機関からの、また情報提供があれば、必要に

応じて、その事例に対しての個別会議を開いて

います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 今までの子どもの貧困

対策の中心は、小学生、中学生が対象です。し

かし私は、今、貧困対策として乳幼児期の子供

たちへのアプローチを強めるべきだと考えてい

ます。2006年発行されたＯＥＣＤ保育白書では、

人生の始まりこそ力強く、乳幼児期の教育とケ

アでは出生から３歳になるまでの幼い子どもた

ちへのケアや教育がとても重要だと分析してい

ます。脳や身体機能が爆発的な発達を遂げる時

期であります。長期的な影響を持つため、栄養

やヘルスケア、気持ちを理解してくれる大人の

存在、遊びの機会など、幼い子供の権利の保障

が大変重要だとされております。乳幼児期の子

供の対策は、投入したお金や人材に対して成果

が見えにくい課題があります。しかし、その重

要性を踏まえて、ここへの、乳幼児期の対策も

強めてください。これが、子どもの貧困対策に

つながると思います。 

 次に、②です。就学援助制度について質問し

ます。準要保護者の小学生、中学生に対し、平

成28年度の学校用品代、給食費は国基準に拡充、

支給して子どもの貧困対策の充実が図られてい

ます。本村は、そういった子育ての面に関して

は、非常に充実した政策がとられています。平

成27年の要保護・準要保護者は何名いますか。

そして各学校の要保護者、準要保護者以外の一

般の保護者で給食費の未納者は何名いますか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それでは、お答え

いたします。 

 村内の要保護・準要保護者の人数ですけど、

平成27年度、小学生で104名、中学生で65名の

要保護・準用保護者がおります。給食費の未納

の件でございますけど、それを除いた一般の

方々の未納者の数が114名となっております。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 就学援助制度とは、経

済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者

に対し、学校用品などの必要な費用を援助する

制度です。就学援助の対象者は、生活保護法第
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６条第２項に規定する要保護者と市町村教育委

員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると

認める準要保護者です。就学援助を受けること

ができる世帯ですね。準用保護者はどういった

世帯が、そういった制度が受けられますか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それでは、お答え

いたします。 

 準要保護を受けられる方の条件でございます

けど、まず最初に生活保護を受けていたが、生

活保護が廃止になった方、住民税が非課税の方、

あと児童扶養手当を受給している方、あと、そ

の他教育長が定めた基準額未満の方となってお

ります。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 ただいま教育総務課長

から答弁がありましたように、平成27年度、各

学校の要保護者、準用保護者以外の一般の保護

者の給食費の未納者は114名います。この給食

未納者の114名の方々ですけど、生活保護廃止、

それから村民税が非課税、それから村民税の所

得割が課せられないとか調査分析をして、準要

保護に該当する、分析することは可能でしょう

か。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それでは、お答え

いたします。 

 この114名のうちの課税世帯か非課税世帯か

は調査することが可能だと思いますけど、ほか

については調べてみないと、ちょっとはっきり

言えません。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 ただいま言ったように、

こういった給食費未納者も、就学援助に該当す

るかもしれません。そういった114名の方々も

該当するか調査をしてですね、もし該当するん

だったら、先ほど言ったように給食費とか、そ

して学校用品とかつながりますので、そういっ

たものを調査分析をやってください。 

 私は、子どもの貧困根絶の対策条例といった

ものをつくるべきではないかと思っています。

まず中城村で、どのくらいの子どもが貧困なの

か実態を調査する。そして、どういう対策をい

つまでにとるのか、目標を決めて取り組む。思

い切って予算をつける。２年に１回は調査し、

対策の見直しをしていくことが重要だと思って

います。 

 それでは、次に③です。子ども食堂、無料塾

について質問します。沖縄県では日中及び夜間

の居場所がないことにより、まちを出歩き、登

校に支障が生じたり、非行行動に至るなど問題

を抱える子供が多い。その対策として、子供の

居場所を提供し、地域の実情に応じて食事の提

供や共同での調理、生活指導、学習支援を行う

とともに、キャリア形成などの支援を随時行う。

事業としましては、子ども食堂、無料塾があり

ます。本村の子ども食堂、無料塾の取り組みは、

どういった取り組みをしていますか。そして、

子供の居場所づくりに子ども食堂、無料塾があ

りますけど、期待される効果はどういったもの

でしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 中城村の子どもの貧困対策事業といたしまし

て、中学校では学習支援員２名を配置し、生活

指導、放課後は学習の支援を行っています。子

供の居場所づくりでは、主に小学までの児童を

対象に食事の提供、宿題の見守り、生活支援等

を行っています。以上の事業を実施した上で、

子供たちが将来的に学力、生活力を身につけ、

将来的に貧困に陥らない、これまでの貧困の連

鎖を断ち切ることができることと思っています。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 琉球大学で、子供たち

の貧困対策として、学生ボランティアセンター

を７月に設立しています。こういった琉大の
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方々も活用して、子供たちの教育支援に取り組

んでください。 

 それでは、最後のほうです。④です。子ども

の貧困の解決の取り組みについて質問します。

沖縄県子育て総合支援モデル事業実施要綱の目

的を説明してください。那覇市と沖縄市では、

塾と連携して無料塾を実施して、2015年の貧困

の生徒たち43人のうち35人が進学を果たし、進

学率81％の成果が上がっています。本村も準要

保護児童のいる世帯を対象に、子育て総合モデ

ル事業を実施する考えはないでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 事業の内容としましては、町村につきまして

は沖縄県が事業所に委託して、生活困窮世帯、

準要保護世帯の子供たちの学習の支援、保護者

の就労支援を目的として実施しています。 

 中城村は中部管轄でありますので、設置され

ている町村が北谷町、嘉手納町に学習支援の施

設があります。平成27年度、中城村からは中学

３年生の生徒が北谷町のほうに通っていました。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 最後に、村長に伺いま

す。中城村は、母子世帯は親御さんと同居して、

生活保護を受けている世帯が少ないです。親が

夜遅い場合も、子供たちは親御さんが見守る状

況にあります。親御さんのもとで同居する世帯

に対して、子どもの貧困対策と、どういった支

援を考えているでしょうか。子どもの貧困対策

は、村長の最優先課題の一つですので、村長の

意気込みを聞かせてください。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 今、議員がおっしゃるとおりでございますし、

ただ、心配事も多々ございます。中城村の場合

は、地域コミュニティーがほかの都市部とは

違って、地域コミュニティーがまだしっかりし

ている関係上、なかなかそこから出てこられな

いという可能性もあるというのが私の認識であ

りますので、それを恐れず、ですからよくお話

しさせていただくのが、一歩踏み込んだ形で、

そこを何とか表に出てこられるような環境をつ

くっていこうと。そこからしか解決はできない

ものですから、それがまず大きな課題だと思っ

ていますし、また、もちろんなければないで一

番いいことでもありますし、また議員がおっ

しゃったように親世代と同居することによって、

これは３世代世帯になりますけれども、そうい

うことによって貧困が断ち切れるというのは、

これは明白でございますので、それを推進する

ような形がとれないものかというのは、今後の

検討課題として、それも含めて積極的にやって

いきたいと思っております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 私は、子どもの貧困対

策で大切なことは「寄り添う」ことだと思って

います。子供たちは子供たちで寄り添う、大人

は大人で寄り添いですね。そして、大人が子供

たちに寄り添い。そこから学びという希望の光

がともります。中城村は、中城村らしく中城村

に合った貧困対策に取り組んでいくべきだと

思っています。そして、各地域で子供たちに寄

り添いながら、みんなで子どもの貧困対策を取

り組んだら、貧困対策も解決すると思っていま

す。これで、私の一般質問を終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で、新垣貞則議員の

一般質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１１時５０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 続いて新垣善功議員の一般質問を許します。 

○１４番 新垣善功議員 こんにちは。議長の

許可を得ましたので、これから通告書に基づき
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まして、質問します。 

 それでは１点目、浜田村政の３期目の公約に

つてお伺いします。３期目の公約について「土

地利用の見直しで住宅政策を推進します」とあ

りますが、具体的にどのような構想を描いてい

るのか。また、新聞のインタビューでは「海側

地区のまちづくりのその基礎をつくることだ」

と述べていますが、どのような構想を描いてい

るかお伺いします。 

 ２点目、新庁舎（役場）建設についてでござ

います。これにつきましては、きのうもありま

したが、角度を変えて質問させていただきます。

さきの３月定例会においても質問いたしました

が、再質問いたします。①建設場所については、

庁内でプロジェクトチームを立ち上げて議論し、

決定し、５月末までには住民及び議会への説明

を行うとのことでありましたが、いまだに何の

音沙汰もないが、経過について説明を求めます。

②行程表からは、６月から基本設計に着手する

とのことでありますが、その経過・基本設計に

ついては住民や議会に説明するために不可欠と

のことでありましたが、いまだに基本設計がで

きていないのはなぜか、説明を求めます。それ

と、③庁舎建設に伴う、今後の村財政への影響

は。これにつきましては、建設費約20億円、基

本計画では18億円の予定でありますが、恐らく

18億円では無理だろうと、今後の経済や、ある

いは物価の、高騰を考えた場合は20億円ぐらい

は見積もらないといけないと思いますし、その

中で10億円は現に積立金がありますから、残り

10億円を借り入れした場合の、村の財政への影

響について御説明を願います。 

 それから３点目、表彰条例の見直しについて。

村の表彰条例には、功労賞、善行賞の２つの賞

を設けてありますが、各分野ごとに例えば文化

功労、あるいはスポーツ、芸術、芸能等に分け

る考えはないのか。その他、条例条文を見なが

ら、再質問させていただきます。 

 ４点目、中城村名誉村民制度の制定について、

伺います。中城村名誉村民条例を制定する考え

はないのか、お伺いします。 

 ５点目、コミュニティーバスのこれまでの実

績と効果、今後の運用について伺います。これ

までのコミュニティーバスの実績と効果、今後

の運用については今までどおり行くのか。見直

しの必要はないのか、また課題はあるのか、ど

ういう課題があるのか。これにつきましても、

特に土曜、日曜、祝祭日は運行していないとい

うことでありますが、なぜなのか。これにつき

ましては、先ほど行われました県議会議員選挙、

日曜日が投票日でございました。四、五名の

方々から苦情がありまして、特に登又の方々か

ら電話がありまして、投票所に行きたいんだけ

ど足がないと、これは当然お年寄りの方だった

んですけど。やっぱりそういうときには臨時運

行をしてでも投票に行ってもらうということ、

こういう考えはなかったのかどうかです。それ

と、今度の公共交通モデル事業が、モデル条例

として条例出してありますよね。それについて

も、この観光振興のためにという文言がありま

すが、やっぱりそうなると中城城跡まで運行し

てもらって、村民が気軽に中城村のシンボルで

ある、また誇りである、世界遺産である中城城

跡に行けるような運行計画をつくるべきじゃな

いかと思います。それは護佐丸バスについても

一緒でございます。そういうことをして、村長

の15万人目標にも少しは寄与するのではないか

と思います。以上、その５点についてお伺いし、

答弁を求めます。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、新垣善功議員の

御質問にお答えいたします。 

 大枠１番は私のほうでお答えさせていただき

ます。大枠２番につきましては総務課と企画課、

大枠３番、４番につきましても総務課、大枠５

番につきましては企画課のほうでお答えをさせ
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ていただきます。 

 御質問の私の３期目の件でございますけれど

も、答弁が重複するところもあるとは思います

けれども、３期目、特に土地利用の見直しでの

住宅政策ということでのお尋ねですが、御承知

のとおり、午前中に答弁しましたとおり、大型

ＭＩＣＥの誘致で大幅に土地利用の見直しが今、

求められているところでございます。これは、

本村にとりましても絶好の機会といいますか、

今まで大変農地法と都計法の中で、なかなかこ

の政策は進まなかったのが事実でございますが、

今回の件で非常に大きなチャンスをいただけた

んじゃないかということで私もしっかりと中城

村としては、こういう考え方がありますという

ことを、県との協議の中でも、しっかりと述べ

させていただいて、そこの住宅政策の推進を実

現していきたいなと思っております。 

 それとインタビューでの海側地区のまちづく

りの基礎をつくることということも、これとも

関連したことでございます。上地区と下地区、

山手側と海手側という表現にもなりますけれど

も、そこでのやっぱり人口的なバランスも考え

ますと、海手側、下地区の人口増に伴う人口増

を推進する一つの政策として、今の土地利用の

見直しから、そして庁舎が吉の浦一帯へと移転

するのは、これは確実でございますので、その

吉の浦を中心としたまちづくりにも、今回の土

地利用の見直しは大きな影響を及ぼすのではな

いかと、いい意味で期待をしているところでご

ざいますので、面整備も兼ねながら、しっかり

とやっていきたいなと思っております。以上で

ございます。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 新垣善功議員の質問に

お答えいたします。 

 私のほうからは、大枠２の①と②、それから

大枠３と４についてお答えいたします。 

 村長より４月７日にプロジェクトチームの辞

令を交付し、庁舎建設を行う候補地の選定作業

を進めてもらい、５月25日にプロジェクトチー

ムによりＢゾーンが建設候補地として最も適し

ているとの報告がございました。ゾーンの中で

の具体的な場所は、まだ決定してございません

けれども、新庁舎は今後何十年にわたって行政

の中心を担う建物となることを踏まえ、慎重に

建設候補地の選定の議論を進める結果であると

理解しております。とは言え、庁舎建設に向け

の計画に取り組んでいく必要があるため、早期

に場所を、具体的場所を決定し、関係者の御理

解と住民と議会への説明をしたいというふうに

考えております。 

 そのＢゾーンで、②ですね。①でお答えした

とおり、庁舎建設の具体的な場所がまだ未定で

あるため、基本設計については大変申しわけご

ざいませんけれども、まだ未着手というふうに

なっております。場所が決定次第、早急に基本

設計へと移っていきたいというふうに思ってお

ります。 

 それから大枠３、中城村表彰条例の見直しに

ついてでございますけれども、中城村の表彰条

例では、御指摘のとおり功労表彰と善行表彰、

これは団体表彰も含んでおりますけれども、各

分野における賞を設けるかは、他市町村の状況

も勘案しながら検討してまいりたいというふう

に思っております。 

 あと、中城村名誉村民制度の制定についてで

ございますけれども、本村にもすばらしい功績

を残された名誉村民にふさわしい方々が数多く

いらっしゃるのではないかというふうに私も

思っております。名誉村民条例の制定は、前向

きに検討していきたいというふうに思っており

ます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 新庁舎建設に伴う今後

の村財政への影響について、お答えいたします。 

 新庁舎建設に要する経費は、調査設計の委託
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費や用地購入費、建設工事費、移転及び備品購

入費等を想定しております。 

 新庁舎建設の財源としましては、庁舎建設に

対する国及び県の補助金、交付金制度がないこ

とから、庁舎建設基金と地方債及び一般財源が

考えられております。本村の財政運営の観点か

ら、新庁舎の建設が将来の村財政に及ぼす影響

を考慮しなければならないと考えております。

また、将来の若い世代にとって過度な負担にな

らないよう、十分な配慮が必要であると考えて

おります。 

 多額の事業費が想定されるため、村財政への

影響はあるものの、財源の確保につきましては、

平成11年度より庁舎建設基金を設置し、新庁舎

建設事業のため基金の積み立てを行っているこ

とから、起債額の縮減と一般財源の持ち出しを

可能な限り抑制し、新庁舎建設が村財政に与え

る影響を最小限に抑えながら、計画的な財政運

営を行いたいと考えております。 

 次に、コミュニティーバスの実績等について

お答えいたします。平成27年度の護佐丸バスの

利用実績につきましては、月平均1,980人、９

カ月間の合計で１万7,784人が利用しておりま

す。利用者の半数は小中学生となっており、主

に久場地区からの通学のための利用が多く、ま

た琉大附属小学校、中部商業高校、普天間高校

などへの通学での利用もございます。このこと

から、村民の子育て支援の１つとしても考えら

れ、またこれまで送迎を行っていました保護者

の負担軽減にもつながり、効果は高いものと認

識をしております。また、一般の利用者につき

ましては、普天間リウボウや南上原のサンエー

前での乗りおりが多く、これまで本村の課題と

なっておりました上地区と下地区を結ぶ公共交

通の確保や公共交通空白地帯の改善にも一定の

効果があったと認識をしております。 

 さらに、個別的にわかった効果としましては、

中城中学校に通う生徒の中に高校への進路選択

を行う際に、護佐丸バスが運行したことにより、

中部商業高校や普天間高校等、進路を選択でき

るという事例があったと聞いております。本村

には高校がないことから、村外への進路を余儀

なくされるため、生徒の進路選択の幅を持たす

ことができたのは、大変効果的であったと考え

ております。 

 しかしながらコミュニティーバス運行事業に

おきましては、日中の利用者が少ないというこ

とと、朝便におきましてはバスの運行ルートか

ら外れ利用ができないという課題、北浜地区で

の道路の幅員が狭いといった課題はございます

が、現段階におきましては、それ以外の大きな

課題はないと認識をしております。 

 しかし今後、利用者からの要望やさまざまな

課題が生じることも十分考えられることから、

有識者や関係機関、住民等で構成される中城村

地域公共交通協議会におきまして検証を行い、

課題に対しての対応を随時検討し、安定的な運

行ができるよう努めてまいります。なお、当分

の間、現行の状態での運行を継続したいと考え

ております。 

 それから、土曜日、日曜日の運行をなぜして

いないかというふうな御質問がございましたけ

れども、これにつきましては平成26年度実験運

行、それから平成27年度の実証運行を実施して

おります。実験運行、実証運行での土曜、日曜

の利用者の状況を勘案しまして、現在、土曜日

と日曜日は運休にしているところでございます。 

 それから、中城城跡まで運行したほうがいい

というふうな御意見がございますが、これにつ

きましては、現在、護佐丸バスにつきましては、

日中便は１時間30分程度をかけて村内を１周し

ているところでございます。そのバスが中城城

跡まで運行するとなると、２時間以上で運行す

ることになります。そうした場合の一般の利用

者に影響を及ぼすことが考えられることから、

中城城跡までの運行は現在行っておりません。 
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○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 順序よく再質問を

行っていきます。 

 村長、私が聞きたいのは、そういう中で、ど

ういう構想を持っているのか、村長の頭の中で。

海岸側と言えば、ほとんどが土地改良した優良

農地がありますね。それを潰して住宅政策を

持っていこうとしているのか、それとも埋め立

てを考えているのか。最近よくＭＩＣＥが来る

から、ＭＩＣＥ、ＭＩＣＥとよく言いますけど、

私はＭＩＣＥが来ても、あと10年、20年は、そ

う変わらないと見ていますよ。そういう意味で、

海側の見直しをする場合に、皆さんが平成24年

か、つくった基本構想の中でもうたわれている

ように、ちゃんとこれにのっとってやらないと、

整合性が合わなくなるんじゃないかと思うんで

すよ。農地は確保しなければいけないわけです

ね。ちゃんと整備してあるんですから。その基

本構想の中の均衡のとれた土地利用の推進とい

う中でも、やっぱり農地を含めた森林、海岸線

などの自然環境は本村の豊かな景観の根幹をな

すものであり、積極的な保全、活用を図ってい

くということでありますが、その辺もちゃんと

整合性が通るような開発、土地の見直しを考え

ているのかどうか。まずは農地を潰して住宅化

していくのか、それとも埋め立てで行くのか、

伺います。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 その両方ともやりません。海を埋め立てるこ

とは、もちろんやりませんし、農地を潰すとい

う、今の表現は全く違ったものでございまして、

私は常日ごろから、その土地の利用度、言うな

らば土地の選択肢を広げていきたいんだという

話を議会でもやってきたつもりでございます。

要は、もちろんその農業用地として確保されて

いる土地があります。しかし、そこの中には遊

休地、あるいは耕作放棄地、いろんな土地があ

ります。一番大事なのは地主の意向、地権者の

意向、地域の意向であります。我々が基本構想

でいろいろ、こうやっていきたい、そうやって

いきたいという表現はありますけれども、しか

し、それは地域の意向や、あるいは地権者の意

向が、それと大きく外れない範囲であれば、

しっかりそれに耳を傾けて地域の要望に、ある

いは地権者の要望に応えていくべき可能性を広

げていきたいという話でございます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 ということは、今の

土地改良区の中で遊休地や耕作放棄地のことを

考えておっしゃっていると思うんですけど、そ

れを利用しようということですけどね。その中

で、村長の村政、２期８年経過しましたが。そ

の中で農業振興についての予算がゼロと言って

も過言じゃないですよ。ハード面での予算はい

ろいろついていますけど、ソフト面での予算が

ないと。やはり中城村の産業と言えば農業です

よね。そして、先人たちはその農地を確保する

ために膨大な税金を投入して、土地改良してき

たわけです。それは、ある程度整備されていま

す。これから、どう活用していくかが我々の責

任だと思っています。農業を、おろそかにして

いいのかどうか、私はこれから農業が大事な時

代に来ると見ています。食糧危機とか、いろい

ろありますでしょう。日本の食糧自給率という

のは30％ちょっとでしょう、40％までは行かな

いでしょう。これは国の政策で今、やっている

ように農業振興、国は一生懸命進めている。

我々の生存にかかわる問題なんですね。そうい

うことを考えていただきたいと思っております

し、農業についてもうちょっと力を入れていた

だきたいなと。ですから村長がどういう構想を

持っているのか。確かに遊休地とか、私も農業

委員しながら見ていますと、多いですよね。こ

れを、どのように解消していくかは農業委員だ

けじゃなくて、農林水産だけじゃなくて、真剣
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に考えていただきたい。農業は中城村の産業で

すよ、第一次産業。その辺を、ひとつ考えてい

ただいて、３期目、頑張ってもらいたいと思い

ます。 

 それと、２点目に移りましょうね。これにつ

きましては、３月の定例会においても質問をし

てまいりました。私は、場所を早目に決めてほ

しいというのが本音でございます。庁舎建設に

ついては、当然、喫緊な課題でございますので、

早目につくっていただきたいと。急がば回れと

いう言葉もあるように、急いでつくって、後で

後悔するよりは、本当に真剣に細かく検討して、

つくっていただきたいなと思っています。 

 そういう意味で、場所については検討委員会

の中でも４カ所を、４ゾーンをつくって、答申

があり、それを庁内の課長会議の中でも決めき

れない。そして、今、プロジェクトチームを立

ち上げてやっていますけど、ある程度Ｂゾーン

ということで、Ｂゾーンのどこなのかというこ

とがまだ決まってないと。なぜ、決められない

のか。Ｂゾーンの中で見た場合、当然つくる場

所はある程度決まっていると言っても過言じゃ

ないと思うんですよ、私は。村長は、そのＢ

ゾーンの中で、どこを希望しているのか。それ

は村長、決めてもいいんじゃないの。話による

と、Ｃゾーンを何か望んでいるような話も聞こ

えてくるものだからね、内部から。その辺を、

このプロジェクトチームの中では、Ｂゾーンと

決めた以上、そのＢゾーンのどこをやるかは、

あなた自身が決めてもいいと私は思うんです。

それに基づいて議会にも説明をして、その説明

をして、我々も質疑して、疑問点を出し合って

協議して、そこでみんなが互いに譲り合いしな

がら決めていけば、後はもう基本設計をつくっ

て、住民に説明して着工すれば、早目に行くと

思うんです。なぜそういう手順なのか、特にプ

ロセスは皆さん方が全くないと言ってもいいで

すよ。そして資金について、どのようにやるか

ということは、議会に説明してもらいたいです

ね。これは火葬場の建設問題でもそう、資金が

なくて進めようとして、ああいう格好でしょう。

やはり物をつくるには、お互いお金がないと庁

舎はつくれませんでしょう。その資金はどうし

て、どのように調達して、どのように借りた分

は払っていくという、そういう計画書も議会に

出してください。これは、町村議長会の会報の

中にもあるように、財政力指数とかそういうの

がありますよね、課長。そういうのを基に、説

明してもらいたいんですよ、議会にね。それが

なぜできないのか。村長は、そのＢゾーンの中

でどこを望んでいますか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 まず最初に、情報通の新垣善功議員、私が内

部で発言したことまで、Ｃゾーンの話をしてい

ただきまして。それは、それで私の思いは話し

ました。そして、いろんな方々からの話も聞き

ました。当然ここにはいろんな、自分たちの一

長一短、あるいは自分たちはこう思うというも

のの議論のぶつけ合いがあって、そこには議会

でも私、お話ししたかどうかわかりませんが、

例えば上地区でつくるか、下地区でつくるかの

議論であれば、それは圧倒的に、私が責任を持

ちますから私が決めますでできたと思うんです

が、今回のように、Ｂゾーン、Ｃゾーンですか、

そんなに大きな差はない。吉の浦一帯という捉

え方で考えたら、私がずっとお話ししている吉

の浦一帯を中心にまちづくりをしていきたいと

いうものにもかなうものですから、私自身は若

い人たちで決めたものについては、文句も言わ

ない、あなた方がやりたい、つくりたいところ

で私も大きな、言うなればゆがんだところがな

いのであれば、そこで承認しますよと私は話し

てあるわけですから、今、私がＢゾーンの中で、

ここで決めるという言い方は、またそれに反す

ることになりますので、まず一たんは、そのプ
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ロジェクトチームで決めたことを私に上げても

らって、これに法規上、あるいは私の考えてい

るまちづくりとは大きな差がないということで

あれば、そのまま決裁をして、決定をしていこ

うと。そういう手順で考えておりますので、御

理解をいただきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 それと、新庁舎の基

本理念として、大地震等の発生時には救援救助

活動や災害復旧活動を迅速に行うための機能を

有し、また、情報の収集、発信をする防災拠点

としての役割を果たして、そして電気、こうい

う通信の非常機器や生活物資などの防災備蓄を

確保するための設備も考えるということになっ

ていますが。県の防災マップ、これを皆さん方

は、総務課長、これは平成25年の４月につくっ

てありますが。今、Ｃゾーン、Ｂゾーンについ

ては、津波の浸水地域になっているんですよね、

津波ハザードマップから見た場合は。これは皆

さん方がつくったもので、これを見てやってい

るのか、皆さん方の場所選定については。そう

いう災害時に、これは使わないといけない。も

しそこが浸水して、その庁舎が使えなくなった

らどうなるんですか。皆さん方は村民の生命、

財産を守れる自信はありますか。防災拠点とし

ての機能も考えないといけないわけですよ。そ

こら辺考えて、議論をしているのか、このプロ

ジェクトチームは。これは誰が責任を持って

やっているのか、これは任せきりなのか、誰か

まとめる人がいるんじゃないのか、課長クラス

が。これは、誰がやっていますか。答弁してく

ださい。このハザードマップ、これを見ながら

やっているのかどうか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 私たちは検討委員会からの答申を受けたとき

に、この検討委員会の中で、今、議員がおっ

しゃる津波があったときの対処の仕方というの

は、もちろん全部、琉大の神谷先生を筆頭に検

討されてきたわけです。津波１点をとって、だ

け考えるのであれば、それは当然、南上原、高

台がいいですよ、津波１点だけであれば。とこ

ろが、この何十年か庁舎を維持する、村に庁舎

をつくるということになると、そういうことだ

けではなくて、全部を勘案して、土砂災害も含

めた、今、災害の話をすればですよ。災害の話

をすれば、台風時、いろんな土砂災害も含めて、

ここがいいだろうということをもとにして、答

申を受けた、その候補地をもとにして、今のプ

ロジェクトチームに場所を選定してくれという

話ですので。今、議員がおっしゃったものは、

既に検討委員会で全部練って、解決というか、

そういうものを想定して出てきたものでござい

ますので、その辺は御理解いただきたいと思い

ます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 最初に戻りますけど、

そのメンバーを指名したのも村長ですよね、当

然ね、検討委員会の。これは、議会は同意して

いませんよ。検討委員会、調査検討委員会のメ

ンバーというのは。そしてその中で、皆さん方

は規制をかけているでしょう。吉の浦会館の近

く、周辺だと。今、村長が言われたように、そ

の付近だという。これは基本構想の中にもうた

われていますよね、集約化。確かに今までは集

約化、公共施設の集約化しようという考えが

あったのは間違いない。しかし、これはあの東

日本大震災の後は、公共施設については、ある

程度分散化を考えないと、災害の場合に大変な

ことになるということで、今、分散化が主な考

えになってきていますよ。今からでも遅くはな

いと思うんです。もう一度検討して、早目に検

討して、早目に場所を決めて。最初からこの付

近だと限定してしまったら、検討委員会には

もっと幅広く村全体の中でどこがいいかと、交

通の利便性や、あるいは道路網、アクセス道路
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のものも全部考えて。フリーでやってもらわな

いと、今、村長が言われたように、その吉の浦

会館付近を、村長の頭の中にはまちづくりの拠

点にしようという。 

 しかし、今はそういう時代じゃないですよね。

そういう災害のことも考えないといけないし。

この津波の問題だけじゃなくて、高潮の問題も

全部これにうたわれている。来るか来ないかわ

からないけれども、しかしこれ、マップをつ

くった以上は、ある程度それをもとにして、お

互いは検討すべきだと思うんです。 

 それと、このプロジェクトチームに場所を選

定させていますけど、私はプロジェクトチーム

には場所じゃなくて建物の中の課の配置とか、

そういうのはわかりますよ。やはり庁舎の建設

場所については、村民が使いやすいよう、ほん

とに利便性よく村民優先で、利便性を考えるべ

きだと思うんです。行政は最大のサービス業と

よく言われてきたでしょう、今まで。村民が行

きやすい場所。できたら国道沿いがほんとはい

いわけですね。その中で、ほんとに上地区、下

地区の東西南北が集まる場所、交通利便性のあ

る場所も検討の中に入れるべきじゃないかと私

は思うんです。しかし、ここまで来た以上は、

恐らくそういうのはないと思うんだけど、そう

いうのを勘案して、お互いはやるべきだと思う

んです。 

 そして、役場のプロジェクトチームに場所を

決めさせるということは、私は非常に考えにく

いんですよ。職員は中身のことを考えればいい

んです。課の配置とか、いろんな中の、自分た

ちが効率よく仕事ができるように。それは認め

ましょう。そういう意味で、ひとつ考え直すこ

とはないと思うんだけれども、そういうことも

本当は考えてほしかったなと思います。 

 それでＢゾーンについても、私の見た範囲で

は、考えでは当然吉の浦通りに面したほうがい

いですね。国道329号から吉の浦会館に行く

メーン道路、あれは何道路と言ったの、吉の浦

道路と言っているの。あの通りに面したほうが

いいわけです。だからそれを決めてくださいと

いうことです、村長。決めていいんじゃないの。

ひとつ、場所についても早目に議会にも提示し

て、議員の皆さん方ともお互いに議論しながら、

協議しながら決めていきましょう。できたら村

民も、ほんとは一緒にしたいんですけどね。 

 次、財政の問題です。例えば今、考えてみる

と18億円の予定を組んでありましたけど、20億

円ぐらいはかかるんじゃないかと、今後の物価

が上がったり、また2020年にはオリンピックも

来るし、手不足でいろいろあると思うんですよ

ね。そのうちの10億円は今、ありますよね。10

億円は単費で村債を起こして借り入れしないと

いけないと。そのときの支払い方法、何年で支

払っていくか、そして幾らで借りて、毎年幾ら

ずつ支払いをしていくのか。そういうのも議会

に示してほしいんですよ。財政的な面も。議会

が一番心配しているのは財政的なものですよ。

皆さん方は、お金はあるということで今、理解

していますよ、私は。お金があるからつくると

いうことで来ていましたけど、しかしそのお金

があるから、ただあるんじゃなくて具体的にど

うあるんだと。そして税務課長にもお願いした

んですけどね、その自主財源がどのように今後、

10年間、あるいは15年間、どのように伸びてい

くのか。ある意味では減っていくのか。そうい

うのも我々に示してもらって、我々も判断、議

会も判断しないといけないわけです。それは、

皆さん方から一般会計予算に１億円の予算が来

て、基本設計、実施設計、ボーリング調査と１

億円がぱっと来て、具体的にわからないわけで

すよ。この庁舎をつくるために、幾らのお金を

借金しなくてはいけないか。じゃあこれを払う

には、どうしていくんだと。これから学校の

プールもつくる、護佐丸資料館もつくって、こ

れまで出なかった6,000万円も出るわけでしょ
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う。去年までは出なかった6,000万円、今度は、

毎年これが出ていくわけでしょう、経常経費と

して。また今度、庁舎もつくる、出る。こう重

なっていくと、財政がどう持つかですよ。私は、

一番これが知りたいわけよ。こういうのを議会

に示してもらわないと、単なる自治会の会合で

は困るんですよ。そういう意味では、そういう

資料も総務課長、つくって出してもらえますか、

説明会の場合は。これは村長もオーケーですよ

ね。当然ことです、これは。自分のおうちつく

る場合に、お金はなくて、つくれるわけはない

でしょう。それで今、なければ借り入れしてつ

くると。これは企画課長のほうがいいかな。こ

ういう財政力指数というのが出てきますよね。

経常収支とか、あるいは自主財源の比率、今後

の比率とか。あるいはまた経常収支の比率とか。

今、中城村は84％ですよね。今後、また上がっ

ていくと思いますので。そして一番、実質収支

比率が県内で一番最下位ですよね。去年は

2.3％ということで、出ていますよね、統計が。

そういうのも示してもらって、果たして財政に

どういう影響するのか。そうなると、村民に対

しても、こうこうでつくりますから、ぜひ村民

の皆様も理解していただいて、協力していただ

いて、我慢するところは我慢しましょうという

ところまで持っていくべきだと私は思います。

これがまさしく協働のまちづくりなんです。村

長、その辺について、村長の考えを。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 考え方としたら、今の議員と全く同じ考え方

でございます。私も財政をしっかりと見極めな

がらしか村政はつかさどっていけませんから、

全く同じ考えでございますし、また、今、うち

の企画課長のお話があった、これからどのぐら

いの借金を重ねて、支払いがどうなっていくと

いう、そのお尋ねだと思いますので、それも

しっかり金額がわかり次第、大まかにわかり次

第でもいいと思いますよ。皆さんの参考に、判

断材料の参考になるような程度のものは出せる

と思っていますので、今、順調に進んでいる、

少しおくれぎみですけれども、ある意味順調に

進んでいる状態ですので、その時期がきました

が、しっかりとまた説明をさせていただきたい

と思います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 ２点目の最後の質問

になりますけど、ひとつこれはお願いと言って

いいかどうかわかりませんけど、基本設計に

入っている場合は、どうぞ議会の要望も十分入

れて、この議会の、今、委員会室も余りよくな

いし、それで議員が勉強できるように議会図書

室もちゃんと整備するように要望が来ると思い

ますので、ひとつその辺は最大の御配慮をいた

だきたいと思います。 

 それでは、１、２は終わりまして、３番目、

表彰条例の見直しについてでございます。これ

は、功労賞、善行賞の２つですよね。功労賞の

中身をもっと細分化できないかなということな

んですよ。というのは、ことしのハチウクシー

に参加して感じたことなんですよね。国の叙勲

をもらった方に善行賞というのは、いかがなも

のかと私は思うんですよね。宮城 清さんに対

して善行賞と。功労賞と善行賞の意味も、もう

ちょっと理解してほしいなと思うんです。ある

意味では特別功労賞でもいいし、お互い生きて

いる社会には文化、あるいはスポーツ、いろん

な分野があるんですよね。そういう意味では、

これは細分化して、もうちょっとわかりやすい

ような方法はないか。今、私が提案したことに

ついて、村長の考えを。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 実は、今の宮城さんのお話は、私も実は懸念

していたところで、国の表彰を受けた人に、逆

に失礼にならないかと。これは、名称は別にし
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まして、私も、今、議員から言われて、そうか

名称もそのとおりだなと思いましたけれども、

国の表彰を受けた方を、村の表彰というといか

がなものか、まずは打診してくれないかという

話をやった覚えがあります。 

 そういう意味で、非常に人格者でもございま

すし、喜んでいただけたのは幸いでしたけれど

も、今、議員がおっしゃるように、我々も過去

の例だけを、ただ踏襲するだけではなくて、今

みたいにいろんな分野で活躍した人に対しての

名称変更といいますか、そういうものも検討し

ながら次のハチウクシーには、しっかり議員か

らの御提言を参考しながら、やらせていただき

たいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 ひとつ総務課長、村

長もそういう考えだから、早目に来年に間に合

わすように、他市町村を参考にしながら、条例

改正して早目に上げて、来年から実行できるよ

うにしてください。 

 それでは４番目、中城村名誉村民制度につい

て伺いましたけど、村長、それについてはどう

考えていますか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 非常に難しい答弁になると思うんですが、実

は余りその辺を深く私も不勉強で追究したこと

がないものですから、今後、他市町村の例も見

ながら、そして今の表現だけで考えますと、十

分値する人たちは村内にいると思いますし、ま

た、村民栄誉賞と今の名誉村民と、その辺の違

いからしっかり勉強させていただいて、真剣に

検討させていただきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 これも、この前の護

佐丸資料館開会式に、日本でも優秀な作家がい

ますよね、大城先輩がいるし。また、村長のい

とこである浜田剛史元世界チャンピオンもいま

すしこの中城村から100年に１度しか出ないと

言っても過言でないと思うんですよ。浜田さん

については本土で活躍していますよね、ボクシ

ング解説でやっていますから。そういうところ

で、やっぱりある意味では中城村出身だという

アピールができるように、そして中城村から情

報発信できるようにしてほしい。今度もプロ野

球選手第１号ということで多和田真三郎も出た

し、彼はまだまだ実績はこれからですけど、お

互い見守っていきながら、将来はそこに持って

いっていくようにしてほしいなと思いますので、

ひとつその辺についても考えていただきたい、

真剣に。そうすることによって、中城村の子供

たちは夢が持てると思うんですよ。村長の３期

目も。子供が夢を持てるような、お年寄り何と

かでありますから、その辺をやっていただきた

いと思います。 

 それからコミュニティーバスについて、もう

ちょっと活用してほしいなと思う。中城城跡に

村民が気軽に行けるような運行体制の見直しが

できないものかどうか。時間が２時間かかるか

らだめじゃなくて、もっと工夫して、そして、

村民が気軽に中城城跡を見ながら、１日過ごせ

るような、心の癒しにもなると思うんですよ。

もったいないじゃないかと。 

 今度来るスクールバスについても、恐らくそ

れは、基本的には就学バスとしてが主だと思う

んですよ。しかし、護佐丸バスについては、こ

ういうルートを考えてほしいなと思うんです。

その辺について、企画課長は、課題はないとい

う、さっき答弁していましたけど、課題は探せ

ばたくさんありますよ。知恵を絞って出せば。

村長の言っている日々改革だと。毎日が改革で

すよ。もうこれで終わりじゃないんですよ。

きょうよりはあす、あすよりはあさってと、常

に改革していいものを求めていくのが、皆さん

方の村民福祉向上の、皆さん方の仕事だと思う

んですよ。その辺、もう一度、お聞きしますけ
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ど、こういう検討する考えがあるかどうか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 非常にいい提言だというふうなことで捉えて

おります。確かに我々の財産であります中城城

跡に、村民の方々が、より多くの村民の方々が

足を運んで、そこでいろんな城跡を見ながら、

癒やしになるということであれば、その辺は十

分検討できることだと思います。 

 ただ、１点だけ、現在、コミュニティーバス

と一緒に護佐丸タクシーの運行も行っておりま

す。それについても、できるだけ観光への活用

も今年度、考えておりますので、まずはバスで

はなく、タクシーの利用から検討してもらって、

我々は我々でバスとしても今後、将来的にそう

いうことができるのかどうかというのは、内部

のほうで検討していきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 村長、３期目当選し

たし、私も、あと残り２年ちょっとです。お互

いに議論して、そして切磋琢磨しながら村政の

発展のために頑張っていきましょう。ひとつ頑

張ってください。以上、終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で、新垣善功議員の

一般質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１４時２３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時３４分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 続いて、伊佐則勝議員の一般質問を許します。 

○８番 伊佐則勝議員 ハイサイ、グスーヨー、

チューウガナビラ。まず、一般質問に入る前に、

浜田村長、３期目の当選おめでとうございます。

村民も期待していると思いますので、村政への

かじ取り、ますますの御尽力をお願いしたいと

思っております。あわせてまた補欠選でお二人

が仲間入りいたしました。やはり議会議員とし

て、議員の職責と職務を一緒にまた果たしてま

いりましょう。 

 それでは通告に従いまして、一般質問を行い

ます。大枠の１番、奥間斜面部の開発行為につ

いて。奥間喜納原の斜面部の開発行為について、

昨年９月定例会の一般質問でも取り上げました

が、地域住民が懸念したとおり、またもや４月

の大雨で擁壁の崩壊や造成工事地での土砂崩れ

が発生し、４月13日には近くの飲食営業店舗に

対しまして、村から避難勧告が発令されており

ました。①本件開発業者は、赤土等流出防止条

例違反、県土保全条例違反等々、隣接地への無

断開発等を含め、県から造成工事の停止命令及

び災害復旧工事の是正指導を受けている矢先に、

今回の土砂崩れが発生しており、今後の台風

シーズンを迎え、大規模な土砂災害の発生が懸

念されるが、開発業者である株式会社森の郷お

くまは、今後も開発行為を進めていく意図があ

るのか、伺います。 

 大枠の２番、太陽光発電設備設置に伴う進入

道路の件でございます。別の業者が喜納原の奥

間自治会所有地に隣接する自社所有地に、太陽

光発電設備の設置計画があります。その進入道

路の新設工事の情報があるが、開発行為の申請

があるかどうか、伺います。 

 大枠の３番、奥間自治会からの要請書につい

て。それにつきましては、大枠１番、２番に関

連して、土砂災害警戒区域となっており、開発

行為による大規模な土砂災害の発生が懸念され

るところでございます。平成18年に発生した北

上原・安里地区の大規模な地すべり災害を教訓

に、区民の生命・財産を守るため、全ての開発

行為に対し断固反対する旨、区民署名入りの要

請書が奥間自治会、奥間地区の自主防災会及び

各種団体代表名で村長宛てに、たしか５月20日

に提出されているかと思います。村長の所見を

伺います。 

 大枠の４番、上川原の地権者説明会の件。土
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砂崩壊防止対策事業に関連して、５月11日開催

の上川原の地権者説明会の経過報告をお願いし

ます。 

 以上、簡潔明瞭な答弁を、よろしくお願いい

たします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、伊佐則勝議員の

御質問にお答えをいたします。 

 大枠１番、２番につきましては、都市建設課

のほうで、大枠３番は総務課、大枠４番につき

ましては農林水産課のほうでお答えをさせてい

ただきますが、私のほうで大枠３番といいます

か、大枠１、２についての所見を述べさせてい

ただきたいと思います。 

 議員おっしゃるとおり、５月に奥間区民から

の要請書をいただきました。当然のごとくと

言ったら語弊がありますかね、住民の、これは

大いなる総意でございますので、大変重く受け

とめさせていただきます。尊重させていただき

ますし、また、今、議員も御指摘といいますか、

その通告書もありますけれども、平成18年の北

上原の土砂災害から10年なんですね。６月10日

で満10年になりました。そういう意味でも、い

ま一度、やはり中城村はこういう斜面地、大変

危険な箇所なんだと。それを安易に許認可で杓

子定規でできるものではないということを、私

も村長として、しっかりと県や、その関係機関

を通じて、村の思いをしっかりと伝えていきた

いと思っておりますので、奥間区民の皆さんと

もしっかりとまた話し合いを持ちながら、どう

いう方向に持っていくかを、しっかりと検討し

て進んでいきたいと思っております。詳細につ

きましては、また担当課のほうでお答えさせて

いただきます。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 では、伊佐則勝議

員の大枠１と大枠２について、お答えします。 

 大枠１について、現在指導しているものが是

正されてからの話ですが、きょう現在、取り下

げや計画断念の話はないので、分譲農園の開発

を進める方針と捉えています。大雨で擁壁及び

土砂崩れで、県から工事の停止命令をしたにも

かかわらず、４月末に他の現場から土を搬入し

ているとのことで奥間自治会長から通報があり

まして、現場へ行って、工事をストップさせ、

搬入した全ての土を搬出させ、ブルーシートで

覆うよう対策を命じました。規模の大きさと、

これまでの経緯から県も慎重になっており、県

の中部保健所、土地対策課、南部林業事務所と

村の都市建設課、農林水産課で連携を密にし、

奥間の開発について今後の対策を検討する予定

です。 

 大枠２について、村条例の建築物を伴わない

開発行為に関する指導要綱に基づく届け出が提

出されています。この計画の中で、進入路は森

の郷おくまの開発道路から進入する内容になっ

ていますので、森の郷おくまの開発が是正され

ないと、この計画は認められないという旨を会

社のほうに伝えてあります。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 大枠３について、お答

えいたします。 

 奥間地区より提出された要請書を受け、村と

しては、県、関係機関において開発行為等を許

可する際には慎重な対応を求めるとともに、開

発業者の違反行為等に対して監督・指導を徹底

するよう、土地対策課、それから海岸防災課、

建築指導課、中部土木事務所、南部林業事務

所、それから中部保健所に要請をする準備を進

めております。県のほうも、そういう我々の一

報を聞いて、関係機関と連携を密にして協議を

したいというふうな報告が届いております。以

上です。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛
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之 それでは、伊佐則勝議員の大枠４について

お答えいたします。 

 上川原の保安林指定同意に伴う地権者説明会

は５月11日に奥間公民館において開催をいたし

ました。上川原の地権者は、相続人を含めて31

名おります。今回の説明会には、相続人の代表

者を含め10名の方に案内を通知して、３名の方

に参加をしていただきました。その中で保安林

指定の主旨を説明し、同意依頼をしております。

これまで６名の相続人からは、同意を得ること

はできております。ただし、残り25名が未同意

ですので、今後も同意作業については、早急に

進めていきたいと考えております。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 それでは、順を追って

再質問をさせていただきます。 

 議員の皆さんには、この、いわゆる土砂災害、

崩壊現場の写真配付をしておりますので、参照

ください。まず、大枠の１番ですけれども、工

事の停止命令にもかかわらず、土砂崩れ現場に、

よそからの残土が搬入されてきておりました。

残土撤去作業の命令を出して、片づけているよ

うでございますけれども、その行為そのものが

法令違反行為にならないかどうか、伺います。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 本来は、よその現場から捨て場を調査したら、

糸満までの搬出する場所を奥間に切りかえて

やっていますので、違反行為になっています。

そのことで報告して、業者も呼んで15台入れて

ありました。しかし、下まで入っているもので

すから、その倍の40台、50台を出してブルー

シートで覆うように指導して、一応は全部撤去

させています。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 災害復旧の是正指導が

入っている最中でございます。その災害復旧の

請負工事業者と、その搬入した業者は、同じ業

者が搬入したのかどうか、伺います。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 元請から受けた下請会社、孫請会社が、ここ

に無断で不法投棄を行っていました。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 現地の開発規模の大き

さと、これまでの、いわゆる経緯から、県も慎

重になっており、県との連携を密にし、今後の

対策を検討する旨の答弁がただいまありました

が、村の関係課、都市建設課、農林水産課と、

それと県の、先ほども農林水産課長から話に出

ておりました、答弁がありました、県の関係機

関との協議の場が持てないかどうか、伺います。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 関係課と連携を密にして、先ほども総務課長

から答弁がありましたけど、今月末に関係課の

日程をとっています。関係課としては土地対策

課、建築指導課、中部土木事務所、中部保健所、

南部林業事務所、それから村のほうは都市建設

課、総務課、農林水産課で、会議を持つために

日程調整をしています。会議の内容としては、

現状報告をし、情報交換をして、対策協議と。

それから意見交換をして、この開発をどういう

ふうにやっていくかというのを協議して、連携

を密にしていきたいと思っています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１４時５２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時５２分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 追加答弁いたします。 

 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 その会議の中で、

村の意向を十分に県のほうに伝えていきたいと

思いますので、その辺の今回の会議となります。

この会議も、１回で終わるんじゃなくて、この
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森の郷の開発がとまるまで連携していきたいと

思います。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 先ほどは大変失礼しま

した。農林水産課長ではなくて、総務課長から

の答弁に訂正させていただきます。 

 では、そこら辺の県との連携、継続した今の

森の郷おくまの開発のやり方、非常に法令の違

反、やりたい放題というふうな、誰が見てもそ

ういうふうな感じを、地域住民、持っておりま

すので、そこら辺はしっかりと監督官庁も含め

まして、協議の場を重ねて地域住民が安心・安

全にできるような、また話し合いをですね、県

とも十分に今後やっていただきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、大枠２番のほうに移ります。初め

に断っておきます。別に自社所有の土地でござ

いますので、太陽光発電の設置について云々を

言うつもりは全くございません。ただ、その自

社所有地、設置する場所までの進入路が現在な

いものですから、情報によると、今の開発場所

の道路を使うんじゃないかというふうな情報が

ありまして、その進入道路の件を質問しており

ます。その件について、また再質問をさせてい

ただきますけれども、進入道路の新設工事の申

請がなされているということでしょうか、 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 森の郷の里道を利用して、その太陽光発電ま

での設置を、うちのほうと、担当と協議をして

いたんですけど、今、森の郷の開発がストップ

していますので、今の太陽光についても、今、

ストップしている状況です。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 それでは、その森の郷

おくまの開発の是正がなされなければ、進入路

の計画は認められないと理解してよろしいで

しょうか。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 太陽光そのものは開発行為に当たらないもの

ですから、あくまでも今、太陽光は250平方

メートル以上であれば、景観条例で指導はして

いきますけど、今、進入路がないと。恐らく今、

奥間、字区の道路を使わなければ、その現場に

は行けませんので、奥間もそれは進入させない

と言っていますので、あとは奥間の森の郷です

か、そこが是正しない限り、通行ができないと

いうふうになって、開発も、太陽光の建築もで

きないんじゃないかなと思っています。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 それでは、大枠の３番

に移ります。 

 その要請書の中にもございますけれども、奥

間区民は開発行為による大規模な土砂災害の発

生を強く懸念し、署名活動の行動を起こして村

長に対して要請書を提出した次第でございます。

これまでの開発行為における違反行為及び現場

状況を見れば、これ以上の開発行為は大規模な

災害の危険性があると判断せざるを得ません。

地域住民の願いは開発行為のストップであり、

森の再生でございます。村としても、県の関係

する監督官庁と連携を密にして、善処をやっぱ

り願いたいと思っております。ひとつよろしく

お願いします。 

 ちなみに今年も６月26日になりますか、全国

一斉の防災訓練がありますけれども、奥間自主

防災会も土砂災害、全国防災訓練をその日に実

施することになっております。 

 続きまして、大枠４番のほうに移ります。地

元に住所を有していない相続人も大勢いらっ

しゃるかと思います。その同意作業も大変御苦

労しているかと思います。今後とも、地権者へ

の説明会、あるいは同意作業を引き続きしっか

りと期間目標を立てて、取り組んでいってほし

いと思っております。そこら辺また、同意作業
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の進捗も、かなりおくれているのかなというふ

うな感もいたしますので、そこら辺、早目に説

明会、同意作業等の進行を期待しまして、私の

一般質問を終わります。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 以上で、伊佐則勝議員の

一般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

  散 会（１５時０１分） 
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平成28年第３回中城村議会定例会（第８日目） 

招 集 年 月 日 平成28年６月10日（金） 

招 集 の 場 所 中 城 村 議 会 議 事 堂 

開 会 ・ 散 会 ・ 

閉 会 等 日 時 

開  議 平成28年６月17日  （午前10時00分） 
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○議長 與那覇朝輝 皆さん、おはようござい

ます。これから本日の会議を開きます。 

  （１０時００分） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問時間は、答弁を含めず30分以内とします。

それでは通告書の順番に従って発言を許します。 

 最初に外間博則議員。 

○４番 外間博則議員 おはようございます。

通告書に基づき一般質問を行います。４番 外

間博則議員です。よろしくお願します。 

 せんだって、行われました６月５日の村長選

において、浜田村長、３期目の当選おめでとう

ございます。本村を代表する村長が公約で掲げ

ている住みよい村、住みたい村、これはもう村

民皆さんも期待していただきたいと思います。

頑張ってください。よろしくお願いします。ま

た村議として補欠選挙で仲眞功浩さん、比嘉麻

乃さん、我々と一緒に議会活動を村民のために

頑張っていただきたいと思います。おめでとう

ございます。 

 それでは通告書に基づき一般質問をさせてい

ただきます。 

 大枠１．本村の有形民俗文化財、津覇自治会

における龕屋の修繕についてお伺いします。 

 大枠２．農業振興についてであります。①農

業振興地からの全体見直しは現在行われていま

せんが、その５年おきの全体見直しは行われる

か伺います。②本村の農道（和宇慶地区内）の

津覇勢理原（太陽の花出荷場）付近の農道整備

について伺います。③村内での遊休地対策は、

どのように今後行っていくか伺います。 

 以上、簡潔で明瞭な答弁をよろしくお願いし

ます。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは外間博則議員の御

質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては、教育委員会のほう

でお答えいたします。 

 大枠２番につきましては、農林水産課のほう

でお答えをいたします。私のほうでは、御質問

の大枠２の③について、遊休農地の対策でござ

いますけれども、せんだって、新垣善功議員か

らの御指摘と御提言などもございました。本村

としても非常に頭を痛めているところではござ

いますが、当たり前に中間管理機構の利活用だ

とか、農地バンクだとか、いろいろな対策の方

策の一つはございますけれども、今後これだけ

は当然、その対策にはなっていかないと思って

おりますので、どうぞ外間議員からのまたご提

言などもございましたら、また皆さんと一緒に

考えていきたいなと思っております。今後、懸

念される材料の一つとして、認識をしておりま

す。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 外間博則議員の御質問大

枠１について、お答えします。 

 津覇の龕屋につきましては、平成25年度に沖

縄振興特別推進事業を活用して整備を実施して

おります。整備を実施するにあたり、当時の津

覇地区の自治会長や議員など各種代表者と有志

を含め調整・確認を行い整備をいたしておりま

す。その後の、再度の整備要望ではございます

が龕屋前の斜面地については、即、崩落の危険

性はないものの、徐々に浸食されていく可能性

はあると考えられます。要望しております整備

につきましては、現在、改修に充てられる補助

メニューがない状況でございます。各種緊急経

済対策交付金等の各種補助メニューが出てきた

場合に検討を考えております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それでは外間博則議員の大枠２について、

お答えをいたします。 

 ①について。全体見直しについては、現在、

基礎調査を行っており、７月上旬には地域ごと
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に関係地権者に対し農業振興制度についての説

明会を開催し、その説明会を通して全体見直し

にかかる農用地利用計画変更希望申出書（除外

希望申請書）を提出していただくことになって

おります。提出のあった計画変更希望申出書を

取りまとめて、農用地区域からの除外の検討を

し、農用地利用計画の案をまとめ、それらを基

に沖縄県と協議を行い、中城農業振興地域整備

計画書案を作成し沖縄県の同意を得たのち公告

縦覧等を経て策定となります。今後、農用地利

用計画変更申請（一部除外申請）につきまして

は、整備計画が策定されるまでは、説明会や農

林水産課窓口で配布する計画変更希望申出書に

よって行うこととなっております。その計画変

更希望申出書の受付は７月から８月を目途に実

施の予定をしております。②について。当該農

道は津覇勢理原２号線になりますが、現場を確

認しましたところ、約10メートルの区間で路肩

部分の法面が洗掘され舗装止めが崩れ落ちてお

り、舗装にまで影響を及ぼす可能性があります

ので、今後補修を検討したいと考えております。

③について。農業委員会では、法令に基づいて

年１回村全域の農地を対象に利用状況調査を実

施しております。平成27年の利用状況調査を実

施しておりまして、現在は遊休農地所有者に対

して、利用意向アンケート調査を行っておりま

す。今後は調査結果により、自ら耕作を再開で

きないと回答した所有者に対しては、農地中間

管理事業による担い手への貸し出しを行うよう

働きかけて行きたいと考えております。また、

農業委員会では、農地所有者に対し農地中間管

理事業の周知と活用を促すために、各地域に看

板を設置する計画もしており、今後も遊休農地

解消に向けて取り組んで行きたいと考えており

ます。 

○議長 與那覇朝輝 外間博則議員。 

○４番 外間博則議員 それでは再質問を行い

たいと思います。 

 大枠１、津覇有形文化財であります津覇の龕

屋の斜面地、現在見ると危険度が高い、保護に

関しても斜面地であり、ちょっと危険な状態で

龕屋周辺、敷地も合わせてどのように。修繕は

行いましたけれども、土留めですね、これは平

成24年でしたか、改修を行って土留めを行って

いるんですけれども、その後、斜面地について

の安全防止対策がまだ取られていない状態で、

今現在、龕屋も現状に留まっている状態であり

ます。この津覇の龕屋敷地、龕屋は平成18年３

月27日に本村の有形民俗文化財に指定されてお

ります。そのためにも文化財を保護する意味で

教育委員会としてどのように保護していくかを

今後の検討をどのようにいっていくか伺います。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長 金城 勉。 

○生涯学習課長 金城 勉 お答えいたします。 

 村の指定文化財でもございますし、希少性の

高い重要な文化財だと認識はしております。そ

の現状が崩落倒壊など文化財の維持に支障を来

し、緊急性があれば厳しい財政状況の中でも早

急に対応すべきだとは思いますけれども、現状

は平成25年度に工事をして以来、変化がない状

況だと認識しております。現状は維持管理上の

支障といいますよりも利用上の利便性の向上や

使用上の安全性を高める要素が強いと考えられ

ます。予算もございますので、単費での改修と

いうのは現在困難だと思われますので、一括交

付金文化庁の補助もない状況でございますので、

先ほど教育長の答弁でもございましたけれども、

緊急経済対策等があった場合に、補助メニュー

を活用して考えていきたいと思っております。 

○議長 與那覇朝輝 外間博則議員。 

○４番 外間博則議員 ただいまの件について

は、去った平成26年度の12月議会でも一般質問

で質問をしております。これまで龕屋について、

基礎調査の段階で予算化はされていると思いま

すが、その後、この安全性に対して傾斜地です

ね。９年マールー事業というのも津覇自治会で
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行っております。９年に１回、龕屋で御願を９

年に１回行っております。その中で龕屋自体、

建物の改修は行っていませんが、中身について

は９年に１回どうしても木枠でつくられた龕で

ありますので、湿気とか、腐食した部分を９年

に１回改修を行っています。この龕を出すとき

にやはりナーというんですけれども、この敷地

部分が傾斜のため、出し入れにはちょっと危険

性を伴うと。滑ったり、年配の方々も皆さん拝

所に来て、行事のときに危険性がないかと思い

ますので、この傾斜部分を保護対策として、転

落防止のための保護を行ってもらえないかどう

か伺います。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長 金城 勉。 

○生涯学習課長 金城 勉 お答えします。 

 ただいまのお話の中で使用上の安全性を高め

るという内容の御要望だと思いますけれども、

議員との現場での調整後、業者のほうに概算の

見積もりを取りましたところ御要望の工事を実

施するに当たり、数百万円程度の予算がかかる

ということからも単費の実施は困難かと思いま

す。これまでも文化財の整備事業におきまして

は、各種交付金補助金で対応している現状もご

ざいますので、単費での即工事というのは困難

だと思います。 

○議長 與那覇朝輝 外間博則議員。 

○４番 外間博則議員 ただいま生涯学習課長

からの答弁もありましたけれども、この補助メ

ニュー等を現在は単費では行えないとそういう

答弁でありましたけれども、補助メニューにつ

いては、このめどはあるのかどうか。今年度中

ではなくてもよろしいですけれども、補助メ

ニューを検討していただいて、大体でよろしい

です。いつごろ、来年。今年中でもなくてもよ

ろしいですけれども、大体めどとして、いつご

ろ予算化して安全防止対策を行っていただける

かを伺います。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長 金城 勉。 

○生涯学習課長 金城 勉 お答えいたします。 

 一括交付金で一度工事をしているので、再度

の一括交付金活用というのは、非常に困難であ

ると思われます。一括交付金ですと、毎年実施

は可能ですけれども、今申し上げたような一度

工事をしている事業に対しての再工事という困

難な状況がございますので、先ほど申し上げま

したように年によっては緊急経済対策等の交付

金がございます。これまでの文化財の整備につ

きましては、平成22年に地域活性化経済緊急対

策臨時交付金というのがございました。政府の

政策等でその年年に緊急経済対策というところ

での事業がいつあるかというのが定かではあり

ませんので、そういった対象になる事業があり

ましたら優先順位を高めて整備してまいりたい

と思います。期限につきましては、いつという

指定というお答えはできない状況でございます。 

○議長 與那覇朝輝 外間博則議員。 

○４番 外間博則議員 このただいまの生涯学

習課長の答弁もありましたけれども、実際、こ

れまで行われた改修も行われてはいます。平成

24年ですか、土砂が流出して、龕屋の上のほう

に個人の所有する土地がありまして、そこから

大雨時に土砂が流れて、龕屋の敷地、石積みさ

れているんですけれども、龕屋に土砂が流出し

て、この土留めをするための擁壁はやっていた

だいております。そのときに修繕及び龕屋の整

備ですね、一括交付金を活用して、我々自治会

としてもそのような要望等はしていませんでし

たが、今後、当時であれば要望があれば工事も

できたと思います。今後、一括交付金以外に補

助メニュー等がございましたら、この将来的に

も龕屋を保護するための現在はそんなに崩落と

いうほどではないんですけれども、実際災害が

起きた場合に、地すべりが起きたり、文化財本

体自体が破損がないような敷地を整備していた

だきたいと思います。ぜひ一括交付金を活用し

た事業ではなく、村の有形民俗文化財でありま
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す。その保護のためにぜひとも保護する意味で

頑張っていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

 次に行きます。大枠２．農業振興について、

お伺いします。先ほど、農林水産課長からも答

弁がございましたけれども、中城村において５

年の見直しというのは、これまでは行われては

いませんが、前回12月ですか、議会でも質問さ

せていただきましたけれども、その間、５年以

内の見直しを行われるか伺います。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 これまで農振計画の現在の策定が平成15年に

行われておりまして、これまで５年間の基礎調

査を行ってきておりません。本来であれば５年

ごとに基礎調査を行いまして、見直しが必要な

のか、ではないのかというのを検討いたします。

今回は27年度の予算で基礎調査を組んでおりま

す。若干遅れ気味ではございますけれども、今

後、先ほども申し上げましたように基礎調査部

分のアンケート調査とかを進めながらできるだ

け早急に策定をしていきたいと思います。その

後はやはり５年ごとの見直しではなく、基礎調

査はやっていくべきだろうと考えております。 

○議長 與那覇朝輝 外間博則議員。 

○４番 外間博則議員 上地区のほうは、新垣、

北上あたりは緩和区域として、緩和されてきて

おりますけれども、下地区においてはちょっと

遅れはとっている状況ではあるというものを私

も把握しています。そのために一個人から農地

所有している方が転用を行いたい場合に申請を

された場合に、一部除外はどのように行われる

のか、全体見直しの中でも一部除外となります

けれども、その中で一個人から申請があった場

合、どのように対応するかを伺います。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 お答えいたします。 

 先ほども述べましたけれども、基礎調査を

入っておりますけれども、その間、いわゆる先

ほど申し上げたように一部除外というのは受け

付けはしておりませんけれども、基本的に緊急

性がある部分については、受け付けもしており

ます。今後、県との協議を進めていきます。今

後、申し出については先ほど申し上げたように

説明会７月から予定をしておりますので、その

中で除外申出書を提出してもらうという形にな

ります。 

○議長 與那覇朝輝 外間博則議員。 

○４番 外間博則議員 今答弁ありましたけれ

ども、現在、この農振地内で昭和49年以前に住

宅化された土地も既存のものも何筆かあります

けれども、現在、住宅はないんですけれども、

49年以前宅地化された住宅と、これも農振内に

現在あるわけです。その中で農地と宅地が実際

には今現在、農地ではあるんですけれども、宅

地化された土地が何軒か津覇、前原ですけれど

も、あの部分を住宅も現在四、五軒はあります。

和宇慶の手前、その中でこの辺は一部の除外も

行ってもいいんじゃないかなという点が見受け

られます。この全体見直しの中で協議は行われ

基礎調査も行えるかどうか伺います。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 今、議員がおっしゃる箇所については把握は

しておりませんけれども、以前からの既存宅地

だったというのも調べてみないと何とも言えま

せんけれども、もしそういう部分がありまして、

農振除外につきましては本来要件を満たして、

例えば縁辺部とか、そういう箇所で集団農地へ

の影響のない部分については、当然ながら希望
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等もあれば変更の検討はいたしたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 外間博則議員。 

○４番 外間博則議員 農振地域内において住

宅化ができないという状況があるというのは、

本村においても大変厳しいと思いますけれども、

ぜひ村民からの要望があった場合、農振全体見

直しをぜひ行っていただき、一部でも除外が受

けられるような体制づくりを行っていただきた

いと私は思います。早目に行っていただければ

よろしいかなと思います。 

 それでは２番にいきます。和宇慶地区内、勢

理原の道路整備についてですけれども、一部課

長も現場を確認されたと思いますけれども、今

の状態はそんなに道路自体アスファルトが

ちょっと削られた状態で路肩部分の縁石ですか、

コンクリートされた縁石の部分が10メートルほ

どの距離で崩れております。この地域について

は、大型車両の往来が多いもので、これがあま

り進行していくと、ちょっと今の状態の維持は

できないんじゃないかなと思いますので、この

崩落した部分の改修は行えるか伺います。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 お答えいたします。 

 まず現場を再度、調査して費用がどの程度か

かるのか、その辺も検討しまして、財政上のこ

ともありますので、できるだけ補修は行ってい

きたいと思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 外間博則議員。 

○４番 外間博則議員 ただいまの状況を見ま

すと、そんなに破損はそんなに多くはないんで

すけれども、これ以後、大雨が降ったり中に

入っている砂利、コーラルを転圧されることに

よってひどくなる状態が起こりつつあります。

現時点ではそういうような影響はないんですけ

れども、今後、大型車両も往来が多くて、製糖

期待分にさとうきびの大型運搬車両が通った場

合に転圧されて、道路部分の破損がひどくなる

んではないかと私は思いますので、ぜひ道路整

備の破損部分の修繕を早目に行っていただきた

いと思います。 

 続いてです。本村においては、集落内及び農

振内で遊休農地が散在しております。その中で

集落内おいては隣接する農振内の農地が遊休化

していると。その意味もありまして、やはり危

険性物のハブとか、そういうのがよく見られる

ということで、危険性を伴っている農地が散在

しております。その点について、どのように指

導を行っていくか、今後の指導方針を農林水産

課長、どのように考えているか伺います。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 その耕作放棄地からのいろいろ隣接へのハブ

とか、そういったものについての御指摘には以

前にも議会のほうで指摘をされております。現

在、遊休地については農業委員会ではできるだ

けそこの所有者に対して、これまで２件ほどは

隣接へのこういった迷惑の事態が起こっている

ということで、通知をしまして対処していただ

きますようにということで通知をしたりしてお

ります。今後も、やはりこういった形での指導

をしていきたいと考えております。 

○議長 與那覇朝輝 外間博則議員。 

○４番 外間博則議員 ただいまの答弁の中で

もありましたけれども、この遊休地が１件や２

件であれば対象も見つかるかなと思いますけれ

ども、この住宅に近い部分はボランティアで今

回は草刈り等を行って、ススキとかそういうの

を遊休化した雑草の処理は行うということで、

現在一個人の方で、ススキの刈り込みは行って

いただくということで、今済んでいますけれど

も、将来的、ただいま中間管理機構の行ってい

る農林水産課と県の農政課も確認しております
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が、本村において、中間管理機構で処理した貸

し付けを行っている件数は何件あるか伺います。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 お答えいたします。 

 現在、農地中間管理事業で農地の貸し出しを

行ったのは平成27年度に１件ございました。今

年度に入りまして、今出し手のほうが１件おり

まして、今後、この借り手のほうを公募してお

りますので、それと調整を図って、また貸し出

しを行っていくということになっております。

現在、まだそのぐらいの実績でしかございませ

ん。 

○議長 與那覇朝輝 外間博則議員。 

○４番 外間博則議員 これまでの件数を何件

あるか。これまで対処した件数を伺います。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 さっき申し上げたんですが、平成27年度に

１件ありました。出してから借りて、また借り

手に貸すと。中間管理機構が間に入って、現在

28年度では土地の出し手が１件ございます。そ

れを今後また担い手のほうに貸し出しをするよ

うな手続を取っていきます。 

○議長 與那覇朝輝 外間博則議員。 

○４番 外間博則議員 農振内でこれだけ遊休

地が散在している状態ですね。これを解消して

いただくためにも中間管理機構も通して貸付、

借り手もやはりその地域の遊休化対策にも大き

な影響があると思いますけれども、貸し手につ

いても、やはり貸していただけないというのは

借り手のほうは土地利用を貸していただけない

状況があると思いますけれども、その点で土地

を貸したら返してもらえないという、貸し手の

ちょっとした貸し手についての疑問。そういう

お話があるかと思いますけれども、この貸せな

い理由というのを伺ったことがありますかどう

か伺います。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 お答えいたします。 

 はっきりとした出し手の意向というのは確認

はしたことはございませんけれども、やはり貸

すとなかなか戻ってこないということがあるか

と思います。それで先ほども申し上げましたけ

れども、やはりこの中管理機構というのは、個

人対個人ではございませんので、間に中間管理

機構という公的機関が入りますのでということ

で、十分周知してできるだけ貸していただける

ようにということで、今後も農業委員会ととも

に取り組んでいきます。 

○議長 與那覇朝輝 外間博則議員。 

○４番 外間博則議員 農振内においての周囲

にも住宅と近隣の隣接する住宅等もありますの

で、農地が遊休化するとやはり先ほど言ったよ

うなハブとか、そういう危険性がありますので、

実際には苦情もあったんですけれども、ハブ対

策ではなくて、農地をせっかくの土地改良をし

て農振地域で耕作を行っていただくような、農

地も優良農地でございますので、ぜひ中間管理

機構等を通して、遊休地対策をぜひ行っていた

だきたいと思います。以上で一般質問を終わり

ます。 

○議長 與那覇朝輝 以上で外間博則議員の一

般質問を終わります。 

 10分間休憩します。 

休 憩（１０時４０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時５１分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 続いて、安里ヨシ子議員の一般質問を許しま

す。 

○１０番 安里ヨシ子議員 皆さん、こんにち
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は。10番 安里ヨシ子です。１番目、子供の貧

困について。子供の貧困が大きな社会問題に

なっています。子供の貧困根絶を求め多くの自

治体でその取り組みが進められています。 

 非正規雇用の拡大・正規雇用との格差は大き

く子供の貧困につながっています。 

 ちゃんと働いているのに貧困から抜け出せな

いいわゆるワーキングプアが多いと言われてい

ますが、中城ではどれくらいの子供が貧困か。

実態調査が必要だと思います。 

 2013年に制定された「子供の貧困対策の推進

に関する法律」は各都道府県に対し「子供の貧

困対策についての計画を定めるよう努めるもの

とする」との責務を規定しています。さて中城

村において子供の貧困についての実態調査がな

されていますか。伺います。２番目に、貧困の

定義はどのようにとらえていますか。貧困の対

象は何人いますか。他市町村でこども食堂など

開いています。中城村において計画など考えて

いますか。伺います。無料塾について中城村で

は、どのような対応をなさいますか。就学援助

の更なる拡大を求めますが、教育委員会として

のお考えを伺います。以上、御答弁願います。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは安里ヨシ子議員の

御質問にお答えをいたします。 

 子供の貧困について。議会の中でもたくさん

の御意見などがございました。私ども行政とし

ましても、大変我々の課題の中でも重要課題と

認識をしております。御承知のとおり支援員を

置いてしっかりと、その状況を把握をしながら

実態を調査し、積極的に行政が入っていこうと

いうことで、おせっかい行政と私は呼んでいま

すけれども、おせっかいをしてそれでも子供の

貧困やある意味、危険性なども含めてそれを救

えるような手立てをしていこうと真剣に考えて

おりますので、また詳細については福祉課と教

育委員会のほうから答弁をさせますけれども、

しっかりと全庁を挙げて、この問題には取り組

んでいきたいと思っております。以上でござい

ます。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 安里ヨシ子議員の御質問

大枠１の⑤についてお答えします。 

 就学援助は平成28年度から補助率を国基準の

100％に拡充しております。更なる拡充につい

ては他の制度も検討しながら考えてまいります。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 大枠１の①について。沖縄県が、全市町村の

データをもとに貧困率を算出しています。中城

村の貧困率も概算値ではありますが、報告を受

けています。②世帯の収入から国民一人一人の

所得を試算し、一人一人を順番に並べた場合に、

真ん中の人の所得の半分に届かない世帯、わか

りやすくいいますと一般的な水準の半分にも満

たない水準で暮らしている世帯が貧困世帯と捉

えております。貧困の世帯の人数ですが、中城

村は教育委員会からいただいた就学援助名簿の

人数130人をもとに県が示した所得基準以下の

世帯40人に絞らせていただきました。その40人

の世帯を家庭訪問し、生涯学習課が実施してい

ます居場所づくりへの案内をしたところ５人の

子供たちが現在、居場所づくりに通っています。

③中城村では、６月６日より居場所事業をス

タートをさせています。その中で平日は夕食、

土曜日は昼食と夕食の食事の提供を行っていま

す。④居場所づくり事業の中で主に小学生を対

象に支援員による宿題の見守りを行っています。

中学校では支援員２人による放課後学習支援を

行っています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 実態調査を支援員

のほうにお願いをして40人を家庭訪問を終わっ

たわけですよね、この調査訪問については、や
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はり支援員というのは対象者の家庭については、

やはり知らない人が来たらいろいろな相談をす

るのに抵抗があると思うんですね。それで村の

民生委員とか、自治会長とか、そういった方た

ちが調査をして、その人たちに活動費を上げて、

実態と言うか、ただ就学援助を受けているとか、

準用保護を受けているとか、そういうことでは

なくて、申請して受けていない人たちもいるし、

本当の実態というのはやはりこの地域をよく

知っている。知り尽くしていると言いますか、

そういう人たちが回って見て、このうちの家庭

の子供はその必要がありますよと。学習支援と

か、そういったそれがありますよということで、

そういう子供たちも一緒に受けさせてもらえる

ようにしたほうがいいんじゃないかなと思って

おります。申請しない周囲の目がなんやかんや

とか、田舎の人は義理堅いですので、なかなか

受けないということがありますので、本当に地

域を知っている民生委員、そういった人に頼ん

で、その実態を調査してもらいたいと思います。

始まったばかりですので、今からそのような調

査も必要ではないかなと思っています。どれぐ

らい困っているのかというのが、やはり話して

もらわないことにはそれを受けさせられないと、

そういうことがあります。給食についても私た

ちが新聞、テレビで見るような子供たちがワイ

ワイ、ガヤガヤして楽しく食事をしているイ

メージがあるんですけれども、市町村によって

はそれぞれの事情がありますので、必ずしもそ

ういった人数がたくさんいて食事を提供して居

場所もつくって楽しくワイワイとしている。そ

れだけが頭にあるんですけれども、やはり中城

の事情に合った食事の提供をしてもらいたいと

思います。お父さん、お母さんが仕事というと

きに、夜が遅いときにおばあちゃんのお家で食

事をしているとか、そういったコミュニティも

非常に大切だと思いますので、やはりほかの市

町村をまねるのではなくして、中城独自のそう

いったこども食堂が大人も含めてできたら大変

よろしいんですけれども、そういったもので地

域のコミュニティを大切にしながらそういった

こども食堂をやって運営してほしいと思ってお

ります。こども食堂についてですけれども、最

近ですかね、支援員を募集していますけれども、

その中でこの支援員の資格があるのか、年齢的

なものとか、ほかの資格を持っている人なのか、

募集の中では児童・生徒の送迎とか、生活指導

とかにというのが書かれているんですけれども、

それについて資格とか、年齢、そしてほかの資

格とか持っている人を募集しているのか、何名

ぐらい募集しているのか、お聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長 金城 勉。 

○生涯学習課長 金城 勉 お答えいたします。 

 きょう現在、貧困対策の支援員として５名を

採用しております。資格につきましては、自動

車運転免許証の資格でのみ募集をかけておりま

すけれども、保育士資格をお持ちの方やこれま

で子供にかかわる施設で経験された方々がい

らっしゃいます。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 今支援員は中学校

とそこに５名いるということですが、この資格

がやはり宿題とか、そこで居場所づくりの場所

で食事を提供したり、生活指導とかやりますけ

れども、児童・生徒の送迎とかというときに２

時から８時という時間がこれも非常に主婦とか、

そういった人たちにとっては非常に難しい時間

帯だと。朝９時半から３時30分、これは時間的

に非常に厳しい時間だと思いますけれども、そ

ういった時間の見直しとかをできないかどうか、

お伺いします。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長 金城 勉。 

○生涯学習課長 金城 勉 お答えいたします。 

 先ほど申し上げました支援員については、子

供の居場所づくりで対応していただく方々と

なっております。村民に対しても募集をかけて
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おりますけれども、先ほど福祉課長からござい

ました現在の５人の対象者に対して、現在５名

の支援員がいますので、現在の支援員も時間も

理解して応募していただいている方々で、今現

在、５名の支援員で取り組んでいくつもりでご

ざいます。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 ではこども食堂に

ついてですけれども、これは沖縄でいろいろ給

食の未納問題でいろいろ議論されてきたときに、

これは家庭の責任だと。自分の子供が食事する

のに給食費を払わないということはなんたるこ

とかみたいな感じで、議論をされてきましたけ

れども、子供の養育にとっては家庭と保護者の

責任は本当に大事ではあります。でも働いても

働いても貧困から抜け出せない人。先ほどの

ワーキングプアですけれども、それが現在、多

くなっているわけですね。やはり政府の政策の

おかげで富が集中していると。その貧富の差が

大きくなっているわけですね。それで親は低賃

金で、非正規雇用などで生活が苦しくて貧困に

陥っている子供たちがいますので、本当に健康

で文化的な最低限の生活を保障するために子供

のことを最優先にした行政のあり方が、今求め

られているんですけれども、この自分の子供は

親が食事をさせる。そういった問題についてと

いいますか、貧困対策として食の保障をどうす

るのかということの考え方ですか、行政に求め

られているそういった考え方ですね。一般の人

たちのそういった親が食事をさせるべきだとい

うそういった考えについては、どのように考え

ていらっしゃいますか。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１１時１１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時１５分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えい

たします。 

 まず給食費が払えない、実際支払われていな

い家庭がございます。今、実際に準要保護とか、

受けられている方は、村のほうでは補助して、

貧困の家庭等になってきますけれども、給食を

差し上げているということです。中には払える

方も、払えると思う方も滞納している方はい

らっしゃいます。夕食に関しましては、家庭の

都合により貧困であるとか、その家庭内の事情

でどうしても夕食を食べられない家庭もいます

ので、そこに子供たちには提供しているという

のが現状であります。以上であります。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 話がちょっとちぐ

はぐになってしまって、では県内でも学習支援

の無料塾の取り組みが広がっておりますけれど

も、市町村によって、いろいろな人たちがかか

わってきて、この学習支援をなさっています。

ただ退職教師や社会福祉士、不登校とか、引き

こもりの子を持った経験のある親たちとか、そ

ういう人たちが関わっているところもあると、

貧困ゆえにどうせ勉強しても進学できないとそ

ういった子供たちがいますので、そういう子供

を今中学校でなんかやっているわけですけれど

も、その無料塾の運営について、これからどの

ような計画があるかお聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えい

たします。 

 今、中学校では授業終了後、放課後、護佐丸

塾としまして支援員が無料で学習指導を行って

おります。支援員が学習指導員が２人、学校指

導員として２人、計４名でこの無料塾を運営し

ております。平日は大体７名程度の生徒しかお

りませんけれども、試験前になるとこれが30名

から40名の利用者がおります。また英検等の試

験前には受験される子供たちの個人指導なども
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行っているところであります。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 前回も質問をしま

したけれども、この準要保護世帯については、

国庫補助が廃止をされましたが、せめて給費の

最低基準として、国庫補助基準の内容と金額を

保障してもらいたいということを質問する予定

でしたけれども、75％から100％に上げるとい

うことですので、一定の前進はあったかなと

思っております。ただ、2010年度からはＰＴＡ

会費、そういった部活費とかが組み込まれてい

ますけれども、それを実施できるかどうか。そ

して自治体によっては、市町村独自の予算でや

るということですので、自転車の通学をしてい

る生徒へのヘルメットとか、眼鏡とか、そう

いったものを支給している市町村もありますけ

れども、中城村において、今以上に拡充できる

ものが考えられますか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 お答えいたします。 

 子育てを支援する事業にはいろいろございま

す。先ほど議員がおっしゃいました要保護、準

要保護の就学援助金とか、あとは第三子以降の

給食費の補助事業。特別支援教育児童・生徒の

就学支援事業、また福祉課がやっている貧困対

策事業、福祉課はまだほかにも事業があると思

いますけれども、こういった事業をいろいろ制

度を検討し、就学援助も拡大できるか。ほかの

事業も検討しながら、この事業が拡大できるか

検討していきたいと考えております。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 広報紙でしたかね。

だれかの質問の答弁の中で、教育委員会として

申請書、それと説明書を入れて配付をしている

ということですので、それは非常に前回よりも

進んでいるなと思って安心をしておりますけれ

ども、その仕事を休まなくても、この申請が利

用できるそういったものを提出が教育委員会、

学校内の事務所ということで、皆さん人の税金

の中からももらうからということで、とても拒

む人もいますので、そういったことで今回の説

明書と申請書の送付、利用しやすいように考え

られているなということを感じました。その中

で申請しない人はハードルが高いのかなと。全

世帯の収入総収入とか、この個人の収入なのか

というのが問題ですけれども、それを知られた

くないとか、その申請書の郵送の方法とかは考

えられないでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 お答えします。 

 この受け取る側に郵送ということですが郵送

でも学校にでも、教育委員会にでも郵送でも大

丈夫です。それから教育委員会が審査していき

ます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１１時２４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時２４分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 まずお知らせと申

し込みの用紙が児童・生徒全員に持たして家庭

のほうに配付している状況であります。これを

全部郵送となりますと、相当の金額がかかりま

すので、現在のところ児童・生徒にお知らせと

その申請書を持たして、受付は郵送でも受付は

しております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 沖縄の貧困率はや

はり全国一だということで、資料にも載ってい

ますけれども、ワーキングプア率が全国平均

9.7％のところ、沖縄は25.9％と。非正規労働

者の率が全国平均で38.2％、沖縄は44.5％とい

うことですね。いずれも１位と。だから何とい

いますか、やはり貧困というのは、学習に非常

に影響がすることが大きいので、早目の学習支
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援の取り組み。今学校で始まっているのは、中

学１年から３年までは対象なのか。３年生だけ

を対象に行っているかをお聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 護佐丸塾は全生徒

が対象でございます。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 広報紙に載ってい

ましたけれども、中城の子供の貧困緊急対策事

業連絡会というのが、３月か４月のほうに行わ

れたと思うんですけれども、そのメンバーにつ

いてお聞きします。それとどういった意見が出

ていたのかもお聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 子供貧困対策連絡会議のメンバー20名であり

ます。内訳として村ＰＴＡ連合会会長、幼稚園

の教頭先生、小中の教頭先生、民生委員、児童

委員、母子保健推進員、あとは地域の方々で、

協力したいという方々がメンバーであります。

会議を２回持ちました。３月の会議ではどう

いった方法で支援していけばいいのか。貧困の

対象となる子供たちの抽出の方法。また子供た

ちのプライバシーをどういうふうに守っていけ

ばいいかという協議がなされました。５月では

進捗状況、６月に向けての開始の協議をしてい

ます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 順序が違うんです

けれども、居場所づくり、そしてこどもの食堂、

それを含めて、社協の職員かと思いますが、そ

れをなかよし児童館で行うということが決まり

ですかね。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長 金城 勉。 

○生涯学習課長 金城 勉 お答えいたします。 

 本村におきましては、包括的に実施をしてお

ります。６月６日から子供の居場所として食事

を提供する場所として放課後ですね、学校終了

後に各学校に向かいにいきまして、児童館を利

用している児童と一緒に時間を過ごしていただ

いております。その後、子育て支援センターに

移りまして、食事の提供と歯磨き、入浴等の生

活支援、宿題の見守り等を行っております。７

時半から８時にかけまして、シルバーに委託し

て各自宅へ送り届けている事業として実施して

おります。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 私は場所は向こう

がよければそれでいいかなと思ったりするけれ

ども、ボランティアも含めた運営の仕方といい

ますか、それをやらないと長続きしないと思う

んですよね。だからやはりボランティアでやり

たいと１週間に１回ぐらいは大丈夫ですよとか、

２回は大丈夫ですよとか、時間的に非常に厳し

いものがありますけれども、そういった方々も

いらっしゃいますので、ぜひとも１週間でも１

回でもいいから、ボランティアとして食事をつ

くる。食事をつくるのはやはり弁当とかそう

いった注文ではなくして、この地産地消をやは

り推進する。それも教育の一環だと思っており

ますので、それを向こうでつくりながらそう

いった食の教育もやってほしいなと思っており

ます。今、国として生活保護基準の引き下げの

動きがあります。この生活保護の基準引き下げ

は国民の生活にとっては大変大きな影響がある

と思って、危機感を感じていて、私たちはそれ

について生活保護の基準を下げるなということ

で、いろいろと運動したりとか、その人たちと

一緒になってそういった話し合いをしたりして

います。基準を引き下げることによって、起

こってくるのは何かと。それは住民の生活に非

常に直結しますので、最低賃金の引き下げの理

由を失わせて、引き上げが難しくなると。その

結果、若年とか単身者を中心とした低賃金不安

定雇用の賃金引き上げが難しくなるし、正規労

働者職員の賃金の引き上げにも困難になって、



― 130 ― 

最低保障年金をめぐる年金額にも影響すると。

課税最低限や保険料の減免制度、それとの関係。

就学援助制度の認定基準を定める際にも用いら

れると。生活保護基準の引き下げは当事者はも

ちろん多数の国民が大変な危機感を感じ、それ

に反対していくその動きがあります。それに対

して、やはり今行政として危機的な動きに対し

て、どのように考えますか、伺います。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 生活保護を担当する福

祉課として、生活保護受給世帯の最低な生活を

保障するための生活保護費であります。その給

付額の基準額を下げた場合には、生活保護世帯

が、今よりも大変苦しい生活になると思われま

す。現在、国が進めている困窮者支援、子供の

貧困対策事業にもかかわり、困窮世帯、生活保

護世帯がふえてくるものだと思われます。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 行政としてはそれ

を反対しますとかは言えないかもしれませんけ

れども、そういったのはやはり念頭においてい

て生活保護の申請を受け付けてほしいと思うん

ですが、この前テレビでやっていましたけれど

も、千葉県でしたか、生活保護を申請するそこ

にギャンブルはいけません、飲酒はいけません

なんやかんや書いて、この申請する人は躊躇す

るような問題が書かれていたと。前のほうにも

貼られていたということで、私、テレビを半分

から見たんですけれども、そういったことで今、

窓際、水際作戦といいますか、そこで申請を受

けさせないような方向で、沖縄ではどうかと思

いますが、本土ではそういった動きが非常に活

発になっていると言われていますけれども、中

城でこちらは村ですので、保健事務所とかそう

いったのがないので、申請に来た人を窓口で排

除したことがあるかどうかお聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 町村はあくまで進達業務であります。決定は

県の中部福祉事務所のほうで行われます。窓口

に住民の方が生活保護の相談に来られた場合は、

やはり生活が大変だろうということを頭におい

て、職員の聞き取り調査をしています。窓口で

該当しないからということで断ったことは今ま

で１件もありません。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 こういった申請に

来る人は非常に気持ちも小さくなっていて、恥

ずかしいとかそういったものもありますので、

やはり窓口の職員の対応一つで救われるか、そ

のまま嫌な思いで帰っていくとかそういったこ

とがありますので、ぜひともそういった人の思

いに配慮して、そういった申請を受け付けてほ

しいと思います。あと一つは、前回の議会で質

問しましたけれども、御存じのように日本は大

変な高学費で奨学金制度も利用しておりますけ

れども、その負債を抱えたまま社会人になって

いく。そういった社会人に出ていって、ローン

を抱えているとかそういった人たちがたくさん

います。きのうも県のほうからも奨学金の返済

のことで来ましたよということで、社協の下の

ほうで話をしましたけれども、昭和50年代から

残っている人もいますということでしたので、

やはりこの卒業して仕事がないのに、もう半年

ぐらい猶予したら、この就学金の返済で困ると。

そういう人がたくさんいますけれども、そう

いった人たちのために返済不要の奨学金の創設

するようにということで質問をしましたけれど

も、ほかの市町村の中ではどうしたらこの奨学

金返済不要の奨学金の創設ができるか、どうい

うふうに財源を集めようか、お金を集める、そ

ういった話し合いが持たれていたということで、

ラジオでやっていましたので、この制度の創設

について、やはり村としても知恵を出し合って、

この若い人たちの支援をしていかないと奨学金

を返すのに、アパートを借りて奨学金を返した
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ら生活がいっぱいですよね。年金も払わないと

いけないしということで、いろいろと出費が出

て食べるのも切り詰めているという人たちがい

ますので、そういう人たちのためにやはり知恵

を出し合って、そういった方向、それからこの

制度の創設ができるように頑張ってほしいと

願っていますけれども、教育委員会としてはど

うですか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 お答えします。 

 議員おっしゃる給付型の奨学金だと思います。

確かに学校卒業して、今半年猶予して奨学金の

借りた額を返済してもらっていますけれども、

給付型ということになりますと、どうしても財

源が必要となってきます。これが大きな問題で

あります。今、その対応としまして、返済を借

りた年数、今２カ年でしたら２カ年で返しても

らっているのを期間を倍に伸ばしまして、この

返済額を前の半額にして、負担を軽減するよう

にしております。以前は月４万円借りていまし

たら、月４万円を返済するということでしたけ

れども、去年から月４万円借りていたものは月

２万円を返済するというように返済の期間を伸

ばして、負担を軽減していくようなシステムに

しております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 もう私たちも大学

出た子がいますけれども、これでは結婚もでき

ないと。子育て支援にも影響してくるんじゃな

いかと心配をしております。中城は良心的に延

長しているということですけれども、きのう私

たちは同級生の模合があって、そこでの話です

けれども、滞納していたかどうかまでは聞いて

いないですけれども、一括返済を迫られて一括

返済したら自己破産をしたという話がありまし

た。中城は非常にそういった面では一歩、二歩

進んでいるかなと思って、安心をしております

けれども、ぜひとも返済不要の給付制の奨学金

制度の創設のために、やはり知恵を絞って財源

がないないとおっしゃらないで、財源をどうし

たら確保できるかということのほうに視点をお

いて、それを実行してほしいと思っております。

教育長、今年から入学準備金もやりますと。額

の問題とかそういったのをお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 お答えいたします。 

 入学準備金は27年度の後期から貸し出しを

行っております。金額は20万円、30万円、40万

円のうちから借りたい人が選択していくシステ

ムとなっております。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 これは貸し付けす

るんですか。私はまたこの入学準備金をあげる

と思ったんですけれども、私はまた友達には入

学準備金も今年からあげるということですので、

自慢したんですけれども、これはどういうふう

に私は返答するか。これは非常に困りますね。

受け取り方の問題で、私のほうが悪いんですけ

れども、私は入学準備金は二、三万円ぐらいで

はないかと思ったり、あとは何十万円ぐらいか

ねと思って、非常に期待していたんですけれど

も、貸し付けるという。よろしいですけれども、

一歩一歩前進していくように皆さんと力を合わ

せて頑張っていきたいと思いますので、よろし

くお願いします。ありがとうございます。 

○議長 與那覇朝輝 以上で安里ヨシ子議員の

一般質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１１時４８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 與那覇朝輝 これから午後の一般質問

を再開いたします。 

 仲眞功浩議員の一般質問を許します。 

○９番 仲眞功浩議員 改めましてこんにちは。

補欠選挙で出戻ってまいりましたけれども、約
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２カ年間の任期、一生懸命努めていきたいと思

いますので、村長を初めとして執行部の皆さん、

それから温かく迎え入れてくださった議員の皆

さん、よろしくお願いいたします。それでは通

告書に従い、一般質問を行います。 

 まず初めに、(仮称)中部南地区火葬場･斎場

建設について、お伺いいたします。この件に関

しましては、まだ反対運動が終息したわけでは

ありませんが、この一般質問で終息に向かう答

弁が得られることを期待して、質問に入らせて

いただきます。①として、中城村内からは４カ

所の候補地が挙げられたと聞いておりますが、

多くの安里区民は、安里区が候補地の一つに

なっていることを全く知りませんでした。村は

どのような経緯で安里区を候補地の一つとして

選定していったのか、伺います。②として、

（仮称）中部南地区火葬場･斎場建設計画の白

紙化、頓挫の理由の一つが「財源のめどが立た

ない」からと言っておりますが、いつ頃から財

源のめどが立たなくなったのか。また、めどが

立たなくなった理由は何なのか、お伺いいたし

ます。③として、村長選挙の当選インタビュー

の中で村長は「私の中ではもう火葬場の話は終

わったことだ」と言っておりますが、これはど

ういうことを意味しているか、伺います。また、

村長は４年間にわたり、火葬場・斎場建設計画

を重要政策として設定し、施政方針で村民に訴

え、予算をつぎ込んできました。一方、安里区

においては火葬場・斎場建設の是非をめぐり対

立が起こり地域コミュニティは完全に壊れてし

まいました。村長は、村民に対する説明責任、

安里区民に対しては謝罪し、区民間に生じてし

まった溝を修復するために努める責務があると

思いますが、どのように考えておられるのか。 

 ２点目に、添石区県道146号線沿いの法人墓

地建設について、伺います。添石区県道146号

線沿いに、法人墓地の建設が進められておりま

すが、これは「中城村墓地等の経営の許可等に

関する施行規則」の第５条の規定に違反する部

分があると考えられますが、条例の範囲を超え

て許可した理由は何なのか、お伺いいたします。

また、雨が降るたびに付近住宅、国道等に土砂

被害を発生させておりますが、村はどのような

対応をしているのか、お伺いいたします。簡潔

で明快な答弁をお願いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは仲眞功浩議員の御

質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては、企画課のほうで。 

 大枠２番につきましては、住民生活課のほう

でお答えをいたします。私のほうでは、大枠１

の３につきまして。４月27日だったと記憶して

おりますけれども、安里区の公民館で経緯の説

明会も含めて、私どものほうと安里区民の方々

と説明会を行いました。その席でしっかりと今

回の火葬場・斎場建設につきましては、検討委

員会も解散をし、白紙に戻りましたという説明

を私のほうから説明をしっかりさせていただき

ました。そのときにも安里区民の方からは村長

もほっとしたよという話もありましたし、私と

しても、しっかりとその経緯も結果もきちんと

説明を果たしたことでございます。そして、そ

の中で火葬場の話は私はもう終わったことだと

いうインタビューに答えたことは、今後、村民

の中で機運が高まることがあれば、再検討する

余地もあるかもしれませんが、当分の間は火葬

場の建設はもうありませんと明言もいたしてお

ります。そういう意味でこの火葬場の件は終

わったことだということでございます。その一

方で安里区民の方々の間に溝ができているとい

う御質問ですけれども、私どもとしても大変残

念なことであると認識をしております。今後は

しっかりとその融和を図る努力を私どもとして

もやっていきたいなと思っております。以上で

ございます。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 
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○企画課長 與儀 忍 （仮称）中部南地区火

葬場・斎場建設検討における村としての安里地

区の選定について、お答えいたします。 

 検討委員会におきまして、各市町村から推薦

する候補地の目安が示されておりました。それ

によりますと、１つ目に、敷地面積として、斎

場なしの場合は、12,000平方メートルから

20,000平方メートル。斎場有りの場合は、

17,000平方メートルから25,000平方メートルの

土地が確保できること。２つ目に、敷地購入費

を抑えるため、市町村有地が望ましいこと。３

つ目に、造成費を抑えるため、建物・駐車ス

ペースは平坦部が望ましいこと。４つ目に、環

境整備費を抑えるため、自然樹木が多い場所が

望ましいこと。５つ目に、公園・農振地域等、

都市計画上の事業から離れた場所が望ましいこ

と。６つ目に、国道・県道その他主要道路及び

河川から200メートル以上離れていること。７

つ目に、学校・病院・その他公共施設、又は人

家から200メートル以上離れていること。以上、

示されました７つの項目を目安に、選定を行っ

ております。村としましては、当初、地図や航

空写真等を参考に検討を行いましたが、全ての

要件に当てはまる場所がなく、改めて、地図、

航空写真等を検証するとともに、現場を回りま

して、４カ所を推薦したところでございます。

安里区におきましては、村のほぼ中央に位置し、

村内のどの地域からも、車で10分以内での移動

ができる場所であり、また敷地的にも斎場を含

めた面積を確保でき、若干の傾斜はあるものの、

ほぼ平坦であり、アクセス性が容易であること

や自然緑地が多いことなどから、本村からの候

補地として推薦をしていたところでございます。 

 次に、財源について、お答えいたします。過

去の議会におきましても、答弁しておりますと

おり、財源につきましては、当初から確保され

ているものではございません。しかし、高額な

整備費用を自主財源のみで賄うことは困難で

あったことから、国の補助を検討いたしました

が、火葬場建設のための補助メニューがなかっ

たことから、防衛省からの補助を検討してまい

りました。ところが、防衛省からもよい返事が

得られないことから、まだ若干の可能性が残る

沖縄振興特別推進市町村交付金（いわゆる一括

交付金）の特別枠の活用を検討いたしました。

一括交付金を活用しての火葬場設備につきまし

ては、石垣市等で活用された事例がございます。

そのため、５市町村は、一括交付金が活用でき

るよう議論を重ね、５市町村の特殊性を模索し

てきましたが、非常にハードルが高く、結果的

に調整が整っておりませんでした。そのため、

検討委員会は、財源が確保できないことから膠

着状態となってしまい、また、今後も財源確保

のめどが立たないことから、平成28年２月22日

５市町村の市町村長会議におきまして、（仮称）

中部南地区火葬場・斎場建設検討委員会の解散

を決定しております。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 それでは仲眞功浩

議員の質問にお答えいたします。 

 現在、建設が進められている法人墓地は、平

成26年12月26日に墓地経営許可を行っておりま

す。施行規則の第５条第１項の一部要件は満た

しておりませんが、100メートル圏内の居住者

及び隣接地からの同意が７割近くあることや社

会福祉協議会及び介護老人保健施設いなほ会か

らの同意も得ていることから、地域の住環境や

景観に配慮することを条件に、施行規則第５条

第１項のただし書きを適用し、この基準を緩和

して許可をしております。また、建設中の土砂

被害についてですが、工事が始まってから、住

宅や道路に土砂が流れたのが３件あると確認し

ております。そのうち１件は、付近住宅や自動

車工場、排水路への土砂の流入がありました。

その被害に対しては、施工業者及び施主が速や

かに散水車等による住宅、駐車場、車両の清掃、
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自動車工場のフェンスの修繕、国道の清掃及び

排水路のしゅんせつ作業を行っております。以

上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 それでは一つずつお伺

いしてきますけれども、まず安里区を選定した

理由としては、企画課長は全部、行政側の指導

でやったとそういう話になっておりますけれど

も、安里区民には一切そういう相談はしなかっ

たわけですか。その辺をお伺いします。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 本村から推薦いたしました４地区全てにおき

まして、自治会との相談は行っておりません。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 その理由はなんですか。

これは皆さんにそういう権限が与えられている

わけですかね。そういう地元の意向を無視して

皆さんが地図上で調べたと。それで最適だと決

めて提出したと。その結果が要するに今回の困

難を招いている一番最初の原因ですよね。皆さ

んが出したものを知ったのは新聞報道で知らせ

たと。安里区民にとっては寝耳に水ですよね。

そういう安里区の住民の生活に関するものを、

皆さんが何も相談しないで、ある意味迷惑施設

ですよね。そういうものに対して、皆さんが勝

手にそういう提案する権限というのはこれはあ

るんですか、どうなんですか。そういうものは

皆さんあると考えておられるわけですか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 推薦をされ、15の候補地が出そろいまして結

果的に安里区地区が１カ所として絞り込まれて

おります。議員が今おっしゃっるとおり、安里

区におきましては、寝耳に水というような状態

に陥ったことは間違いないと思います。しかし、

我々、火葬場・斎場建設するに当たりましては、

これはどの市町村も同じことですけれども、ま

ずは行政の中である程度の場所を選定し、それ

を検討委員会で検討して１カ所に絞り込んでい

るところでございます。絞り込んだことに対し

ましては、安里区に対して説明をしているとこ

ろでございます。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 全くおかしな話ですよ。

自治会長にも誰にも一切そういう打診とか、そ

ういうものは全くしなかったわけですか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 先ほどの答弁と重複しますけれども、村内の

４カ所全て自治会長との調整はしておりません。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 これは本当に私から言

わせたらあきれた話ではないかな。皆さん、こ

れは望まれるような施設ではないですよね。ど

この自治会においても、人家の密集地、地域の

そばにあるというのは、それでこのような問題

も起こってくるわけです。各地で火葬場反対と

いう、そのようなことがありながら全く自治会

長にも何も打診もしないで、勝手に上げていく

と、そういう手法は間違っていますよね。それ

がそもそも今回の反対運動が起こった原因はそ

こにあると、はっきりしましたよね。このよう

な手法でそういう反対が起こってしまった。そ

して頓挫まで至ってしまったという一つの原因

がありますけれども、それに対して提案した企

画課長、あなたはその責任をどう感じています

か。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 結果的に混乱を招いているというふうなこと

は理解しているつもりでございます。その辺に

つきましては、火葬場につきましては我々が生

活する上で必要不可欠な施設でございます。ど

ちらかの市町村において、この火葬場、あるい

は斎場を整備しなければなりませんので、その
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辺のところは御理解いただきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 そういうことではない

わけですよ。安里区の誰にも打診も何もしない

で、そういう反対運動を起こしてしまった結果、

それに関してはどういう責任を感じているのか、

全く感じていない。ただ事務的な処理したから

それでいいんだと。ただ自分は事務的な処理だ

けしたから問題はないと。責任は一切感じてい

ないとそういうことなのかどうかを聞いている

んです。その変については、どう思いますか。 

○議長 與那覇朝輝 副村長 比嘉正豊。 

○副村長 比嘉正豊 私のほうからお答えさせ

ていただきます。 

 基本的に事務手続的なもので、誤差があった

というふうに感じませんけれども、結果として

こういう状態になったという部分については、

十分私たちは責任を感じております。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 私たちというのは、も

う皆さん執行部どの程度かわかりませんけれど

も、企画課長はそれに対して全然瑕疵がなかっ

たような顔をしていますけれども、これが今傍

聴席に安里の方も見えていると思いますけれど

も、これを聞いて安里の皆さんは、どのように

感じるかですよね。ただ事務的にやって、自分

たちは、そういう嫌なものを押しつけられてし

まっただけだと。それに対して何にも反省も何

もないと。ただ事務的にやっただけだと。それ

では安里区民は救えないですよね。この辺から

今後の問題になりますけれども、その辺を本当

に感じるならば、今後この溝をどう埋めていく

かとそういうものについては、後でまた触れて

いきますけれども、ケアしていただきたいと思

います。 

 それから次に移っていきますけれども、村長

はもう火葬場の話はもう終わりだとそういうつ

もりだとおっしゃっています。一方でまた機運

が盛り上がれば、またやるだろうというふうな

含みを残しておりますけれども、それはどうい

うことかよく私も理解しかねるところもありま

すけれども、とにもかくにも村長、こういう大

きな反対運動が安里では起こったわけですよね。

自治会を二分するものになってしまいました。

今後、村長は安里区において、火葬場の建設問

題。あるいは火葬場・斎場の建設問題が仮に話

が出てきたとしても、安里区にはそういう話を

持っていかないとそういうことを断言できます

かね。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 機運が高まるということは、村民の皆さんが

火葬場はどうしても必要なんだ。よく考えてく

れ。あるいはほかの地域でここで私たち火葬場

は認めますよだとか、いろいろな形はあると思

いますけれども、その機運を肌で感じたときに

改めて火葬場の話は私はもう一度検討しましょ

うかという話はしたこともありますけれども、

将来、未来永劫において火葬場をつくりません

とか、そういうことではなくて、あくまでも今

回の件は、ある意味、いい意味で私は問題提起

になったのではないかなと。そして、今後の行

政運営といいますか、私の世代の次の世代か、

その次の世代かはわかりませんけれども、今後

における一つの目安的なものにはなったんじゃ

ないかなとは自負はしております。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 私がお聞きしたかった

のは、安里区においては、現実にこういう大き

な反対運動が起きました。今後においても、安

里区は、この候補地として村長の頭の中には一

つの候補地の一つとして考えられるかどうかで

す。その辺をお伺いしたいんですけれども。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 火葬場自体は私の中にはもう終わった話とい
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うことで、お話ししています。火葬場自体はも

う私の頭の中にはもうないわけですから、当分

の間は火葬場の話はもう出ないものだと。よほ

どの機運が高まらない限りは出ないものだとい

うことを再三再四お話をしているところでござ

います。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 今、安里の火葬場の反

対運動というのは、まだ終息には向かっていな

いわけですよね。はっきり言って。いろいろの

憶測があるわけです。今までの経過があるよう

に知らないうちに、また候補地の一つになるん

じゃないかと、そういう懸念も一つあるんです。

企画課長の答弁ではこれは自分たちの事務的な

ものだから、そういうことは一切、住民と相談

なしに、ただ地理的あるいは物理的な条件から

上げていくんだとそのようなお話でしたよね。

今後もそういう方向で皆さんはこういう問題が

持ち上がったりしたら、地元の自治会の打診と

か、そういうものを一切なしにこういう問題を

進めていくという考えなのか、その辺をお伺い

します。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 手法の話だと思っておりますけれども、そも

そも今回のものに関しては、アンケート調査を

もとに村民の７割以上の方々が総論としては火

葬場が望んでいるという結果をもとに、平成24

年、平成26年と今、仲眞議員がおっしゃる予算

をつぎ込んだという話がありましたけれども、

我々は適切に議会の承認を得て、この火葬場の

検討していきますよということの手順を踏んで、

そのときには仲眞議員も在籍していたと記憶し

ておりますけれども、それを踏まえてしっかり

手順を踏んでやってきたものが、今私どもが今

お話ししているのは、結果として非常に安里区

民を２分にしたということには、それについて

は、結果としてこういうことになったことにつ

いては、申しわけないなと、私は４月27日の説

明会の場でもお話はしましたけれども、しかし、

この火葬場の問題を提起したというのは、我々

は手順も間違ってはいませんし、またやったこ

とについて、これは正しいことをやったことだ

と認識をしておりますので、その辺は御理解を

いただきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 ちょっと議論がかみ合

わないようですけれども、そもそもの混乱を招

いたのは全く自治会区民の知らないうちにそう

いう候補地に仕立て上げられてしまったと、そ

ういうのが原因だと私は言っているわけですね。

今後もそういう、どこでも歓迎されるような施

設ではないわけですよね。そういうものに対し

て、やはり今までどおり、市民・住民の知らな

いうちに、こういうふうに提案していくのか。

あるいは自治会に一旦は自治会長とか、役員と

かそういうものに提案、打診しておいてから提

案していくのかと、中城の候補地の一つですと。

そこに一つに挙げていきますと。そういう方法

でいくのか。今までどおり全く自治会長あるい

は自治会区民は知らないうちに帆を上げていく

ような方法を取っていくのか、そこをちょっと

聞きたかったわけですよ。それに関しては、今

までの反対運動が起こった事実を踏まえて、皆

さんはどういうふうに考えておられるのか、お

伺いします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 この件につきましては、火葬場の件につきま

しては、私どもは候補地の提案をして、そして

候補地が１カ所に絞られて、その最初の説明会

の場でもお話をさせていただきましたけれども、

これはあくまでも候補地であり、皆さんにここ

で安里で火葬場をつくっていいですか。賛成で

すか、反対ですかという説明会ではないですよ

と。あくまでもまだ財政的なめども立っていな
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い。まだこれからの話ですので、あまり騒ぎ立

てることはやめてくれという話も私はそこで

やった記憶もあります。何を言いたいかといい

ますと、我々が勝手に事を進めて決定事項をこ

の説明会の場で説明したわけではないんです。

あくまでも今、こういう状態の経緯になってい

ますけれども、これからしっかり皆さんに説明

ができるような財政のめどが立ってきた。ある

いは反対ですか、賛成ですかというのは安里区

民だけでいいのか。あるいは村民全体で考える

べきなのか。そして何度もこの議会でもお話し

していますけれども、51％の賛成があったらや

るというものでもないですよと。７割、８割以

上の本当に確固たるやりましょうということが

ない限りは、これは進めてもいきませんよ。そ

してこの件について、我々は勝手に事を進めて、

「はい、決定しました」ということでもないで

もないですよというのはずっと言ってきていま

す。ですから私は先ほどから手順は間違ったこ

とではない。たまたま新聞で出てしまった。そ

こで誤解を招いちゃいけないということで、

我々は説明会を持って、最初の説明会をやった

わけで、そういう意味では安里区民に対して、

私どもは決して押しつけようだとか、変なメッ

セージがいかないようなことをやるために、説

明会を開いてきたわけでございます。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 村長、これは捉え方は

全然違うと思いますよ、村民にとっては。候補

地を決定するということは、この当事者側に

とっては、ここにつくりたいという意思表示な

んですよね。第１番目にはここにつくりたいと。

それに対して村民が「いや、だめですよ」と。

我々は反対ですと。これも一つの意思表示なん

ですよ。皆さんの意思表示に対して、村民の意

思表示なんですよ。これは当たり前の話で、ど

こにでも起こり得るんですよ。意思表示に対し

て、意思表示を返すのはこれは何も不思議な話

ではないですよね。これは当たり前の話だと思

うんですよ。だから皆さんの意思表示に対して、

こちらはだめですよという意思表示をしただけ

での話。これが反対運動に進んでいっただけの

話なんですよ。これは皆さんが意思表示したか

ら、では住民もこれでは我々の生活がどうなる

という危機感を感じて、意思表示をして反対運

動をしようということになっている。その辺は

全然、村民の会について、安里区の取った行動

というのは、まともな行動だと私は思いますよ。

特にこういう皆から嫌がられる施設をつくる場

合においては、まずは自治会長、あるいはそう

いう自治会の皆さんに当たるのが筋でしょう。

それをやらなかったというのが、混乱を招いた

一番の根本の原因なんですよ。その辺は重々反

省していただきたいと思います。 

 それから次、進みますけれども、財源のめど

が立たないという当初から財源のめどが立って

いなかったという話なんですけれども、これは

今の地方自治体の事業の進め方においては、こ

の財源のめどはなくても、事業計画を立てて、

どんどん予算をつぎ込んでもいくと。いつかは

財源のめどが立ってくるだろうと、そういう予

想の予測に基づいて、どんどん予算を投入して

いく、そういう手法があるんですか。これが常

道なんですか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 先ほどから答弁していますけれども、火葬場

につきましては、なくてはならない施設ではあ

ります。ですからどうしても市町村にその整備

を求められているものですから、５市町村に

とってはそれを建設が可能であるかどうかを検

討してまいりました。しかし、自主財源だけで

はできないために、補助事業がないかどうかを

検討してきたところでございます。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 そういうことではなく
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て、財源のめどがないのにどんどん事を進めて

いっていいというのが、今の地方自治体の事業

の展開の手法なんですかと聞いているんです。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 その財源を確保するために基本計画、あるい

は基本計画詳細計画を委託をして、財源確保の

ために我々は委託契約をし、計画書をつくって

きたところでございます。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 業務に関係はないです

よね。手法はそういう手法なのかと聞いている

んですが、これはもしそうだったら全く悪徳商

法の詐欺商法と一緒ですよね。もうかりますよ、

もうかりますよと言って、どんどん投資をさせ

ておいて、「だめでした。もうかりませんでし

た。失敗しました」と、そういう手法ですよね。

だますつもりはありませんでしたとか、そうい

うことになるわけですよ。これもそうですよ。

火葬場は必要だからつくりましょう。みんな賛

成ですと、つくりましょう、つくりましょ

う」って、必ず財源も見つけますから、予算も

つけてちゃんとやってくださいと、そういうこ

とを言っていて、進めておいてですよ、最後に

は財源が見つかりませんでした。白紙化します

と。手法は全く一緒ですよ、結果的に手として

法は。最初からそういう財源のめども立たない

のに、どんどん進めていって、結果的には破綻

しました、頓挫しましたと。それとどこが違う

んですか、この詐欺商法と。どんどんつぎ込ん

でいって、「だめでした」と。だますつもりは

ありませんでした」と手法的には同じですよ。

めどもないのにどんどん進めていったという。

結果的に、この結果は最悪の結果を迎えたと、

そういう手法的にはそういう結果になってしま

いますよ。そうではないですか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 議場において、詐欺商法的なものと一緒にさ

れるということは、これはいかがなものだと思

いますよ。我々はしっかり、その制度にのっ

とってやってきたものであり、また最初の段階

で資金のめどはたっていませんよという話をし

ながら話しています。これ以上は進まないです

よと。財源のめどが立って初めて皆さんに賛成

ですか、反対ですかというそういう賛否を問う

ことがあったりすることはその後の話であって、

財源のめどが立たないうちは、これ以上は進ま

ないですよという話はずっとやっている中で、

今仲眞議員はどんどん進めていっているという

表現をなさいましたけれども、これは違います

よ。財源のめどがないから、ここはこれ以上は

進まないという話はしっかり安里区民にも説明

してありますので、その辺はしっかりと御確認

いただきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 最初から財源がはっき

りしないのに、全体で1,600万円もつぎ込んで、

挙句の果ては白紙化しますと。そういうことで

すよね。手順を踏んで、予算を全部、議会が認

めたからいいんじゃないかと、そのようなお話

でありますけれども、これでは済まない話では

ないでしょうか。何もめどもない、何も立たな

いのにこんなふうにして、大げさな40億円とか、

事業規模は40億円になりますけれども、何とか

どんどん値上げやっていて、最終的には全くゼ

ロの白紙化してしまったと、そういうのが今の

このやり方というのが果たしてこれが本当に常

道なのか、これが常道だったら私はこれは大変

なことだと思いますよ。財源のめどもないのに、

どんどんやっていってもいいというようなこと

がなったら、いくらあっても財源はいくらあっ

ても足りませんよ。 

 次に進みますけれども、それで村長もこれは

これとして、もう議論はこれ以上はしませんけ

れども、安里区は今は大変な状況にありますよ
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ね。それはよく御存じだと思います。それでこ

のような修復するために、村長いろいろな模索

を考えたいというのをお話もしていますけれど

も、具体的に何かそういうお話を考えておられ

ることはありますか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 これからもちろん安里の方々と話をしながら

どういった要望があるのか、そういうものを踏

まえながらやっていくことではございます。白

紙に戻ったわけですから火葬場の問題も、私は

喜ばれているかと思いましたけれども、白紙に

戻ったこと自体がいけないような形にとらわれ

ても困りますので、今後、また一歩前に進んで

批判だけでは何も解決を生みませんから、我々

もしっかり批判と適切な指摘には耳は傾けます

けれども、もうこの問題は終わったものとして、

一歩前に進みたいとそう思っているところでご

ざいます。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 本当にこれはもう終息

していきたいというのは、我々みんなの願いな

んですよ。だからそういうことはぜひそういう

向かうような方向で村長も取り組んでいただき

たいと思いますけれども。一つの例として、私

これは安里区の皆さんにも話をしたこともない

んですけれども、この議会に出てきてちょっと

感じたことなんですけれども、今、安里区は10

年前の地すべりの影響がまだ残っておりまして、

公民館の床下にそこにまだ泥がたまっている状

況があるんですよ。だからそういう意味では、

地すべりの復旧というのはまだまだできていな

い状況なんですね。いろいろな面で、その辺を

かねて例えば北浜区は今新しい公民館をつくる

ということが決定しましたよね。安里区におい

てもそのようなコミュニティを修復するような

そういう事業というメニューが地域創生とかそ

ういうものがあれば、ぜひそれを適用していく

のも一つの形として、公民館というのもあるん

じゃないかなという気はしますけれども、この

辺も十分話し合って対応できないかなと思うん

ですが、どうでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 安里の区民の方々との話がまず第一ですので、

そこには安里区出身の金城 章議員もいらっ

しゃいますし、しっかりその辺のコミュニケー

ションを取りながら、何が一番適切なのかを検

討していきたいなと思っております。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 その辺はぜひとにかく

こういったコミュニティを何とかして直してい

ただきたい。溝というものはなくしていただき

たいと思います。それは村長にも責任の一端は

あるとおっしゃっていますので、そういうのは

ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 それから次の法人墓地の建設について、お伺

いしますけれども、そもそもこういう事業につ

いては、まず最初にそういう事業計画が持ち上

がった場合は、この法律の範囲内でやってくだ

さいよと指導指示をするのが、これは第一番目

だと思うんですよね。この条例の中には距離的

な問題、いろいろな問題の規制がございますよ

ね。その中でちゃんとやってくださいと、指導

するべきなんですけれども、それについては今

回の法人墓地については、この条例を守りなさ

いと。守るようにしてくれとそういう事業計画

にしてくれと、そういう指導はなさったんです

か。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 事前相談が平成25年２月28日にありまして、

その際には具体的な内容がわからず事前協議が

できるような書類を持ってくるような説明を求

めております。その際には最初は墓地区域がな
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く、墓地区域外であることの説明は行っており

ます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 課長そういうことでは

なくて、その事業計画を出されたときに、この

規則で定める道路から30メートルとか、人家か

ら100メートル以上離しなさいと。そういう基

準がありますよね。それに合致していたかどう

か、もし合致していなければ、それは指導すべ

きだと、条例の範囲内に抑えてくれと、その事

業は。そういう指導をすべきだというのが筋だ

と思うんですけれども、そういうことをなさい

ましたかとそういうことを聞いているんですけ

れども、どうですか。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１４時１３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時１３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 条例を遵守するように指導を行っております。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 その指導に対して、ど

ういう返事だったんですか。それを聞かせてく

ださい。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 地域住民のまず同意を得ることを条件に指導

をしております。そのうちのまた約７割近くと

同意を得ていまして、その中でも明確な反対は

非常に少ない状況でありました。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 課長、今の答弁は非常

におかしいですよ。住民の合意をつくっている

といいますか、ここに墓地をつくることには同

意しますと。それはそれで一つの意思表示かも

しれませんけれども、住民は同意すれば条例は

守らなくていいんですか。そういうことなんで

すよ。この基準というのは、どうなっているん

ですかと。だからこの規模は道路から30メート

ル、人家から100メートル離しなさいと、これ

が条例を守る指導ですよね。それに対して、住

民がこっちをつくっている。住民が賛同すれば、

同意すれば何でもできると言ったら、これは条

例なんていらないですよ。住民は同意したらそ

の条例を守った上で、ちゃんとつくればいいで

はないですか。その条例を守って事業する中で、

そしたらそこで何か不都合が起きるわけですか。

何かそういう不都合が起きるという会社側から

何かあったんですか、そういう不都合だから緩

和してくれとか、そういうのが何かあったんで

すか。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１４時１６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時１８分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 まずは条例に基づいた指導を導いております。

それと先ほど言われていた業者から導かれたの

かということに対しては、そういったことはご

ざいません。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 全くかみ合わない質問

ですけれども、これは村長に聞きましょうね。

村長はこの第５条、それに基づいて緩和したと

いうことになっていますけれども、では道路か

ら30メートル、人家から100メートル以上離し

なさいをどこまで緩和したんですか。何メート

ルまでつくっていいという緩和策を出したんで

すか。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１４時２０分） 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時２２分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 何メートル以内を緩和したかという基準はあ

りません。緩和ができなかった地主、100メー

トル以内の地主、その方々から同意を取ってお

ります。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 全くおかしな話ですよ

ね。緩和する場合においては、これは公共の福

祉に反しない範囲内で、反しないことであれば

緩和していいということになっていますけれど

も、今皆さんがやっているのは全くそういう規

制はしていないわけですよね。距離的な規制は

全くやらなかったわけですね。それでよろしい

ですか。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 距離的な規制はやっておりません。公共の福

祉に関するところでただし書きを適用しており

ます。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 では聞きますけれども、

どういう理由で公共の福祉に支障がないと判断

したんですか。この距離的なものを考えずに、

それを言ってください。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 まず平成23年に墓地経営の権限許可を中城村

が受けまして、それから墓地区域を設けて、個

人墓などを設置できないような箇所が出てくる

と。その辺の受け皿と、あとは中城公園からの

移設の受け皿を確保できるということで緩和を

しております。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 全く答弁にならないで

すよ。そこに住んでいる人たちに対して、公共

の福祉の支障が起こらないような範囲内で認め

なさいと、そういうことでしょう。そこをどこ

まで緩和すればいいんですか。そもそもこの30

メートルとか、40メートルという設定されたの

は、これはどういう理由で設定されていると課

長考えていますか。この30メートルとか100

メートルが出てきた、その根拠は。根拠法とい

うのは何がもとになってこういう30メートル、

40メートルというのが出てきたとお考えですか。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１４時２５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時２６分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 県の墓地条例に準じて、村の条例も作成して

おります。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 あなたのそういう担当

ではそれぐらいの答弁しかできないと思うんで

すよ。これは元々は民法から出てきているはず

なんですよ。民法の第１条には、私権は、公共

の福祉に適合しなければならないと。たとえ自

分の土地であっても、公共の福祉に適さないよ

うな使い方はできませんよと、そういうことか

ら大もとは出てきているはずなんですよね。そ

れでお互いは村長も議会もそうだと思うんです

けれども、こういう墓地とか、火葬場とかそう

いうものをつくる範囲においては、公共の福祉

を適用するためには最小限、道路から30メート

ル、人家から、あるいは学校からは100メート

ルが必要ですよと、これが公共の福祉に適合す

る基準になるでしょうと、そういうことでこう

いうものが出てきていると思うんですよ、違い

ますか。そうではないですか、村長。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 
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○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 今議員がおっしゃった民法ということでござ

いますと、民法には解釈があるから司法が存在

するんです。この議場での部分の解釈は民法で

はないと思いますよ。民法の解釈であればこれ

は当然、もう司法での判断ということになりま

すから、そういうことではなくて我々行政が定

めていく部分に関しては、しっかりとした大き

な枠組みがあって、そこからはみ出てくる部分

が当然あるわけです。当然ある部分について、

しゃくし定規にゼロか100だけかの判断をしな

いがための条例であり、ですからだだし書きで

あり、これは今回の墓地条例だけに限らず、例

えば我々、中城は非常に法規上の厳しいところ

ですよ。住宅建築も非常にままならないところ。

そこをしゃくし定規でやると全てが住宅が建ち

ません。ところがそこに緩和区域があったり、

あるいは条件があったり、そういうものがあっ

て、初めて住宅も建っていく。これとそういう

ものと同じことでございます。民法ではござい

ません。大枠の中からはみ出したものを救うた

めの条例でございます。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 では距離的な規制を全

くかけないというのが、公共の福祉に支障はな

いですか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 少し答弁、ちょっとずれこむかもしれません

が。何メートルの基準があって、その何メート

ルの基準どおりでないときに、その何メートル

以内に住宅がある場合にはそれをやるんであれ

ば、その根拠として100メートル以内の方々の

承諾が必要ですよ。例えばこれが完全絶対数が

少ない場合であれば、当然これは社会の常識に

反するわけですから、当然条例どおりこれはだ

めですよ。ところが今回の件は添石の自治会か

らも強い要望とかがあったり、あるいは地権者

の同意だとか、近隣の方々の同意、そして介護

保険施設の承諾だとか、社協の承諾だとか、全

てそういうもので同意を得たものに対して、

我々がこれを受け付けないということ自体が、

これは社会通念上、これはゆゆしきことだと判

断して、そのただし書きを採用したということ

でございます。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 いずれにしてもこれは

条例の範囲内であって、全然差し支えがない事

業の話ですよね、これは30メートルを今は道路

からもう距離も全くないような等しいような話

ですけれども、そういうこういう同意があれば

条例なんて全くそういう規制にはかからないで

いいというようなそういう発想につながります

よね。規制を全くしないということだから、条

例は適用しないというわけでしょう。だったら

そこに住んでいる方々の公共の福祉というのは、

どうなるんですかということなんですよ。自分

の庭が墓地になっていて、非常に嫌な思いをし

ているわけですよね、実際に。そこの方々だっ

て、地主、家主は承諾したかもしれませんけれ

ども、そこに入っている方はどういう思いを今

していると思いますか。ワッターは次はアマヤ

サヤーと、ワッターはアマンカイヤッサーヤー

と、そういう思いを伝えるわけですよ。これが

公共の福祉に本当に反しないんですか。少しで

も公共の福祉に適合するならば、こういう迷惑

施設というものは、条例の範囲内でやりなさい

と指導するのが当たり前なんですよ。それを規

制を緩和して、これで一番もうかるのはどこで

すか。恩恵を受けるのは。業者だけですよ。そ

こがこの規制を規則どおりにやれば100しかで

きないものを緩和していただければ、全く距離

的なものを取っ払えば150もできる、ただそれ

だけの話でしょう。違いますか。ほかに何があ

ります。何でこの条例を守る不都合がほかにあ

りますか。私には理解できないんですけれども、
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そういう意味で、何がありますかね。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 基本的な条例を守るのは当然なことでござい

ますよ。これがあって、先ほどから重複した答

弁になりますけれども、ゼロか100かであれば、

もう淡々と、それを吟味する必要も何もありま

せんよ。しかし、そうでないからそれだけでは

社会生活は成り立たないから、そこにはただし

書きがあったり、先ほど民法の話もありました

けれども、いろいろな解釈があるわけです。今

回の件に関して、いろいろな方々の話も随分聞

きました、周りの方々も。同意をして先ほどか

ら仲眞議員はその介護施設の方々、今度はワッ

ター番ヤサヤーという。その件にも我々もあり

ましたよ。ここで言う話ではないかと思います

けれども、しかしながらそれも全部踏まえて今

回の件で、これは福祉に大いに役立つ。ただ余

りにもこればかりでは、過去の議会ではお答え

しましたけれども、もう大体中城もそれでもう

成り立っているんじゃないかという話もしまし

たけれども、全て地主が同意だから、地域が同

意だから全てがオーケーかということではない

わけです。今回の件に関しては、ほとんどの

方々が７割の方々が同意を得ているものを、

我々が条例をたてに突っぱねることが私は行政

の傲慢だという判断で、しっかり判断をして決

断をしたところでございます。 

○議長 與那覇朝輝 仲眞功浩議員。 

○９番 仲眞功浩議員 別に全面的に突っぱね

るという話は、私はもうそういうことはもうで

きないと思いますよ。ただ、そういうものに関

してはちゃんと条例を守って、範囲内でその事

業をやればいい話じゃないですか。どうして住

んでいる人たちの嫌な思いをさせてまで、緩和

させてまで、この事業の範囲を広げさせなけれ

ばならないのか。せっかく条例で最低限の社会

の公共の福祉に適合するように、これも距離的

な定めもしてきたのに、そこを取っ払って事業

者に迎合していかなければならないのか、その

中でやれば別にそんなに大きな不平・不満を言

う人も少ないと思うんですよ。しょうがないか

なとある意味思いますよね、条例もちゃんと

守ってやるんだったら、村長がおっしゃるよう

に突っぱねることはできないと思いますよ。だ

けど、条例を緩和してまで、ましてや距離的な

設定というのは、先ほどから言っているように

公共の福祉に適合すると、そういう最低限の数

値として、これは県も定めてきたわけです。村

もそれを受け入れてきたわけですよね。中城に

おいてもそれぐらい設定しようと。これはやは

り公共の福祉に適合する距離であると、それで

我々も議会もそれぐらいだったらそういう距離

だったらいいんじゃないだろうかということで、

条例もいろいろ可決してきたわけですよ。これ

もそれもやはり住民の公共の福祉という、それ

を守るという前提のもとにこういうのが設定さ

れるということを理解して、この30メートルで

いいだろうと。火葬場においてはもっと大きく

していますよね。そういうものの基本的なこの

事が起こった、なぜそういうものが設定されて

いるかと、そういう大まかな根本的な成り立ち

も考慮しないで、こんなに今回のように道もあ

んなに離れていなくて、すぐ隣接して、お家も

皆さん何名の方が比嘉さんのお家行かれたかわ

かりませんけれども、添石の327番地の比嘉さ

んという方ですよ。見てきてください。そうい

うこんな自分の庭まで墓地にされて、わずか10

メートルも離れていないと思いますよ。条例で

も結局は住民を守ることができなかったという

話ですよね。最終的には嫌な思いをして、どう

いう決断出すかはわかりませんけれども、こん

な最終的な福祉の最低限の適合するように決め

た数値的な距離をノーガードで、ノー規制でさ

せるということは、私は非常に間違っていると

思います。今後、いろいろ問題が起こってくる
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と思いますので、その辺は十分ケアというもの

は、やっていただきたいと思います。以上で質

問を終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で仲眞功浩議員の一

般質問を終わります。 

 10分間休憩します。 

休 憩（１４時３９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時５１分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 続いて、比嘉麻乃議員の一般質問を許します。 

○２番 比嘉麻乃議員 改めましてこんにちは。

議席番号２番 比嘉麻乃です。質問に先立ちま

して、このたび村議会議員補欠選挙で初当選し

ました。これからは村議会議員の一人として皆

さんと一緒に住みよい中城をつくりために一生

懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いし

ます。 

 それではこれより母親の目線で母親の立場に

なって通告書に基づき質問いたします。 

 大枠１、子育て支援について。子供医療費助

成制度で現在本村は就学前まで医療費が無料と

なっているが、今後小学校卒業までの通院費無

料化は考えていますか。 

 大枠２．子どもの安心安全について。現在本

村には、時間を知らせるチャイムがありますが、

子供の帰宅を呼びかける放送はありません。犯

罪抑止のためにも防災無線を利用して、音声を

入れての村内放送が必要と思います。今後の取

り組みを伺います。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは比嘉麻乃議員の御

質問にお答えをいたします。 

 まず１番目の子育て支援についてということ

でございます。比嘉麻乃議員も先ほど、母親目

線、そして第１番目に子育て支援を質問をして

いただきました。私も公約の第一歩、１丁目１

番地が子育て支援でございます。今後も比嘉麻

乃議員も母親の目線、女性の目線でいろいろな

提言をしていただけるものと期待をしておりま

す。御質問の医療費助成につきましてですけれ

ども、これも最優先で取り組むのが子育て支援

ということは、もう本議会でも答弁させていた

だきました。そこの一端としまして、今回の医

療費の無料化、これは御承知のとおり本村は他

市町村に先んじてあるいは県に先んじていろい

ろな医療費の助成の枠を広げてまいりました。

今回、真剣に考えさせていただいて、そして

しっかりまた比嘉麻乃議員にもお答えしていき

たいと思っておりますが、現在のところ、それ

を総枠で捉えて、何を最優先にしていくかを検

討中でございますので、もうしばらくお待ち願

いたいと思っております。 

 あとは大枠２番につきましては、教育委員会

のほうでお答えさせていただきます。以上でご

ざいます。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 比嘉麻乃議員の御質問大

枠２について、お答えします。 

 子供の基本的生活習慣の確立のためにも帰宅

を呼びかける放送は大切だと感じております。

しかしながら、かつて帰宅を呼びかける放送を

夕方行っておりましたが、住民からの苦情が多

数あり、放送を打ち切った経緯があります。そ

のことから自治会長会等で地域の意見を聞き、

放送再開するかどうか、検討をしてまいります。 

○議長 與那覇朝輝 比嘉麻乃議員。 

○２番 比嘉麻乃議員 子供は成長するにつれ

て、確かに病気も少なくなり小学校に入学して

も風邪を引いたり、そして元気があり過ぎてけ

がをしたりと、やはり小学校に上がっても病気

にかかることがあると思います。その上、今は

共働きの家庭がほとんどで、子供が病気で学校

を休むとどちらかの親が仕事を休まなければな

りません。そうすると月の給料が減り、治療費

まで支払うとなると、二重の負担となってしま
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います。私の公約の中に小学校卒業までの医療

費ゼロを掲げましたら、周りにいる若いお父さ

ん、お母さんがすごく喜んでくれましたし、そ

して子育てを卒業しました大先輩の方々からも、

子や孫のために絶対に実現させてくださいとい

う声がありました。子育て中の多くのお父さん、

お母さんだけではなくて、多くの人がこの小学

校卒業までの医療費無料化を望んでおります。

そして初日の一般質問でも、大城議員からも同

じような要望がありました。そして、嬉しいこ

とに村長の公約の中にもありますので、できる

だけ早目の実現をお願いいたしまして、次に移

ります。 

 大枠２．子供の安心安全について、再度御質

問いたします。ただいまありましたけれども、

以前はこの村内放送が行われていたということ

なんですが、大体いつごろまで行われていたか、

御記憶にございますでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１４時５８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時５８分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 お答えいたします。 

 今、いつまで行われていたか記録にはありま

せんけれども、10年以上前だと覚えております。 

○議長 與那覇朝輝 比嘉麻乃議員。 

○２番 比嘉麻乃議員 今、お答えがありまし

た10年以上前になるということでございまして、

そして、このたくさんの苦情があり、中止に

なったというふうに、今聞きました。きっと昔

の母親は放送が鳴ったら帰ってきなさいよと子

供たちを安心して遊びに行かせたと思います。

10年以上前に比べましたら、現在はこの犯罪件

数も増加傾向にあります。この世の中だからこ

そ子供たちの帰宅を呼びかける放送は必要だと

思いますし、実際に私も子育てをしている間に

放送があったらいいなと何度も思いました。そ

して、周りからぜひ実現してほしいという声も

やはり多くあります。では今現在、防災無線を

使っての放送はやっていますけれども、今苦情

はありますか。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 防災無線の放送に対しての苦情なんですが、

今、社会は中城村もそうですけれども、生活が

多種にわたっております。朝早い方、夜遅い方

がいらっしゃいまして、朝の放送、夜の放送、

たびたび苦情がございます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 比嘉麻乃議員。 

○２番 比嘉麻乃議員 現在でも苦情があると

いうことなんですけれども、それはどういう苦

情なのでしょうか。やはり「うるさい」という

苦情が多いのでしょうか。あるいはどの場所か

らでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えします。 

 地区別にというのはちょっと把握はしていま

せんけれども、朝か晩かと言われれば朝のほう

が多いです。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 比嘉麻乃議員。 

○２番 比嘉麻乃議員 朝ということなので、

では夕方の子供の帰宅呼びかけをする放送は実

現になると私は信じていますし、早く実施でき

るようにお願いしたいと思います。この帰宅を

呼びかける放送の中で、地域の皆さん、子供た

ちを犯罪や事故から守るために目配りや声掛け

をしましょうというメッセージを入れることに

よって、犯罪をしようとしている人の犯罪ス

トップにもなると思います。この中城はいつも

地域の人たちが子供たちを見張っているんだと

いうふうに聞くと、絶対にこの犯罪は減るので

はないかと私は思っております。それと村内放

送だけではなくて、地域と一緒になって安全パ

トロールを強化することで、安心・安全な暮ら
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しができると思います。それにはまず自治会で

の活動だと思っております。現在、南上原自治

会では見守り隊というチームで、朝の交通安全

を仲座議員と一緒に行っております。しかし、

南上原は交通量も多くいろいろな場所で立たな

ければなりません。どうしても人数が不足に

なっています。南上原自治会は皆さんおわかり

のように自治会の加入率がとても低いです。そ

れを何とかしようと自治会のほうでも話し合い

をし、立て看板などを置いて加入の呼びかけを

してきたのですが、役場のほうでも自治会加入

促進のために、ぜひ広報紙ですとか、そういっ

た自治会加入への呼びかけも記載していただき

たいなというふうに思っております。そうする

と人数がふえますので、いろいろなパトロール

ができてくると思いますので、よろしくお願い

いたします。そして、この村内放送も防災無線

を利用することによって、もし可能になれば、

準備の時間もかからないと思います。もう既に

ついていますから、かからないと思いますし、

費用もかからないかなと思います。もしやると

しましたら、いつごろから子供の帰宅を呼びか

ける村内放送の開始ができるか、大体でいいの

で教えてください。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えい

たします。 

 議員おっしゃるように防災無線ですので、費

用もかかりません。しかしながら、先ほど教育

長からもあったと思いますけれども、これまで

取りやめた経緯もございます。それでその地域

の意見も聞くためにも、ぜひ自治会長会等でこ

れを再開していいかどうかということの意見を

聞いてから、取り組みたいと思いますので、期

日はいつということは、今は申せません。 

○議長 與那覇朝輝 比嘉麻乃議員。 

○２番 比嘉麻乃議員 どうか可愛い子供たち

のためにもできるだけ早目の実施をよろしくお

願いします。最近は県内でも凶悪犯罪がふえて

います。村内の犯罪抑止のためにも村内にあり

ます53カ所の防災無線を利用して、子供たちの

帰宅を呼びかけ、そして地域の人が子供たちへ

の目配りと声掛けを協力することで、犯罪抑止

にもつながりますし、そして子供が健やかに成

長するための正しい生活習慣づくりにもなると

思っております。みんなの宝物である子供たち

が安心・安全で過ごすためにも、一日も早い取

り組みを強く要望いたしまして、私、比嘉麻乃

からの子育て支援についてと子供の安心安全に

ついての質問を終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で比嘉麻乃議員の一

般質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１５時０６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１５時０８分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 日程第２ 議案第29号 中城村公共交通モデ

ル事業バス運行条例を議題といたします。 

 これから委員長報告を行います。 

 文教社会常任委員長 新垣德正。 

○文教社会常任委員長 新垣德正 こんにちは。

それでは、議長より我々、文教社会常任委員の

ほうに付託されました本議会の議案第29号、新

規条例ですので、読み上げて結果の報告をいた

したいと思います。 
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中城村議会議長 與那覇 朝輝 殿 

 

文教社会常任委員会 

委員長 新 垣 德 正 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定

により報告します。 

記 

 

事件の番号 件      名 審査の結果 

議案第29号 中城村公共交通モデル事業バス運行条例 原案可決 

 

 

 よろしくお願いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 これから質疑を行います。

本条例に対する質疑を行います。 

 休憩します。 

休 憩（１５時１０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１５時２６分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認め、討

論を終わります。 

 これから議案第29号 中城村公共交通モデル

事業バス運行条例を採決いたします。 

 本案における委員長報告は原案可決です。本

案は委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第29号 中城村公共交通モデ

ル事業バス運行条例は委員長報告のとおり可決

されました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これで第３回中城村議会定例会を閉会いたし

ます。大変御苦労さまでした。 

  閉 会（１５時２６分） 

 

 地方自治法第123条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

中城村議会議長 與那覇 朝 輝 

 

中城村議会議員 石 原 昌 雄 
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